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令和元年９月第１０５回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   令和元年９月３日（火） 

○開会年月日   令和元年９月３日（火） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

  １５番  中 田 厚 寬 君     

 

○欠 席 議 員   なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会 計 管 理 者  稲 葉   勉 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課課長  林   愼一郎 君     産業振興課長  入 海   孝 君 

小 田 支 所 長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  松 岡 裕 樹 君      

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第１０号） 

令和元年９月３日（火）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第５ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（森永和夫君） ただ今から、令和元年９月第１０５回内子町議会定例会を開会いたしま

す。本定例会には、地方自治法第１２１条第 1項の規定により、町長、教育長、代表監査委員及

び農業委員会会長の出席を求めております。また、説明員として 出席通知のありました者は、副

町長及び各課長・班長等の１６名であります。 

これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（森永和夫君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１１９条の規定により、議長において、１０番、才野 俊夫議員。１３番、山崎 正

史議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告のうち「会期決定の件」を議

題とします。本定例会の会期は、去る８月２７日開催の議会運営委員会において協議され、本日

から１８日までの１６日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 異議なしと認めます。 

従って、会期は、本日から９月１８日までの１６日間に決定致しました。 

なお、本日の「議事日程」は、お手元に配布しております、議事日程第１０号のとおりであり

ます。 

 

  日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（森永和夫君） 「日程第３ 議長諸般の報告」をします。 

議長としての報告事項は、お手元に配布しているとおりであります。ご覧になっていただいた

ことと思います。その中で、去る７月２５日に松山市で開催されました、愛媛県町村議会議長会

創立７０周年記念議員研修会において、林 博議員が、６０周年式典以降に就任された歴代会長

として、感謝状を贈呈されました。ここでご本人に伝達を致したいと思います。 

林 博議員、演壇前へお願い致します。 

〔林博議員、表彰状授与〕 

○議長（森永和夫君） これをもって、「諸般の報告」を終わります。 
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  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（森永和夫君） 「日程第４ 招集あいさつ及び行政報告」を町長より受けることに致し

ます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本日、ここに令和元年９月内子町議会定例会を招集致しましたところ、

議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただきまして、誠にありがとう

ございます。本定例会に、町長として提出致します案件は、報告６件、決算認定が８件、剰余金

の処分２件、条例の制定１件、条例の廃止が１件、条例の一部改正が５件、指定管理者の指定が

２件、補正予算４件、人事案件３件の合計３２件でございます。それぞれの案件につきましては、

その都度、ご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上

げます。国では、来年度当初予算の編成作業が始まる時期になりました。私も先日、「四国８の字

ネットワーク」の早期整備や、国道の整備に関しまして、３日間にわたり国土交通省を中心に陳

情活動を行ってきました。地方に住む者にとって、道路の整備や飲み水の確保は最低限のインフ

ラだと思います。これらが整っていなければ、地域に人が定住することはありませんし、災害の

際に住民の命を救うこともできません。地方の実態をしっかりと伝え、要望し、予算の確保に向

けて動かなくてはならないと思います。さて、お盆期間に襲来した台風１０号は、豊後水道を北

上する進路を取ったためその影響が心配されましたが、幸いなことに大きな被害をもたらすこと

もなく過ぎ去りました。しかし、予定されていたイベントへの影響は大きく、「いかざき夏祭り花

火大会」が中止になったほか、「寺村山の神火祭り」も一日順延されました。その他、各地で予定

されていた盆踊りも中止を余儀なくされたものが多かったように聞いております。運営に関わら

れた皆さんには、中止や延期の判断を迫られるなど、例年以上にご苦労があったことと思います。

せっかくの準備がふいになった方々も含めて、ご慰労申し上げたいと思います。一方で、８月前

半までは比較的天候に恵まれ、昨年は豪雨災害で中止になった内子夏祭りの花火も予定どおり打

ち上げが行われ、真夏の夜空を彩りました。また、８月３日、４日には、全日本女子学童軟式野

球大会「ＮＰＢガールズトーナメント２０１９」が県内６球場で開催され、内子運動公園野球場

でも試合が行われました。私も、坊っちゃんスタジアムでの開会式に出席致しましたが、入場行

進をする子どもたちの、はつらつとした表情が素晴らしく思いました。スポーツでも文化でも、

全力を尽くせる環境を整えることは、とても大切なことだなと改めて感じました。この他「内子

笹まつり」や、「小田燈籠まつり」も例年どおり開催され、一日遅れで開催された「寺村山の神火

祭り」も多くの人出で賑わいました。地域の方々の努力と協力で、内子の夏を彩るイベントの数々

が開催され、町内外の皆さんを楽しませていただいていることに感謝するとともに、来年は、天

候等の影響を受けることなく、予定どおり開催できることを願っています。 

それでは、早速、当面致しております事務事業等についてご報告申し上げます。ご報告致しま

す内容は、せとうち拠点地区での観光地域経営に関する連携協定について、第２５回シクロクロ

ス全日本選手権大会の開催について、株式会社ベネフィット・ワン「内子ベース」の開設につい

て、林業体験型イベント「ワンツーツリーフォレスト」について、内子座文楽第２３回公演につ
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いて、最後に２０１９年アジア都市景観賞受賞についてでございます。 

最初に、せとうち拠点地区での観光地域経営に関する連携協定についてご報告致します。７月

２７日、一般社団法人せとうち観光推進機構、内子町、大洲市、一般社団法人内子町観光協会、

一般社団法人キタ・マネジメントは、大洲市役所におきまして「せとうち拠点地区での観光地域

経営に関する連携協定」を締結致しました。この協定は、プロダクト開発を行う組織、地域ＤＭ

Ｏとマーケティングを行う組織、広域ＤＭＯが互いの役割分担のもとターゲットを合わせ、戦略

的な観光地域経営を推進していこうとするものでございます。瀬戸内地域の観光振興を主導する

せとうち観光推進機構は、主たるターゲットを欧米豪に設定し、世界に誇る瀬戸内地域の景観や

歴史文化、体験など多様な魅力を伝えるとともに、訪日の目的地となるためのプロモーション、

旅行造成を促す事業などに取り組んでいます。また、内子町と大洲市は、機構が事業促進する広

域周遊ルート「せとうち・海の道」の拠点地区に選定され、ともに歴史文化や伝統技術、農村景

観などを保存活用した観光振興に取り組んでいます。さらに両自治体とも、観光地域経営を牽引

する団体を一般社団法人化し、地域資源を活かした体験メニューやサービスなど、観光プロダク

ト開発に取り組んでおります。せとうち観光推進機構が担う大規模で質の高い広報誘客活動と、

両自治体及び観光協会が担う受け入れ地としての観光プロダクト開発は、互いを補完しあってい

る関係であります。それらが、連携を密にして、共通のターゲットを設定し、まちづくりに重点

を置きつつ受入体制を構築していくことが観光戦略上有効となります。せとうち観光推進機構の

上質で高度なプロモーションの中に、内子町や大洲市が搭載されていくことにより、海外での知

名度を得、「せとうち」からさらに「内子大洲」へ誘い、これまで以上に日本の原風景である、美

しい町並み、自然と人とが織りなす癒しの里山に誘客出来ることを期待致しております。なお、

行政としては、計画づくりやツアーの開催をサポートしたいと思います。当年度を含む今後５カ

年の計画で、それぞれの業務や能力を活かした連携・協力を行ってまいります。 

続いて、第２５回シクロクロス全日本選手権大会の開催についてご報告致します。 

シクロクロスは、オフロードでおこなわれる自転車競技でございます。内子町では、役場本庁舎

前の河川敷で、自転車競技の裾野を広げることを目的とした「小田川シクロクロス大会」をこれ

までに６回開催しておりまして、例年、中四国全域から２００人近くの選手が参加しています。

この自転車文化をさらに浸透させるため、愛媛県と連携して大会の誘致に取り組んでまいりまし

たが、このたび、第２５回シクロクロス全日本選手権大会が、１２月７日・８日の２日間、内子

町で開催されることが決定致しました。これは、愛媛県が進める自転車の普及啓発を図る様々な

取り組みや、内子町が取り組んできた小田川での６度のレース実績が高く評価されたことによる

ものでございます。この大会は、世界選手権に派遣する代表候補選手の選考会も兼ねており、文

字どおり国内最高峰の大会です。トップライダーのハイレベルなレースを間近で見ることができ

る貴重な機会であり、自転車への関心が一段と高まることが期待されます。大会には、チームや

競技役員等約４００人の大会関係者とともに、多くの報道関係者が内子町を訪れ、滞在すること

になります。自転車競技は海外での人気が高く、内子町の魅力を全世界に発信できる可能性もあ

ります。景観・食・人など町の魅力を体感していただき、全国そして全世界に発信していただく

ことを期待しています。大会の競技に関する運営は、日本自転車競技連盟が行いますが、その他

の運営や、広報、観光情報の発信などは、愛媛県と内子町の関係者で組織する実行委員会が担う
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ことになります。町として大会実行委員会を支援し、内子町の魅力溢れる大会になるよう努めた

いと考えています。 

次に、株式会社ベネフィット・ワン「内子ベース」の開設についてご報告致します。このたび、

八日市護国伝統的建造物群保存地区内にある民間の空き物件を活用して、株式会社ベネフィット・

ワンのサテライトオフィスである「内子ベース」が開設されることとなりました。株式会社ベネ

フィット・ワンは、東京都千代田区に本社を持つ福利厚生事業等を行っている会社でございます。

２００７年より松山市藤原に「松山オペレーションセンター」を開設し、福利厚生サービス「ベ

ネフィット・ステーション」で提供する優待サービスの予約手配などを行うカスタマーセンター

機能、バックオフィスの事務処理を行う事務センター機能を有する拠点でございまして、地元の

方々を中心に現在約６００名を雇用されています。「内子ベース」では、「松山オペレーションセ

ンター」の機能の一部を運営し、顧客データの照会及びチェック、データ入力、提携施設への確

認・問合せなどの業務を行います。株式会社ベネフィット・ワンでは、これまでに、愛南町、八

幡浜市、久万高原町にサテライトオフィスを開設しており、高知県宿毛市を含めると内子町は５

例目の開設となります。「内子ベース」は、令和元年１０月の開所を目指しており、開設時には２

０名程度を採用される計画であります。最大で３０名が勤務可能であることから、段階的な増員

も計画されているところであります。町内からも新規の雇用が見込まれ、事務職を希望される方

の新たな雇用の場が確保できることはありがたく思います。また、伝建地区内の空き家の解消に

もなります。町としても既存の制度を活用して必要な支援を行っていきたいと考えています。 

次に、林業体験型イベント「ワン・ツー・ツリー・フォレスト」についてご報告致します。 

今年で３回目となるこのイベントは、地域おこし協力隊の武田惇奨隊員を中心とするワンフォレ

実行委員会が、内子町、愛媛森林管理署、内子町森林組合をはじめ、町内の林業事業体や県内の

関連事業者の協力を得て開催しているものであります。会場となったソルファオダ・スキーゲレ

ンデには、内子町内をはじめ遠くは高知県からの来場者もあるなど、夏休み期間中のイベントと

して定着しつつあります。８月２４日・２５日の両日に開催されたイベントには、一時雨が降る

天候の中、２日間で前年比２０％増の約８５０人が来場されました。会場では、林業機械グラッ

プル操縦体験や高性能機械による伐採作業の見学、従来の大工道具を使った木工品から、最新の

レーザー加工による木製品の製作体験を行ったほか、国有林内の森林散策や乗馬、アウトドア体

験などもあり、参加した子どもたちや保護者にとって森林や林業への理解が深まる良い機会に

なったことと思います。近年、木材価格の低迷により、山林を所有していても経営に関心を持た

ない方も増えております。また、担い手の不足など林業を取り巻く環境は厳しくなっております

が、このようなイベントを通じて、少しでも興味を持っていただき、内子町の豊かな森林を循環

させ、未来へ繋げていきたいと考えております。 

次に、内子座文楽第２３回公演についてご報告致します。８月２４日・２５日の２日間、内子

座を会場に、内子座文楽第２３回公演が開催されました。今年は、内子町まちづくり応援大使で

あります関口照生さん、竹下景子さんご夫妻にもお越しいただき、公演を盛り上げていただきま

した。公演には、２日間で１，４４５人が来場され、前日に開催した限定４０人の裏ツアーと交

流会は、発売後１５分で完売致しました。お客様からは、定員をもっと増やしてほしいという声

が寄せられているところでございます。さらに、今回から平席の定員を６人から４人に変更し、
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ゆったり観劇いただけるようなりました。お客様からも「見やすくて良かった」という声をいた

だいています。また、「ボランティアスタッフの笑顔と親切な対応が気持ちがいい」との評価も受

けており、演目の評判も含めて、お客様の反応はとても良かったと聞いております。お客様の中

には、町内や大洲市・宇和島市など近隣を観光して帰られる方も多く、周辺への波及効果も高く

感じております。運営に当たられた実行委員の皆さまとボランティアスタッフ、関係者の皆さま

へ深く感謝を申し上げたいと思います。 

最後に、８月末に嬉しいニュースが届きましたので、ご報告致します。国連ハビタット福岡本

部等が主催する２０１９年のアジア都市景観賞に内子町の「町並み保存から村並み保存、そして

山並み保全へ」が内定致しました。この賞は、アジアの人々にとって幸せな生活環境を築いてい

くことを目標に、国連ハビタット福岡本部、アジア人間居住環境協会、アジア景観デザイン学会、

福岡アジア都市研究所の４団体によって、２０１０年に創設された景観に関する国際賞です。ア

ジアの優れた景観をアピールし、また、発展を続ける景観形成事業を評価・検証することによっ

て、アジアの景観を誇らしいものに導いていくことを目的に掲げ、他都市の模範となる優れた成

果をあげた都市、地域、プロジェクト等を各国・地域から募集・選考し、表彰するものでありま

す。愛媛県からは、２０１６年と２０１８年に松山市が受賞されています。２０１９年は、７か

国から３６件の応募があり、１４件が受賞致しました。日本からは、内子町のほか北海道帯広市

と福岡県田川市の受賞が内定しております。内子町のこれまでのまちづくりが国際的に評価され

たことは大変嬉しく、今後景観行政を進める上で大きな励みになります。引き続き「町並み、村

並み、山並みが美しい持続的に発展するまち」を目指して、精進したいと思います。なお、授賞

式は１１月２３日に香港で行われる予定であります。以上、６件の事柄についてご報告申し上げ

ました。秋から冬にかけてシクロクロス全日本選手権大会など大きな事業も控えております。万

全の準備を整え、全国からのお客様をお迎えしたいと思います。引き続き議員各位のご指導とご

協力をお願い申し上げまして、招集のご挨拶と致します。 

○議長（森永和夫君） 以上で、「招集あいさつ及び行政報告」を終わります。 

 

  日程第 ５ 一般質問 

○議長（森永和夫君） 「日程第５ 一般質問」に入ります。質問は、通告により、一括質問、

一括答弁を行い、再質問から一問一答と致します。議員の発言時間は会議規則第５６条第 1項の

規定により４０分以内とします。発言残時間は、前方左側の壁に設置しております残時間表示板

でご確認ください。要点を簡潔に、要領よくまとめて質問されますよう、議員各位のご協力をお

願い致します。理事者におかれましては、議員の質問の趣旨等に対する確認等がございましたら、

先にその旨を告げてから発言してください。議事整理の都合もありますので、通告者以外の関連

質問はご遠慮願います。質問通告者は、５名であります。それでは受付順に、質問を許します。 

最初に、久保 美博議員の発言を許します。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

〔久保美博議員登壇〕 

○４番（久保美博君） おはようございます。４番、久保美博です。８月お盆明けから梅雨に逆
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戻りしたような毎日うっとうしい日が続いています。８月下旬には、秋雨前線を大きく刺激し西

日本から北日本までの広い範囲で大雨となり、特に九州北部を中心に猛烈な雨が襲い、佐賀県で

浸水被害が出ました。大町町では鉄工所から住宅街に油が流出して、田畑にも影響が及び、穂が

出た稲が油まみれになっている映像を見た時に胸が痛みました。被災者の方に心からお見舞い申

し上げます。このような天気が続けば収穫期を迎えている農作物に大きな影響が出るのではない

かと心配しております。実り大きな収穫が出来ることを期待する一人であります。 

それでは、通告書に従い２項目について質問をさせていただきます。１項目と致しまして、公

共施設建築物整備と維持管理について４点ほど質問させていただきます。高度経済成長期に建設

された公共施設が老朽化して、わが町においても重荷になりつつあるのではないかと思います。

このまま放置すれば、維持管理を町財政で支えきれなくなるのではないかと危惧しております。

人口減少時代を迎え、公共施設の維持管理コストの増大は避けられなく、整理の先送りは子や孫

の世代につけを回すことになるだけに早急な対応が求められると思います。 

１点目は、人口減少と公共施設建築物の老朽化が進む中、公共施設等の利用需要が変化してい

くことが予想され、早急に公共施設の全体の状況把握が必要であり、町有建築物の施設数、棟数、

延べ面積はいくらあるのかお伺い致します。 

２点目は、町有建築物の維持管理、修繕、更新に係る中長期的な経費の見込み、経費に充当可

能な財源の見込みについてお伺い致します。 

３点目は、点検、診断等により危険性が認められた施設や老朽化により使用禁止され今後にお

いても利用見込みのない施設の対処方針、危険性の高い施設の安全確保等をどのように考えてい

るかお伺い致します。 

４点目は、１０月に予定されている消費税の引き上げと軽減税率制度の実施に伴い、町営施設

の使用料金の変更を考えているのかお伺い致します。 

２項目は、合併処理浄化槽への転換促進についてお伺い致します。単独処理浄化槽は、高度経

済成長期の１９６０年代にトイレ水洗化に伴って普及しました。処理されたし尿以外はそのまま

排水され家庭から出る生活排水は汚れを２割しか除去できずに排出され、河川の悪臭や水環境等

に悪影響を与えています。合併処理浄化槽への転換促進のため、浄化槽設置台帳を整備して実態

を把握して早急に取り組む必要があると思いますが、その状況をお伺いして質問を終わります。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは私の方から、まず、一つ目、公共施設整備と維持管理につき

まして、ご答弁を申し上げます。まず、ご質問の一つ目でございます、公共施設の施設数、棟

数、延べ面積についてでございます。内子町公有財産台帳によりますと、施設数は４２６施設、

延べ面積は１６万８，５３７㎡でございます。なお、棟数につきましては、正確な数字を把握し

てございません。これにつきましては、今後、公共施設等総合管理計画個別計画を策定する中

で、きちんと整理していきたいと考えてございます。 

次に、ご質問の二つ目、町有建物の修繕や更新も含めた維持管理等にかかる経費の見込みと財



令和元年 9 月第 105 回内子町議会定例会 

‐ 8 ‐ 

源についてでございます。維持管理等にかかる経費については、施設ごとの建築年や構造等に違

いがあり、また建築した場所により経年劣化が著しく早い施設もございます。施設は、概ね指定

管理により地域で管理頂いており、地域から修繕等の要望があった際に対応することとしており、

経費については施設を所管している所属課での予算対応となっております。なお、平成２９年３

月に策定致しました、「内子町公共施設等総合管理計画」におきまして、建築後３０年で大規模改

修を、また６０年で建て替えすると仮定し、更新費用を算定した結果、今後４０年間で７５５．

８億円、年間で１８．９億円を要する試算値が出ており、これらにかかる財源としては、ほとん

どが一般財源で対応せざるを得ないのが現状でございます。建て替え等を行う場合には起債を充

当できるものもありますが、その場合においても今後人口減少が見込めることから、必要なサー

ビス水準を確保しながら「総量の適性化」を図っていく必要があると考えています。既存の施設

においても、廃止・複合化・集約化・用途変更なども検討し、施設の総量を制限する必要がある

と考えています。なお、今年度と来年度で「個別施設計画」を策定するように予算を計上してご

ざいます。その中で、具体的な施設管理計画を立てていきたいと考えています。 

次に、ご質問の三つ目、危険性が認められた施設や老朽化により使用禁止され、今後において

も利用見込みのない施設の対処方針、安全確保等をどのように考えているかというご質問でござ

います。老朽化や耐震化診断により使用が危険と判断された建物につきましては、原則取り壊し

を行う方針でございますが、取り壊しにも費用が発生するために、財政との協議や、緊急性や優

先順位等を的確に判断し対応していきたいと考えております。なお、地元住民には、経過や状況

説明を行い、代替施設の利用を進めて参りたいと考えております。また、危険性の高い施設の安

全確保につきましては、昨年の豪雨災害で程内の乙影集会所に傾きが見られ、すぐ危険と判断し

て、早急に使用を中止した事例がございます。今後もこのような事例が発生した場合、修繕か取

り壊しか、取り壊し後の対応はどうするのか等を慎重に見極めていきたいと考えているところで

ございます。 

最後に、四つ目のご質問、消費税引き上げにかかる使用料金の見直しでございます。今議会

で、「社会保障の安定財源の確保等を図る税政の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改

正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」案を上程させて頂いているところで

あります。この中で、御祓生活改善センターをはじめ２７の施設等において見直しを行ってお

り、使用料の必要な施設については所属課に照会の上、概ね改正を行うこととしてございます。

以上で、私からの答弁とさせていただきます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 私の方からは、合併浄化槽への転換促進についてご答弁さ

せていただきます。まず、台帳につきましては、平成２０年から平成２１年度に愛媛県が、愛媛

県浄化槽協会と連携して実施致しました、「浄化槽設置及び維持管理実態調査」の結果に基づきま

して、内子町でも平成２２年度に浄化槽電子台帳を整備し、実態把握を行っているところでござ

います。それによりますと、下水道区域外の世帯４９９７世帯に対して合併浄化槽世帯は２，３

７３世帯、単独浄化槽世帯が６４４世帯、汲み取り世帯は１，９８０世帯となっており、単独浄
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化槽から合併浄化槽への転換につきましては、年平均４件、また汲み取り方式から合併浄化槽へ

の転換につきましては、年平均１４件のペースで推移しているところでございます。合併浄化槽

設置又は、それに接続を行うための水回りの改修につきましては、多額の費用が必要で、設置・

改修は伸び悩んではおりますが、補助事業等も利用しながら、公共下水道への接続また、汲み取

り方式や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の促進に取り組んでいきたいと考えてお

ります。以上、答弁とさせていただきます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 公共施設の総合管理計画ですが、計画保全で寿命を延ばすことができる

と思います。建築年数の古い物から順番に改修では費用も高くなると思います。損傷度の軽い施

設から順次改修、修繕をすることにより、トータル費用が安くなるメリットがあると思いますの

で、早め、早めの取り組みをすればいいと思います。その優先度はどのように考えているかもう

一度お伺いしたらと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 先ほどお答えしました、公共施設総合管理計画の個別計画というもの

を今年度と来年度で計画するように今、準備を進めております。その中で具体的に公共施設一つ

一つの診断カルテを作ってまいります。その診断カルテに基づきまして、優先順位等もそこで見

極めていきたいと考えております。議員ご指摘のように早め、早めの修繕をすることによって公

共施設をより長く維持できるということにつきましては、我々も重々、そのように感じておりま

すので対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 消費税の引き上げに伴っての施設の使用料引き上げは、２７施設とお聞

きしたんですが、これはすべての施設ではないということでありますよね。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） すべての施設ではございません。各課で判断をして使用料の据え置き

等も検討した施設もございますし、この機に引き上げというような判断をした施設等もございま

す。先ほど、２７施設と言いましたのは、御祓改善センターをはじめ、２７施設ということでご

ざいますのでよろしくお願い致したいと思います。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） この施設使用料については適正な料金設定であるようにお願いをしたい

と思います。 

 次に、施設の適切な運用管理において固定資産台帳を整備されていると思うんですが、その整

備の状況についてお伺いしたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） こちらの方もすでに固定資産台帳が整備をしてございます。その固定

資産台帳に基づきまして、内子町の総合施設等管理計画を立てているというふうなところでござ

います。固定資産台帳に登録されている施設のうち、主に５０㎡以上の施設、それから、利用が

限定されていない施設に限って公共施設等総合管理計画を定めていくというような方針で考えて

ございますのでよろしくお願いします。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） この固定資産台帳の整備で行政の悪い例が出ておるんではないかと思う

んですが、これ縦割り行政で施設の管理は担当課が行っておると。これらの関連する資料、デー

タ等の収集に課題があるんではないかと思うんです。それぞれのデータをシステムを構築して一

括して管理運営をすれば改修だとか修繕に役立つと思うんですが、その辺の考えはないかお伺い

したいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） それぞれ公共施設等管理計画を策定するまでにつきましてもそれぞれ

の部署でそれぞれに関係する施設の改修耐震計画等、個別の計画がございました。それは各課等

で把握をしているだけのデータでございましたけれども、今回、この公共施設等の総合的かつ計

画的な管理の推進についてという総務省の通達によりまして、この公共施設等総合管理計画とい

うのが定められることになっています。これの大きな目的は、まず、早急に対応が必要な公共施

設等の全体の状況を把握するということが何より大きな目的でございまして、これは、それぞれ

の各課横断によりまして各施設の状況も把握をしていかないといけないということになってござ

いますので、先ほどの繰り返しになりますが、これから個別計画を策定していく中で、まだ個別

計画を策定していない施設につきまして重点的に個別計画を策定していくと。すでに策定してい

る個別計画につきましては、その内容を洗いなおして必要があれば改正していくと、そういうよ

うなスケジュールで進んでいきたいというふうに考えております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 施設が多くある中で今後の見通しを踏まえた需要を考えた場合、公共施

設の数量等が適正規模にあるかどうかお伺いをしたいと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） ３町合併した中で、やはり重複するような施設等もございます。そう

いった施設につきましては、基本的な考え方なんですが、新たに作り直すということはしなくて、

賢く使うというような考え方で進んで参っております。当然、更新が必要な施設につきましても

ですね、例えば昨年度更新致しました南山自治会館、吉野川自治会館につきましては、同程度の

規模の施設を作るのではなくて、現状に合わせた人口規模に合わせた施設規模に更新をしていく

というような考え方です。それから統廃合につきましては、これは利用実態とか地域性も考えな
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がら今後判断をしていかないといけないだろうと思います。今後の施設の在り方につきましては、

無駄のない、住民にとっても使い便利のいい、なおかつ長期的に財政負担を強いれない、そのよ

うなところ、いろいろな条件を鑑みながら、整備していく必要があろうというふうに考えており

ます。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 今の答弁の中では適正規模にあるということが言えるのかなと判断した

んですが、今後の人口減少による施設が過剰となることを思えば、今の時代に新しい箱もの建設

はいらないという考えができると思うんです。今後箱もの建設はいらないという考えについてど

うかお伺いしたらと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 先ほども言いましたように基本的には、新しく作るのではなくて既存

の施設をうまく使って行くという考え方がベースになってこようかと思います。ただ、今の施設

の状況が適正な規模であるかとか、新たに箱ものはいらないとかいう判断ですね、これは今後の

行政事情とかですね、いろいろな社会の変化によって絶えず変わってくるものだろうと思います

ので、そんなところはしっかり見据えられる部分については、きちんと計画に盛り込んで、計画

的に施設の計画、それから整備等を図っていきたいというふうに思っております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 続きまして、合併処理浄化槽への転換促進についてお伺いしたいと思い

ます。答弁では単独槽から合併槽への転換は費用が高額なこともあり、思うように進んでいない

というのが現状というふうにお聞きいたしました。単独槽の使用は生活排水上、問題ないという

認識の方が多いと思います。単独槽を使用していると、雑排水の水質改善につながらないという

ことを強くアピールしてもらいたいと思うが、どのように考えておられるか、お伺いしたいと思

います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） アピールの方法でございますが、まず、広報とかいうこと

でアピールはしておりますが、それ以外にも自治会連絡会の方で全自治会長さんが集まっている

席上ではございますが、そこら辺でＰＲはさせていただいております。それから各自治会、それ

から区におりている状況ではなかろうかと思います。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 転換が進んでいない一番の要因は、費用が高額だけではく、家主の高齢

化、それと住宅の後継ぎの不在などが合併槽への転換に踏み切れない要因だと思いますが、この

点どのように捉えておられますか、お伺いしたいと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 



令和元年 9 月第 105 回内子町議会定例会 

‐ 12 ‐ 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 高齢化等の要因は多分にあるとは思いますが、それは個人

的に判断していただく点も多いと思ってますので、なるべくそういう合併浄化槽にした方がいい

というＰＲ等に努めていきたいなというふうに考えております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 浄化槽台帳は整備されておると言われたんですが、個別訪問して調査さ

れた数字でしょうか。単独槽の設置世帯とかいう調査は戸別訪問して確認した数字でしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） これは先ほど申しましたように実態調査に基づいて整備し

た台帳ということで、一軒、一軒戸別訪問して調べた台帳ではございませんので、若干の差はあ

るとは思いますが、台帳も毎年更新をかけておりますので、だいたい数字は把握しているという

ふうに認識しております。 

○４番（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保美博議員。 

○４番（久保美博君） 最後にしたいと思うんですが、合併浄化槽に転換ということで単独槽か

ら切り替えするわけですが、この切り替えする場合に助成制度としては単独槽の撤去については

助成はなかったかなと思っておるんですが、不要になった単独浄化槽の有効活用ですよね、これ

を例えば雨水の有効活用、あと災害時の非常用の用水等の有効利用、これについて、有効利用者

については助成制度を設けたら推進につながるんじゃないかと思うんですが、新たにこの助成制

度を創設したらどうかお伺いしたいと思います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 確かに議員おっしゃるとおり、それの撤去に係る助成制度

は現在ございません。先ほど申しましたように単独槽から合併浄化槽への転換につきましては、

年平均でございますが、４件程度ということでございますので、新たな助成制度を作った方がい

いのかというのは検討はさせていただきますが、今の現状で進めていきたいなとは考えておりま

す。 

○議長（森永和夫君） ここで暫時休憩します。午前１１時００分から再開を致します。 

 

午前１０時４９分 休憩 

 

午前１１時００分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、大西啓介議員の発言を許します。 

○１番（大西啓介君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） 議席番号 1番、大西啓介です。質問通告書の内容について、会議規則及

び申し合わせ事項に従い、一般質問を行います。 

 平成２９年春、私が町議会議員になってすぐだったと思いますが、全員協議会の場において林

業六次化事業の説明を受けました。内子町が地方創生事業として「地域商社」を立ち上げ、多面

的に林業の活性化に取り組むというものです。その「地域商社」において、一般住宅の施工販売

まで取り扱うという計画で、地元建築業界の反発を招いたことは理事者の皆さんも記憶に新しい

ところだと思います。同年９月、ちょうど２年前の議会において、その林業六次化事業「地域商

社計画」について一般質問させていただいたところ、理事者からは「民業圧迫にはならない」、「計

画は変更しない」「民間と一緒に取り組んでいく」という答弁をいただきました。それを伺って、

それなら安心だ、とまでは思いませんでしたが、行政として余程の覚悟をもって取り組んでいか

れるのだろうと、民間と共に「林業」を盛り上げていってくれるはずだと一息ついた覚えがあり

ます。そして、その平成２９年の秋、第三セクター、株式会社小田森林ログハウジングが「株式

会社内子・森と町並みの設計社」と社名を変更され、社長も変わられ、林業活性化のための地域

商社として始動されました。それから２年が経過しようとしています。以下、株式会社小田森林

ログハウジングを「小田ログ」、株式会社 内子・森と町並みの設計社を「モリマチ」と呼ばせて

いただきます。 

 質問させていただきます。当時の事業計画書にあります、「内子版地域商社事業体制（六次化区

分の詳細）」において、「小田ログ」の既存の事業に加えて「モリマチ」としての様々な新規事業

が計画されています。それぞれの進捗状況をお伺いします。ちなみに、一次産業としては既存の

素材生産事業、二次産業としては既存のログハウス事業、そして新規事業として、木材加工、（卸）

事業、「一般住宅材（板材）」・「家具・建具・小物他」の製造・販売、「一般住宅建築」、内子なら

ではの家の施工・販売、三次産業として、マーケティング事業、人材育成事業、賃貸住宅事業に

取り組んでいくという内容になっていました。また、「小田ログ」から「モリマチ」に移行し、売

上額はどう推移しているでしょうか。計画書では、２０１８年９月期の売上額は３億７，７００

万円という内容でした。その雇用人数の推移も教えていただきたいと思います。計画には「マー

ケティングや営業など主要人材の獲得」も記載されており、そういった人材の確保は出来ている

のでしょうか。また、その計画作成を請け負ったコンサルタント、トビムシが、昨年９月より「モ

リマチ」株式の一部を取得され、外部役員として経営に参画されているということですが、どう

いった経緯でそうなったか、どのような効果を見込んでいるのか。そして、現在までおよそ１年

間の成果はどういったものがあるのか、教えていただきたいと思います。また、この計画と併せ

て進められていた「建築基準法の適応除外」について、進捗状況を教えていただければと思いま

す。 

 次の質問です。先ほどの町長招集挨拶の中でもございましたが、この７月２７日に内子町は、

大洲市と一般社団法人せとうち観光推進機構、並びに、一般社団法人内子町観光協会、一般社団

法人キタ・マネジメントとせとうち拠点地区での観光地域経営に関する連携協定を締結されまし

た。私も内子町観光協会役員の一人です。その取り組みについてある程度、理解をしているつも
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りですので、質問する立場としては若干違和感があるかもしれません。しかし、ほとんどの町民

の皆さんは「何が始まるのか」「どういった効果がでてくるの」と疑問を持たれている状況です。

議会で質問することで、町民の皆さんに対してその中身を広く周知するとともに、理解を深めて

いただきたいと思い、質問致します。ということで、この協定の具体的な内容を教えてください。

そして、内子町にどのようなメリットがあるのでしょうか。また、当協定における内子町行政と

観光協会、それぞれの役割はどのように考えられているのか、お答えいただければと思います。

重ねての説明となり、申し訳申し訳ございません。町長招集挨拶は議会広報に反映されないとい

うこともありまして、ご答弁ほど、よろしくお願い致します。以上、私の一括質問と致します。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

〔入海孝産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（入海孝君） それでは、私の方から林業六次化事業の進捗状況の問いにつきま

してお答えをさせていただいたらと思います。まず、最初に林業六次化事業の進捗状況でござい

ます。林業六次産業化は、いわゆる一次の生産、二次の加工、三次の販売を一体化し、総合的に

林業の振興を図りながら、広く地域資源を活用し、新たな産業の創出を推進することを目的とし

て取り組んでございます。この取り組みは、平成２７年度から取り組みを行ってきておるところ

でございます。目標と致しておりました地域商社の設立では、先ほどお話がありましたように、

株式会社小田森林ログハウジングの平成３０年３月の臨時株主総会でご承認を得て、株式会社内

子森と町並みの設計社に名称変更され、併せて、事業目的の整備・拡充のために定款の変更を行

い、現在、会社の事業計画に基づきまして、進められているところでございます。ご質問のそれ

ぞれの進捗状況というところにつきましては、二番目のところでお答えをさせていただいたらと

思います。 

次に、事業内容の変化、それから売上高、雇用人数の推移についてお答えをさせていただきま

す。事業の内容につきましては、従来からの事業に加えまして、森林資源に関する学習指導業務

などを追加致しております。会社の主たる事業と致しましては、従来からの森林整備事業や建築

事業・木材加工事業を柱として経営されている状況でございます。当面は、従来の事業を安定的

にまた拡充させる取り組みを行うとのことによって、新しい事業の今後の展開が期待されるとこ

ろでございます。 

次に、売上高でございますが、株式会社内子森と町並みの設計社の決算期が９月末ということ

となっておりますので、直近の決算期の数字をご報告をさせていただきたいと思います。第２５

期、平成２９年１０月から平成３０年度までの売上額、税抜きでございます。金額と致しまして

は、２億３，３８０万５，０００円でございます。第２４期は、２億８，４７４万円でございま

す。雇用人員については、平成３０年の９月末は１８名、平成２９年は２０名でございます。 

次に、内子ならではの家の販売状況についてお答えさせていただいたらと思います。内子なら

ではの家の販売目標は、地域商社設立後５年後を目処に「年間５棟」を計画しております。建築

促進をはかるために、昨年１０月でございますが、内子町建設業組合共催とともに、内子材を活

用した商品づくりの手法などをご紹介しながら、町民の皆様とともに考えていくセミナーを開催
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しているところでございます。町が把握しております現在までの状況でございますが、「内子なら

ではの家」の要件の一つでございます、豊かな半外部空間、いわゆる家のひさしの部分を広く設

けた住宅というものが今まで２棟建築をされております。今後におきましても、内子町産材利用

の補助制度の周知をするとともに、内子材の利用促進をはかって参りたいというふうに思ってお

ります。 

次に、トビムシの経営参画及び成果というご質問でございます。先に答弁させていただきまし

たように、平成３０年３月、臨時株主総会の承認を経まして、「株式会社 内子森と町並みの設計

社」となりました際に、同社、トビムシは、出資株主となっておられます。その成果とのご質問

でございますが、今期、会社の決算期間中のために成果としたものを、総会でお示す前に公表で

きる状況にはないということでございます。しかし、前期の総会におきまして、選任されました

トビムシ役員には、経験を活かし、森と町並みの設計社の営業情報の発信、それから事業を展開

するための情報収集、企画提言を目的として就任をされたということをお聞きしております。今

後、事業展開が期待されるところでございます。 

それから、最後でございます。建築基準法適応除外の進捗状況でございます。「内子ならではの

歴史的建築物」につきまして、特徴やそれからデザインを保持したままの改修等を図るための仕

組みづくり、いわゆる「建築基準法の適用除外」を含む地域のルールづくりの検討を進めてまい

りました。平成２９年度から「内子町歴史的建築物保存活用検討委員会」を立ち上げ、実際の町

家をモデルに検討を進め、また、ルールづくりに必要となります建築物の耐震性能等構造調査を

行ってきたところでございます。現在は、建築基準法適用除外の際に必要となります条例とその

運用のためのガイドラインの素案につきまして、詳細を詰めているところでございます。この運

用に際しましては、特定行政庁であります、愛媛県、それから消防署というふうなところの調整、

協議も必要でございます。現在、そちらも同時に進めているところでございます。愛媛県等との

調整・協議というところの進捗にはなりますが、本年度中の条例制定及びガイドラインの策定を

目指しているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 私の方からせとうち拠点地区での観光地域経営に関する

連携協定についてのご質問にお答えさせていただきます。町長の行政報告の中でも申しましたが、

内子・大洲地区は古くから、自然や歴史文化をはじめ政治経済、運輸、教育など各領域で関係性

が深いところでございます。今回の連携協定は、結びつきの強いこの地域において、地域住民が

誇りに思っている歴史的な資源、自然や人文資源などを、観光という手段を用いて広く告知し、

多くの観光客に訪れていただくため、５つの団体が連携協定を締結致しました。５つの団体とは、

（一社）せとうち観光推進機構、以下、せとうちＤＭＯと呼ばさせていただきます。それから内

子町、大洲市、（一社）内子町観光協会、（一社）キタ・マネジメントでございます。この連携に

は、せとうちＤＭＯという広域観光連携を促し、質の高いプロモーションをする大きな団体とそ

のほかの４つの地域に密着した団体とを相互補完する役割がございます。地域密着の団体、とく

に内子町観光協会や、キタ・マネジメントは、観光資源を振興してプロダクト開発をし、さらに
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観光客の受入ができるように人的なネットワークや仕組みなどを作り出します。具体的には、周

辺集落や農村漁村などに今も伝わる地域の独特な文化や暮らし、伝統工芸や伝統芸能などにス

ポットをあて、日本文化の本質を探究する旅、また、体験のできるメニューを中心としたプロダ

クト開発に取り組みます。せとうちＤＭＯは、目標とする海外のマーケットに響くブランディン

グへの助言や指導を担い、今後プロモーションできるプロダクトにつなげて参ります。できあがっ

たプロダクトは、広域観光促進を促すせとうちＤＭＯにより質の高いプロモーション活動に搭載

していただきます。今年５月と７月には、ドイツ、フランスなどのメディア、旅行会社の招請を

行っていただきましたが、貴重な機会を受入ながら、関係者から的確なアドバイス、ご提案など

も受けましたので、これらを反映させるプロダクトにも構築していきたいと考えています。 

次に２番目のご質問でございます。内子町にとってどのようなメリットがあるのかということ

でございますけれども、今回の連携によるメリットは、第１に質の高い、目標とする海外マーケッ

トに届くプロモーションに搭載される、情報発信でございます。第２に、その情報発信に伴う、

質の高いプロダクト開発ができる環境が得られるということでございます。せとうちＤＭＯが目

標とする欧米などの海外マーケットに発信したいコンテンツをしっかりと地域で磨き上げること

が必要になってきます。このプロダクト開発が上質になり、他にはない魅力が磨き上げられて、

海外の方々へのメニュー構築ができれば、発信する価値があると判断されます。この評価によっ

て、結果として、内子町の魅力がさらに露出し、海外によく発信されると考えています。 

３番目に、当協定における内子町行政と観光協会、それぞれの役割はというご質問でございま

すけど、観光協会の役割が、大きな役割を担っていくと想定しております。観光産業に関わる民

間事業者などと共に、魅力的なプロダクト開発や受入体制の構築を主体的に行っていくと思って

おります。このため、内子町行政は、内子町観光協会の活動を十分に支援するとともに、また価

値を生み出さないプロダクト開発以前の資源の発掘や資源のブラッシュアップを積極的に行い、

まちづくり型観光振興ができる環境を醸成して参ります。当協定によって、行政、観光協会、観

光産業などの民間事業者が同じ目標を共有し、その取り組み方なども情報交換しながら、より良

い観光まちづくりに励む観光を整備して参りたいと考えております。以上、答弁とさせていただ

きます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） まず、「モリマチ」について再質問させていただきます。それぞれの売上

額をお答えいただきました。平成２９年９月期が２億８，４７３万で「モリマチ」に移行した平

成３０年９月期が２億３，３８０万ということで、売り上げが５，０００万下がっております。

これはどういう要因があると思われますか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） これについては従来からおこなっております、森林整備事業、そ

れから建築加工事業、それから国庫補助によります事業を展開をしております。内訳でみますと、

森林整備事業の方が大きな減額というふうなことで決算となっておるようでございます。会社が

変更致しまして、初年度というふうなところで事業内容若干取り組みが遅れたと。事業内容に役
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員の関係で変更があったということで、十分な取り組みができなかったのかなというふうなとこ

ろでそのような評価を致しております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） おっしゃるとおり林業の売り上げが６，５９０万減っておりまして建設

業が１，４００万延びております。相殺で５，０００万の減額となっているんですけど、会社の

体制が変わったそういう手続き等の期間で仕事が思うようにできなかったということですかね。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 先ほどご紹介したように、３０年３月の人事総会というところで

の会社手続きがありました。若干、事業着手の方では少し遅れたというところがあろうかなとい

うふうに思っております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 普通の会社であれば、そういったことは発生しないようにするのが前提

なんですけど、それだけどたばたしたということなんでしょう。売り上げについてもなんですけ

ど営業利益として比べてみますと、「小田ログ」の最後の期が２，２７５万の営業利益を出してい

るんですが、「モリマチ」に変わった平成３０年９月期は１７８万の損失を出しています。赤字ま

で生んでいます。そこまで移行のどたばたがそこまでひどかったということでよろしいでしょう

か。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 私どもが把握しておる総会資料でございます、決算資料でいきま

すと、平成２５期当期純利益が３５万２，０００円でございます。第２４期につきましては、１，

８７４万というところで、当期純利益というところでは、減少はしておりますが、２５期「モリ

マチ」のところでも黒字決算というふうな決算になっておろうかと思います。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 確かに純利益としては、プラスになっております。キャッシュ・フロー

とかの観点からも営業利益がその会社の業績みたいなものなんで、この点は一刻も早く改善して

いただくよう指導をしていただきたいと思います。また、トビムシに関してでございます。計画

を作ったコンサルタントが役員として参画するということは計画がうまくいってないから計画

作った本人がなんとかしてくれという感じに見てとれるんですけど、そういった意味があるんで

しょうか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） これにつきましては、先ほど申し上げましたように臨時の株主総

会におきまして、役員選任につきましては提案をされております。その中で先ほど申し上げまし
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たようなところを期待して社外取締役ということでの登用について株主の皆さんご承認をいただ

いたというところでございますので、議員言われますように、前を向いて進んでないからという

ふうなところではないというふうに理解をしております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） そのトビムシの役員報酬は、月３０万と伺っております。その対価とし

ての成果はおよそ今１年経ってますが、それに見合うような成果は、生まれておられますか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） これにつきましては、先ほど答弁させていただきましたが、会社

の方に確認を致しましたが、総会を経ずに公表できる状態ではないというところで細かい情報の

方はいただけてない状況ではございますが、新しい事業展開のために、現在取り組んでおるとい

う報告は受けております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 総会が来月か再来月にあると思いますので、それを踏まえて質問なりさ

せていただきたいと思います。結局、この計画書に会社が追い付いてないという状況に相対的に

みてとれます。この計画にトビムシさんに２，９００万を支払って運営が始まっているわけです

からそれに見合う事業内容に一刻も早く「モリマチ」が取り組めるよう、行政としても支援して

いただきたいと思います。 

 続きまして、観光連携協定について再質問させていただきます。先ほどのご説明を伺いますと、

今後は内子町もしっかりと観光振興プロモーションに力を入れていくと、この協定を通してとい

うことだと思います。しかし、伺った内容については、今までに取り組んできたことがほとんど

だと思います。多少、ブラッシュアップもしていくと思われますけれども、大洲市はこれから１

０年間で１０億円とも２０億円とも言われる観光振興施策に取り組んで行かれるそうです。プロ

モーションの金額でも数千万という金額になっていくでしょう。内子町ほっといたら、全部大洲

市に観光消費をとられちゃって、またひと昔前みたいに観光のお客さんが通るだけ、お金を落と

さない観光地に戻ってしまう懸念もございます。そういったところで、大洲市に良いようにやら

れないというと言葉がちょっと悪いんですけど、一緒になってお客さんをひっぱってきて、観光

が産業として成り立つように、消費も増やしていくような施策を、また観光協会を支援していく

と言われましたので、具体的にどのような支援を考えられているかお答えできますでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 今のご質問でございますけれども、まず、最初に大洲市

のことを議員さんおっしゃられましたけど、大洲市がやっている事業っていうのは、議員ご存知

のように３０年から３４年にかけて総額で２０億円、古民家を再生していろんな事業をしていく

事業です。今回の連携の事業と言いますのは、その大洲市が計画されていた事業に内子町と先ほ

ど言いました、大洲市以外の４社が連携協定を結んでこの事業を進めていくという形になってご
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ざいます。なので、実際には内子町も例えば民間事業者で古民家を再生して宿を経営するとか、

そういったことが民間事業者が国の補助を得て、あと、補助裏っていうのは金融機関から借りら

れる資金になりますけど、そういった資金力がある民間事業者であれば、内子町でもそういった

古民家の改修なども可能な事業となっております。言われました観光協会への支援についてでご

ざいますけれども、内子町の観光協会も今年度一般社団法人化しましたので、いろんな稼げる観

光協会目指して、いろんな事業を計画されております。その中で例えば今年度であれば、全国公

募された事務局長さんの給与であるとかそういった支援もしておりますので、またそういったあ

たりでできる支援を考えていきたいと考えております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 生まれたての一般社団法人内子町観光協会ですので、まだまだ行政との

役割分担がどう役割分担していくのか見えてこないところも多々あると思います。きちんと私も

入っておりますが、両者で協議して効果的に取り組んでいっていただければと思います。以上で

終わります。 

○議長（森永和夫君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時から再開します。 

 

午前１１時３２分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、向井一富議員の発言を許します。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） ３番、向井一富です。９月議会にあたりまして、質問通告書に基づき質

問させていただきます。 

まず、本年６月５日に労働施策総合推進法が改正され、パワハラの対策が法制化されますが、

その主な内容と内子町役場内のパワハラ等のハラスメントが発生した時の相談体制の整備等がど

のようになっているかお尋ねいたします。また、同じく役場発注事業の請負業者へのパワハラ等

のハラスメント防止対策、相談体制等の整備について、発注者としての指導監督されているのか

お尋ね致します。現在、各地の労働局に寄せられる労働相談の内容が、解雇に関する案件よりも

平成１２年度くらいからパワハラ案件がトップに来ているとの事であります。引きこもりの原因

も職場でのパワハラが上位に来ているとの事です。尊い働き手を失う事にもなりかねないので

しっかりと対応していただきたいと思い質問致させていただきます。 

次に、何度も質問しておりますけれども、引きこもり対策についてお尋ね致します。ＫＨＪ全

国引きこもり家族会連合会の調査によると、４０代以上で１０年以上引こもっている方の７割は

就労経験者でありまして、先程の件と関連している何らかのハラスメントが関連している事が推
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測されます。その方たちは仕事についてない事はもちろん、社会からも孤立してしまっている現

状があるという事です。先般は、当町でも引きこもりの実態調査を実施していただきまして誠に

ありがとうございました。その内子町での調査後、国でも４０歳から６４歳までの実態調査を行

いました。その結果６１万人の引きこもりがいる事が判明致しました。それ以前に調査している

１５歳から３９歳までの調査を足しますと推計１１５万人にのぼるということでございます。実

際にはその数字は少ないと感じております。家族の恥をさらすようで、正直に答えるには抵抗が

あるという感情が働いて素直に答えられないという事が現場では多数起こっているのかと思われ

ます。内子町での調査結果が出ておりますが、その方たちの詳細状況と今後の対応策をお尋ねい

たします。最近では、８０５０問題が顕在化して、事は深刻化しております。早急な対応が必要

と考えております。また関連して国でも予算と人をつけて、積極的に取り組もうとしている引き

こもりに対するアウトリーチ支援等推進事業の実施についてお尋ね致します。この事業が末端の

自治体にどういう形で下りてきてそれに合わせて内子町がどういう形で実施するのかをお尋ねい

たします。 

次に、２０１６年１月から始まっているマイナンバーカードの交付ですが、内子町の現状をお

尋ね致します。全国的にも交付率が低くて何とか交付率を上げようと、公務員に全員交付するよ

うにと通知を出したとの事で新聞報道を見ました。そこで、内子町全体の普及率と、町職員の普

及率を教えていただきたい。また、私もマイナンバーカードをもっておりますが、今だかつて使

う場面に遭遇した事がございません。マイナンバーを税金の申告の時に使用するくらいです。今

後、どのようなスケジュールでどのような利用が進んでいくのかも分かる範囲でお答えいただき

たいと思います。 

続きまして、内子町の農産物への鳥獣被害対策の現状をお聞かせください。実りの秋を迎えて

最近特にイノシシ、ハクビシン、カラス等、頻繁に見かけるようになりました。彼らも収穫の秋

を熟知しておりまして、今か今かと人間以上に待ち望んでいたことだろうと思います。そこで、

内子町の鳥獣被害対策の概要をお尋ね致します。今までにもそのことに対してしっかりと取り組

んでいただきまして、被害の方も全国的な数字ではありますけれども、５％削減されたという報

道もあります。が、先日もある農家から柿の下枝をイノシシに折られて困っている。受益者が２

名なので、国の補助金が使えなくて柵が出来ないと話されておりました。また夜のハクビシン対

策に困っているとの話もされておりました。まだまだ被害は少なくなったとはいえ、農家の生活

の糧が脅かされる現状は続いております。引き続きしっかりした対応をお願いしたく質問させて

いただきました。 

最後に、小学校で必須になるプログラミング教育についてお尋ね致します。コンピュータのプ

ログラミンが小学校で来年の４月から必須化されるということですがなぜ小学校なのか、誰が教

えるのか、その目的とどこまでの事業になるのかをお尋ね致します。先んじて実施されておりま

す、英語教育、この度のプログラミング教育は、むしろ遅すぎるという感もあります。世の中、

横文字が氾濫しておりますし、今はコンピュータ、スマホ等が主流になってきておりまして、個

人的にはついていけないくらい技術が進んでおります。小さい頃から触れ合っていくということ

が非常に大切になってくると思いますので、引き続きしっかりと対応していただきたいと思って

おります。以上、総括質問と致します。 



令和元年 9 月第 105 回内子町議会定例会 

- 21 - 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 向井議員の質問に対して私の方からはパワハラ等、ハラスメント問題

について。それから３つ目のマイナンバーカード普及につきましてご答弁させていただきます。

まず、パワハラ等、ハラスメント問題についてでございます。その一つ目のご質問、労働施策総

合推進法の改正内容についてでございます。パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置

を事業主に義務付ける改正、労働施策総合推進法が、本年５月２９日、参院本会議で可決・成立

しました。 労働施策総合推進法は「長時間労働」「非正規雇用労働者の待遇の改善」「女性や高齢

者の就業形態」「育児や介護などと仕事の両立」「中小企業における人手不足」などの問題を解決

するとともに、仕事に対する労働者のモチベーション向上や生産効率の改善などを目標とした法

律でございます。改正にあたっては、女性活躍推進法などとの一括法案として審議されたもので、

改正法では、これまで仕事上の指導との線引きが難しいとされてきたパワハラの定義を明らかに

するとともに、労働者からの相談体制整備など必要な措置を講じるよう事業主に義務付けられま

した。 

 次に、二つ目のご質問、内子町役場内のパワハラ等のハラスメント防止対策についてです。内

子町においては、平成２９年８月に、内子町の人事行政の公正の確保、職員の利益の保護、職員

の能率の発揮及び職員が個人としての人権を相互に尊重し、快適に働ける職場環境づくりを目的

といたしました「内子町職員のハラスメント防止等に関する要綱」を制定致しました。併せて、

平成２９年８月２５日には、全職員を対象としたハラスメント研修を実施したところでございま

す。この要綱では、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、マタニティーハラスメント、

モラルハラスメントなど職場内で発生しうる様々なハラスメント問題に対応するために、職員の

責務や研修会の開催、相談窓口の設置などを規定しております。また、苦情相談があった場合に

は、苦情処理委員会を設置することとしており、事実関係の調査や対応措置の審議などを行い、

必要な指導や助言を行うこととしております。 

 最後に、三つ目のご質問、内子町が公共事業を発注している請負業者に対してパワハラ等のハ

ラスメント防止に関する指導監督を行っているかということにつきましては、特に行ってござい

ません。各業者におきましては、改正労働施策総合推進法の規定に則り、職場内のハラスメント

防止に務めて頂きたいと考えてございます。続きまして、３つ目のマイナンバーカードカードの

交付につきましてです。マイナンバーカードの内子町の交付率でございますが、６月末現在で１，

５６６件、割合に致しまして９．２５％でございます。ちなみに、全国の交付率は、約１３．５

２％。愛媛県の交付率は、約１０．７２％でございます。職員の取得者は、同じく６月末現在で

２３０人中４０人、取得率は１７．３９％でございます。なお、職員とその扶養家族につきまし

ては、令和３年３月に予定されているマイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンラ

イン資格確認の本格運用開始を前に、現在その取得を強く促しているところでございます。今後

急速に取得率は向上するものと考えております。 

次に、今後想定されるカードの利用用途ですが、先ほど申しました健康保険証としての利用の
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ほかに、来年度はマイナンバーカードを活用した消費活性化策が予定されております。これは、

消費税引き上げに伴う駆け込み・反動減に対応して、消費活性化のために実施される施策で、一

定期間の措置として、マイキープラットフォームを活用して発行される自治体ポイントへ国がプ

レミアムポイントを付与し、地域の小売店等で使用できるようにするものでございます。このよ

うにこれまで説明されてきましたけれども、最新の報道によりますと、制度を抜本的に見直して、

民間のスマートフォン決済事業者と幅広く連携した全国共通ポイントに変更するようです。この

方針は、これまでの国の説明と大きく異なることから、我々としても大変驚いておりますが、今

後の動向を注視し、適切に対応していきたいと考えております。このほか、５月に成立したデジ

タル手続法に基づき、今後マイナポータルを利用した電子申請等も進む予定です。また、全国の

コンビニエンスストアでマイナンバーカードを利用して住民票等の写し等が取得可能なサービス

の導入も進められています。将来的には、イベント会場等へのチケットレス入場、不正転売防止

に利用することや、診察券・クレジットカードなど多機能化の推進も検討されているところでご

ざいます。私からの答弁は以上とさせていただきます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私からは２つ目のご質問、ひきこもり対策についてお答えを

致します。ひきこもりに関する実態調査につきましては、民生児童委員さんを対象として、平成

２９年９月に実態調査を行ったところでございます。この調査から高年齢の方の引きこもりが多

いこと、また長期にわたり引きこもり状況となっている方が多いことが明らかとなりました。そ

の時点で、医療機関から支援を受けている方はごくわずかでございました。ほとんどの方は支援

を「支援を受けていない」または「不明」でございました。回答を頂いた民生児童委員さんから

は、医療や行政の支援の充実が必要ではないかというようなご意見もいただいておるところでご

ざいます。ひきこもり状態の本人や家族の支援につきましては、保健・医療・福祉が一体的に取

り組むことが重要であることは言うまでもありませんが、一方で、本人と家族が孤立した状態で

は、支援に結び付けていくことが困難であるのも引きこもり問題が抱える大きな課題でございま

す。今後におきましては、家族や当事者からの相談、またそのサインを見逃さず、民生児童委員

や福祉、保健センターでの相談事業を通じ、個別の対応を行ってまいりたいと考えているところ

でございます。一方で、引きこもりに関する相談は地元の役場や関連機関ではなく、愛媛県が設

置する引きこもり相談室、愛媛県心と体の健康センターの中にございます。そちらや、保健所の

引きこもり相談窓口を利用し、市町への情報提供を相談者が望まれないとそういう方が多いこと

から、保健所との連携にも限界があるということが課題となっておりますし、現状でございます。 

 ひきこもり対策のアウトリーチ支援でございますけれども、愛媛県では保健所ごとに「引きこ

もり相談室」を先ほども言いました、設置をしております。随時相談を受付けており、市町の保

健師も参加する事例検討会やケース会議により具体的な支援について協議を行い、必要であれば

個別に訪問を行うなどの支援を行っているところです。また引きこもり当事者の会や親の会を定

期的に開催し、支援者向けの研修会も年に１回程度実施しているところでございます。内子町で

はご家族からの相談、特定健診でのうつスクリーニングをきっかけとしたアプローチなど、件数
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はごく限られておりますけれども、家族からのサインを見逃さず、アプローチを行ってきてきた

ところです。今後もあらゆる機会を通じ、本人や家族を支援する体制があること、保健所の常設

相談窓口や、町が実施するこころの相談日の利用などを紹介するなどして、支援の足掛かりやア

ウトリーチ支援につなげていく取り組みを続けてまいりたいと考えております。以上です。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

〔入海孝産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（入海孝君） それでは私の方から４番目でございます、農作物鳥獣被害対策に

つきましてお答えをさせていただいたらと思います。 

町におきましては、平成２９年度「内子町鳥獣被害防止計画」を策定して、捕獲と防除の両面

から取り組んでおります。捕獲によって生息数の減少を図りつつ、防護柵などによって被害の減

少を図っているところでございます。まず、対策のうち、捕獲につきましては、内山猟友会の協

力を得て年間を通した有害鳥獣捕獲活動を行っており、適法に捕獲されたものに対して、鳥獣の

種類に応じた奨励金を出すことによって捕獲者の負担軽減を図っております。また、捕獲の担い

手となります狩猟免許所持者が、高齢化に伴いまして、免許の更新を行わないなど減少傾向にあ

ることから、新規取得者に対して取得などに係る経費の補助も行っているところでございます。 

次に、防除につきましては、国の鳥獣被害防止総合対策事業などを活用しまして、集落で設置

致しますワイヤーメッシュ柵の貸与を行っております。 また、それに加えまして、町の単独事業

として、個人等で設置する防護柵等の資材の費用につきまして、５万円を上限として２分の１を

補助し、それぞれの集落や地域で積極的に防除に取り組んでもらっているところでございます。

今後とも猟友会によります捕獲と地域住民の方によります被害防除対策を連携させながら、町内

全域で一斉に対策を講じてまいりたいというふうに考えております。以上、答弁とさせていただ

きます。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） 私の方からはプログラミング教育について答弁をさせていただき

ます。まず、小学校で必須化されますプログラミング教育の内容でございますが、これはプログ

ラミング言語の使い方を覚えたり、プログラマーを育成しようというわけではございません。ま

た、「プログラミング」という新しい教科が作られるわけでもありません。でありますので、教科

書もありませんし、テストで評価することもありません。算数や理科、総合的な学習の時間など、

すでにある教科の中で小学校の教員が行うことになっております。 

次に目的でございますけれども、将来、ＡＩ、人口知能でございますけれども、の発達によっ

て、今の子ども達がこれから先、予測が難しい時代を生き抜くために、「物事を順序立てて考え、

結論を導き出し、実行すること」といった、論理的に考えていく力、プログラミング的思考を養っ

ていくための教育ということでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 
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○３番（向井一富君） まず、パワハラの件ですけれども、パワハラという定義の中でこういっ

た事例はどうなのかなということで２点ほど質問させていただきたいと思います。役場の方では

先ほどお聞きした通りしっかりと取り組んでおられるということでございまして、安心したとい

う感じが致します。業者の方については業者任せということでございますので、業者の関係でこ

ういう例があればパワハラと判断できるのかどうかということを質問させてもらったらと思いま

す。例えばですが、業務以外でその場面でパワハラを受けた本人の行動を業務の間に上司から強

く叱責され、会社を辞めるように言われ、また退職願いを提出するよう、強要された。この事案

はパワハラに当たりますか。例えばの話ですので一般論で構いませんのでお答えいただきたいと

思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今のご質問ではなかなか判断が難しい部分もあろうかと思いますが、

今回、パワーハラスメントとして定義されたものを具体的に申しますと、まず優越的な関係を背

景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって就業環境を害すること。身体的もし

くは精神的な苦痛を与えること、これがパワハラの定義でございますので、それに当てはまるか

どうかという判断になってこようかと思います。以上です。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 今の質問の事項がかなり具体的に例を挙げたと思うんですけど、判断は

つきにくいということでしょうか、この状況だけでは。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） パワーハラスメントの背景にはいろいろな要素があります。丁寧な聞

き取りとかもですね、役場の中でももしそういうことが起きましたら、双方の面談等も行いなが

ら話を聞いての判断になろうかと思いますので、ただ一方的にどうですかといわれても私の方か

らは答弁いたしかねるところがございますので、ご理解いただいたらと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） また個別にですね、しっかりとそういうところ調べていったらと思いま

すので、お知恵を借りたらと思いますので、よろしくお願い致します。 

 続きまして、引きこもりの関係なんですけど、先ほどから申しておりますとおり、現在大きく

問題視されている８０５０問題ですけど、これは町外の方のお話だったんですけど、自分の知り

合いのお母さんが８０歳くらいで息子さんがやはり５０歳くらいのお子さんがおられまして、引

きこもって２０年くらいになる。私の蓄えもなくなり、自分の年金だけの生活で生活が本当に困

窮しているということでございました。子どもに困っているから仕事をするようにと話すと、怒

り出すし、役所に相談したら、それはお母さんの育て方が悪い、なんでここまで放置していたの

と言われたので、もう相談に行く気もしなくなりましたと嘆かれておりました。内子町ではそう

いう対応はありますか、ありませんか。 
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○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 対応の中でしつけとか育て方が悪いというようなお答えをし

た事例はこの数年間調査を致しましたがございません。以上です。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） ある方はこれと同じような相談でお母さんの問題は、高齢者の部署だと

思うんですけど、この部署、息子さんの問題は就労支援か何かの部署だと思うんですけど、この

部署と、相談窓口のたらいまわしに近いようなことで説明されたと言われました。先ほども一本

化という話も出ておりましたけれども、相談窓口の一本化ということも子どもさんも引きこもっ

ておられるようですので、なかなかそちらの方に相談に行くっていうことが課長からも相談にき

にくいという現状があるということで説明を受けておりますので、相談に行きにくいんだろうと

思うんです。一本化で両方の問題を制度的に分かれている問題を一本化でなんとか解決に結びつ

けるような手立てはないものかと思い、質問をさせていただきました。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 主に精神的な問題も含まれますので主には保健センターが窓

口になろうかと思います。ですが、保健福祉課の窓口にいらっしゃる方もいらっしゃいますので

たらいまわしをすることなく、しっかりと対応した職員がご説明を申し上げ、ご理解いただける

ように努めて参りたいと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 続きまして、マイナンバーカードですけど、自治体ポイントとか、現実

にも使われる自治体もあると思うんですけれども、以前から申しております、健康マイレージと

か、そういう独自のポイントをマイレージで使うというような流れはできないものでしょうか。

マイレージ制度も一緒に立ち上げという形にはなろうかと思うんですが、そういう使い方はでき

ますか、できませんか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今のマイレージとして使うということにつきましては技術的には可能

でございます。その他にも身分証明書でありますとか、自治体でいろいろな利用証に使うとかお

薬手帳にも使っていこうとかいろいろ計画的なものは考えられると思いますけど、まずはこの制

度で一番大事なのは、マイナンバーカードが全町民に普及されて初めて皆さんが恩恵を共有でき

るということでございますので、まず当町の取り組みとしては、できるだけマイナンバーカード

の普及に努めてそれからのことにつきましては、状況を見ながらいろいろな活用方法があるかど

うかということにつきまして、探っていきたいというふうに考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 
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○３番（向井一富君） 実際、普及率が悪いということでございまして、なかなか使った制度が

進まないという原因の中にマイナンバーカードが普及してないということの原因もあるんじゃな

いかと思うんです。ちょっとショックだったのは、内子町役場すべてにおいて優秀な職員さんが

揃っておられてですね、何を聞いても適格に国の制度も取り入れられているという現状がある中

で、１７．３％という低い交付率、なかなか率先して進める側がこういう状態では、なかなか進

まなかったのではないかなと思うんです。進まなかったことに対してのお考えをしっかりとお聞

かせ下さい。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 率先して自治体職員が取得をしていくということにつきましては今後

進めて参りたいと思いますし、これまでの少なかったことにつきましてはですね、我々も反省の

立場にたってこれから推進していきたいというふうに考えております。なによりカードを使える

場面を増やすことでカードの普及も図れるのではないかというふうに考えますので、そういう制

度面につきましてもですね、我々はしっかりと前を見据えて取り組んで参りたいと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） これからはいろんな制度出来上がってくると役場の職員も含めてマイナ

ンバーカードの交付が一気に進むんじゃないかなと思います。保険証なんかが利用できるという

ことになるとかなりの利用がいっぺんに出てくるのではと、８０％強の交付が見込まれるんじゃ

ないかなと思うんですが現場の方は、混乱することはないんでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） ご質問のとおり、そうとう混雑することが予想されます。なので、カー

ド取得につきましては平準化が必要だろうと考えておりまして、まずは我々職員が率先してカー

ドを取得、それから順次、町民の皆さまにもいろいろな場面でカード取得に対してＰＲを行って

いくということで制度が始まる直前になって、駆け込みっていうのは、当然カードの発行業務自

体も間に合わないということになりますし、制度が始まってカードが必要なのにカードが手元に

ないということは本末転倒でございますので、そうならないような取り組みが必要だろうと考え

ております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 最後に、鳥獣害被害対策の関係ですけど、国がやられております対策が

集団での対策が３人以上ということになっておりますけれども、現在、隣の人が廃作されとって、

うちともう一軒しかないんよと、面積がかなり広いんで、個人ではできにくいんですけど、国の

補助金を３人から２人にしてもらうようになんとかならんでしょうかねという方もおいでるんで

すけど、そういうことを国の方へ地方からの声としてあげていただくわけにはいかないでしょう

か。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 国の補助要件につきましては、議員ご報告の通りでございます。

一応、３戸以上というのが国庫補助の要件ということになっております。それ以外では先ほど申

し上げました町単というところで２分の１の資材補助ということで一応、毎年申請は可能だとい

うことになっております。補助事業への改正要望ということでございますが、こちらについては

また対応ございましたらその辺、町の要望として提言をしていきたいというふうに思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） たぶん鵜川だったと思うんですけど、大型柵を利用してスマートフォン

にイノシシの進入状況が瞬時に把握できて、イノシシを確保できると。大きいですから大量に何

頭も確保できるという事業をやっておると思うんですけど、そこの少し内容を話してもらったら

と思うんですけど。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） これについては今の防犯カメラといいますか、カメラを備え付け

てその中で捕獲の状況によって、入り口が自動で落とせるというふうなものでございます。カメ

ラにつきましては、今、町の方でも管理をしておりますので、お貸しをするというふうなことは

可能かなというふうに思います。ただ、現状としまして今のＩＴを使った捕獲というふうなとこ

ろはなかなか全域的には広がっていないという状況でございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 今のところその１カ所だけでしょうか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 今のところ１カ所というふうに聞いております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 猟友会の皆さんには本当に苦労をかけて鳥獣害駆除を図っていただいて

おります。特に責任役員さんの方には写真を撮りに行ったり、農作業の合間を縫っていかないと

いけないご苦労をかけております。その取れたものがですね、なかなか処分ができないんだろう

かなと思います。そういった意味で各地でジビエの利用という施設ができておるようですけど、

内子町ではそういう考えはもたれてないんでしょうか。先ほど、同僚議員からもアイデアをいた

だいたんですけど、ジビエの料理だけじゃなくて肥料にも使われておるところがある。また、動

物園の餌等にも使われておるというふうなことも伺っております。そういうジビエを中心にした

利用促進と申しますか、そういうアイデアはお持ちではないんでしょうか。分かる範囲でお答え

ください。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 
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○産業振興課長（入海孝君） 処理加工施設につきましては、県内の自治体においては現在、西

予市の野村町、それから上島町、それから松山市、大三島というところで現在、整備をしておる

状況でございます。施設の整備にあたっては採算性というところがまず重要になろうかというふ

うに考えております。また、供給と品質の安定というところではやはり捕獲する時期によって肉

質が変わるというふうなことで、単純に料理というふうなところでは量を確保しないとなかなか

消費拡大に向けての活動ができないというところで、小さいところ１カ所だけではなかなか加工

処理施設というところだけではしにくいというふうな現状があろうかというふうに思います。こ

ちらについては猟友会の方ともお話をさせていただいてジビエの利用につきましては、検討させ

ていただきましたが、解体に伴います従事者の確保、それから、そういうふうな捕獲時期の問題

いうふうなところで継続協議事項ということで、今なっている状況でございます。議員言われま

したように、肥料化であったり、そういうふうなことが近年報告されておりますので、こちらの

方も猟友会の方とお話をしながら、絶対量が確保できるのかというふうなところで協議してまい

りたいというふうに思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 補助事業、国も役所も一生懸命やっていただいております。見えてこな

いのが農協さんが事業に金銭的な支援をどのようにかかわっておるのかと分かっておれば教えて

いただいたらと思うんですけど。分からなかったらけっこうですけど。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） これについてはＪＡの方と町の事業の紹介というところで資材の

補助をおこなっているところの周知はしていただいておりますが、補助につきましては、上乗せ

補助というものが出ているかどうかいうところまでは申し訳ございません。把握できておりませ

ん。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 農協の補助なんですけど先ほど言いました大型の柵で１００万くらいす

る大きな枠を５０万農協が補助するというふうな形をとっておられるところもありますので、や

はり一番の関係性が大きい農協に補助のお願いもですね、セットでできたらですね、町の方から

もとっていただきたいと思うんですけど、いろんな意味で農家を守っていただく施策はしっかり

ととっていただいておりますけれども、さらに一歩踏み込んだ施策をお願いして質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（森永和夫君） 次に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） １１番、下野です。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） 先月の８月２３日の新聞報道によりますと、企業の健康保険組合で構
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成する健康保険組合連合会は、２２日に医療機関で処方される市販薬と同じ成分の花粉症治療薬

について医療保険の適応から除外し、全額自己負担にすべきだという提言をとりまとめた。財政

悪化への対応策と位置づけ、最大で年６００億円程度の医療費削減効果があると試算。２０２０

年度診療報酬改定に向け、今年の秋から本格化する中央社会保険医療協議会に提起するというこ

とでありました。私はこの記事を読んでこれからは、内子のじゃばらだと感じました。じゃばら

加工品には花粉症にも大変よいというふうに聞いているので、チャンスではないかというふうに

捉えて内子産じゃばらの生産、商品開発、加工販売について質問をしたいと思います。「地方を活

性化したい」「特別有名な観光資源も無いが、観光誘客に繋げたい」「商品開発や、それに伴う加

工所ができることにより、若者の雇用にも繋がり人工流出に歯止めがかけられれば一石二鳥だ」

等々、１次産業が衰退する中、特別な地場産業が無い地方の自治体にとって｢特産品の開発の成

功｣は地方自治体が生き残るための鍵の一つではないでしょうか。ただ、どこの自治体も誰もが成

功するとは限らないのが特産品であります。その要因は、商品開発力がなく、生産者側の都合だ

けで開発に取り組むからだとも言われています。地域の資源を見直し、魅力化をはかることで成

功している事例は町長もご存じの通り多数あります。徳島県上勝町の葉っぱビジネスに、高知県

馬路村の柚子関連の商品、これまで見過ごされていたものにも着目し、風土色豊かな特産品をい

かに活用していくかが地域活性のカギとなります。「太陽のタマゴ」で知られる宮崎県のマンゴー

は、１９８４年にＪＡ職員が沖縄でマンゴーを知り、持ち帰ったのが始まりといわれています。

東国原知事が就任するまでの２００７年以前までは宮崎マンゴーはどちらかと言えばマイナーな

存在でしたが、今ではすっかり高級フルーツとして定着しているようです。最上級のものなら 1

個 1万円は下らない高級果物ですが、ギフトを中心に大ヒットし、今や人気も知名度も全国区と

なっているようです。しかし、沖縄から苗木を持ち帰ったものの、当初は知名度の低いマンゴー

を育てる農家は少なく、育成も一筋縄にはいかず、失敗を繰り返した過去があったとは、普及推

進に携わられているＪＡの経済連のマーケティング課長さんの話であります。その後少しずつ栽

培農家が増え、研究を積み重ねた結果、１９９８年に「太陽のタマゴ」が誕生したのだそうです。

「太陽のタマゴ」は、厳しい基準をクリアしたものだけに与えられるブランド名で、糖度や大き

さなど選び抜かれたアスリートマンゴーと言われています。こうして生まれた新ブランド「太陽

のタマゴ」は、まず県民に向けて発信され、県内各地の小売店での試食会や即売会を通じて、生

産者や関係者が県民と直接触れ合いながら、新ブランドを広める動きを徹底したということであ

ります。「最初から県外へ売り込んだのではなく、まずは県民の方々に知ってもらって好きになっ

てもらうことが先決だ。今でこそ、東京や大阪など県外の販売ウエイトは大きくなっているが、

当初は県内での販売がほとんどで、県内の方が県外へのギフトに利用するということで、一つの

大きな販路を確立できた。まず地元から広がっていったというのが「太陽のタマゴ」の最大の強

みだ」と担当されたＪＡの課長さんの話であります。また、上島町の岩城島では「青いレモンの

島」というフレーズで村おこしを行っています。レモンは黄色というイメージを一新することで

ブランド化を進め、皮まで食べられる安全な国産レモンとして注目を浴びたようです。 青いレモ

ンの収穫は１０月から１２月までの約３カ月間。日本国内であれば収穫の翌日には届けることが

できるという鮮度へのこだわりも、「青いレモン」の売りになっているようです。岩城島のレモン

の特徴であるまろやかな酸味を生かしたドリンクや各種スイーツ、ジャムなど、さまざまなアイ
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デアで商品化が進められており、レモンを飼料として育てたレモンポークの丼ぶりや、岩城島の

給食で大人気の揚げささみのレモン煮など、青いレモンを使ったレシピを公開して展開を広げて

おられます。また、他県出身者も多数働いており、Ｉターンの受け入れ体制にも各所から注目が

集まっているということです。さて、９月定例議会一般質問ですが、内子町の商品開発や加工販

売について次の質問をします。 

まず、平成１７年頃から基礎作物だった葉タバコに代わり、新たな農産物の栽培ということで

じゃばら生産に力を入れてきた内子町でありますが、じゃばらの木も年々大きくなります。樹齢

の経過とともに自ずと収穫量も増えて、よって生産過剰となり販売とのバランスがとれず、加工・

販売に苦慮していると聞くのですが、現在の栽培農家数や収穫量、受け入れ態勢はどのように推

移しているか質問を致します。 

２番目に町とからりが連携するということで、町内での栽培が始まったと思うのですが、現在、

加工品の開発や販売は、からり任せになってはいないか。行政としてどのように取り組まれてい

るか、支援の計画はどのようにされるのかお尋ね致します。 

３番目に、抗アレルギー作用が期待される成分が多く、花粉症に効くと言われるじゃばらであ

りますが、先ほど述べた宮崎県のマンゴー「太陽のタマゴ」は、県民にとって我が子のような存

在になっていると言われています。県民が自ら贈答用に利用されたことにより販売経路が広がっ

た様に、じゃばら関連商品もまず町民が健康面でプラスになることを知っていただき、特産品と

して町外だけでなく町内のみなさんにも理解と協力を求めて、じゃばらの加工品や商品を率先し

て利用促進していただくことも町づくりのひとつの方法ではないかと思うのが、町長はどう考え

ておられるのか質問を致します。 

続いての質問ですけれども、これもからりの関係のじゃばらの加工する場所でございますので、

似たような質問ですが、内子町農林水産物処理加工施設についてでございます。この施設が設立

された当時は、カット野菜の加工ということで、我々議会の方にも報告を受けて立ち上げたと思

います。内子町農林水産処理加工施設、研修に行きますと多くのすばらしい機材が据え付けてあ

りました。現在はこの機材、どのように利用されておられるのか質問を致します。 

○議長（森永和夫君） 只今の下野安彦議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

〔入海孝産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（入海孝君） それでは、私の方からまず一番目のご質問でございます。じゃば

らの栽培農家数、それから収穫量、受け入れ態勢につきましてお答えをさせていただきたいと思

います。しゃばらの栽培につきましては、平成１８年頃から平成２３年にかけ、果樹栽培の経験

がございます２７戸の農家が５．６ｈａほどの園地でじゃばらの栽培に取り組んでおりましたが、

現在の農家数は、３０年度末で１９戸でございます。 

次に、収穫量でございますが、収穫初年の２３年度には約３．８ｔ程度でございましたが、平

成２９年産は豊作の影響もありまして、約３４．８ｔと前年度と比べましても２倍の収穫量となっ

てございます。 

次に、受け入れの状況でございますが、２９年度までは規格に合うものにつきましては、全量
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買い取りをさせていただいておりましたが、２９年度豊作の反動で、過剰な在庫を抱えることが

予想されることから、生産者の方に協力いただいて、３０年度は１４．５ｔの買取ということで

調整をさせていただいておるところでございます。 

次に２番目でございます。じゃばらの生産、商品開発や加工品の販売というところの町として

の取り組みにつきまして報告をさせていただいたらと思います。商品開発では、収穫が始まりま

した２３年度から各種補助事業を活用致しまして、じゃばら商品を開発したほか、搾汁機、それ

から果皮の乾燥機を導入し、廃棄されておりました果皮のパウダー化やドライフルーツ化など、

搾汁だけではなく、加工品としても商品開発を行っておるところでございます。その後、会社で

商品の改良や開発が進められ、現在ではドレッシングや麺つゆなど３０種類を超える商品を取り

扱っている状況でございます。産地特化の取り組みでは、平成２８年４月、「じゃから」の名前で、

内子産じゃばらの商標登録を行い、ブランド化を進めておるところでございます。販売につきま

しては、首都圏、関西圏、海外におきまして、からりと連携して販売促進を進めており、首都圏

及び関西圏におきましては、飲食店を中心に、主にじゃばら果汁の営業を進めており、現在、数

店舗ではございますが、愛媛ゆかりのある飲食店等での取り扱いを頂いております。また、３年

前からは、大阪に本社のある大手飲食チェーン店経営の企業から、ハイボール・サワー・スカッ

シュなどの割り材の原料としてじゃばら果汁を使用いただいておるところでございます。直近で

は先月８月に、これも東京に本社のある大手飲食チェーン店経営の企業からも同様な取り扱いを

頂いておるところでございます。海外におきましては、昨年から台湾の高級スーパーにおきまし

て、愛媛物産展が開催され、じゃからサイダー、ピールなど５品目の輸出販売が始まっていると

ころでございます。新たな販路として期待しており、引き続きからりと連携し販売促進に努めて

まいりたいというふうに思います。 

次に、２番目でございます。農林水産物加工処理施設の利用状況につきましてご報告させてい

ただきたいと思います。内子町産の農作物は安全で安心な作物として、生鮮野菜・果樹として供

給されており、市場価格の変動を受けやすく、また、供給期間の短い状況にございます。一方で、

消費者からは、手づくりによる本物の加工食品を求める声や一次処理した加工品のニーズがあり、

地産地消の推進拠点と農産物の付加価値化のために、加工食品の研究・総合的な加工施設が望ま

れておりました。そのため、平成１９年、農林産物加工処理施設を建設し、あわせて、スライサー

や回転釜など加工用機材を整備してございます。施設整備後になりますが、同年１１月から、直

売所施設とともに、加工施設も指定管理施設として「株式会社内子フレッシュパークからり」に

管理を委任しているところでございます。加工場は、おっしゃられましたように、当初、惣菜な

どの加工品の製造やシャーベットの一次加工などを行っておりましたが、会社独自の商品開発の

ために、年次、補助事業などを活用しながら、必要な機材を整備し、現在は、トマト、もち麦、

じゃばら、よもぎなどを加工生産しております。会社独自の商品開発、また販売重点商品の転換

などによりまして、当初整備いたしました機器類の一部に使用されていないものもございますが、

活用できるものは引き続き活用しながら、営業方針に沿った機材の整備を進めていきたいという

ふうに考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 下野議員に私の方からお答えをします。じゃばら商品の町民利用の促進

を図るよう更なる取り組みをすべきではないかというご質問につきまして、私の方からお答えを

したいと思います。大切なご指摘だと私は受け止めております。商品につきましては、会社と一

緒に果汁と皮を利用した商品の販路拡大に向けて取り組んでいるところでございますが、町内で

は、特にじゃばら飲料を町内２７店舗でご利用頂いているほか、他の商品についてもアピールし

ているところでございます。しかし一方で、議員のご質問にもありましたように、特に健康面で

プラスになることへの商品開発が一番大きなインパクトがあるだろうというふうに私たちも考え

ておりまして、ただ、これは薬事法との関わりがございまして、「じゃばらに含まれるナリルチン

成分が花粉症などへの効果があるという研究成果が報じられている」という間接表現でしかでき

ないというのが現状でございます。一番効果的なのは、大学等での臨床研究の他、研究の成果あ

るいは、学会等での発表、そういった裏付けがあれば、より強いインパクトで打ち出せるのでは

ないかと考えております。そうしたことから、現在東京にある企業と大学と内子町で連携して取

り組もうということで、研究協議をしているというところであります。行政として中長期的な対

応も視野に入れて対応していかなければならないというふうに考えているところですが、一方で

ご指摘ように町内でも広がるように各企業等と連携しながら可能なところから手をうっていくこ

とも積極的にやっていきたいというふうに思っております。答弁とさせていただきたいと思いま

す。以上でございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 町長の方から直接、住民に理解いただくようなことも大事だというこ

とは認めていただきました。町長言われた中で病院とか根拠のあることは表現できないというこ

とだったんですけど、明日から始まる中で、株式会社フレッシュパークからり等の経営状況を説

明する書類の中には、先ほどの花粉だけでなく、成分が認知症の予防にも効果があると研究結果

が報告されている表現もされているんですけど、どこまでの研究調査というのは、たぶんなかな

か言えないかもしれないですけれども、もし言える程度があるのならば、どの程度まで、例えば

じゃばらの花粉症に対することとか、認知症に関することもですけど、もし言えることがあるよ

うでしたら、答弁をお願いしたいと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） まだ具体的なところまではこの場ではお答えできないんですけど、認知

症については、ある大学ではラットの段階では結果が出ていると。あとは臨床にどうもっていく

かと。その臨床は、厚労省の認可が出ないと臨床にもっていけない、今そこのところまできて、

そこをどういうふうに突破するかと、企業と大学と内子町で今、そこの協議を進めているという

ところでございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） こういうことはなかなか言えないところがあると思うんですけど、先
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ほど私、冒頭で言いましたように、医療費の問題で今後花粉症に対する保険が適用外とかいうふ

うになると、こんな言い方はしたらいけんのですけど、今の間にじゃばらでそういう商品を住民

の方に利用されて、花粉症の人じゃないといけないと思うんですけど、花粉症と医師から診断さ

れて大変苦労しているんですよという方は、どんどんと今からそういう対応をされるような運動

を行政としてやられるべきではないかと思うんですけれども、ぜひとも調査研究を進めていただ

いて、取り組んでいただいたらと思います。じゃばらの生産販売や販路については、担当課長か

ら説明を受けました。私２０１４年の広報をコピーしてきておるんですけど、その時もなぜじゃ

ばらというのが内子の特産品にしようという形になったかというのは、当時の農村支援センター

長が葉タバコに変わるのは、じゃばらだということで進めたんだと、じゃばら特集が載っており

ます。その後、しばらくすると別の農村支援センター長が登場してきまして、２３年度の生産量

は１．５トンで２４年度は約３トン。今の樹齢が大きくなる時ですね、８年後には約６０トンに

なる見込み。８年後ということは今年、３１年、今年が６０トンになるだろうというふうに当時

も農村支援センター長は、樹齢が大きくなったらそれだけの生産量が増えるのはちゃんとされて

いたのに、現在話を聞きますと豊作だったため、次の年はちょっと１４．５トンしか受け入れな

かったということなんですけど、生産された方はそれだけできて、半分も満たないものしか加工

にしなかったということはその残りはどうされたんでしょうか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） まず、からりの在庫でございますが、先ほど言いましたように豊

作ということがございましたが、それ以前でございます、平成２７年度から搾汁については若干

在庫が余るというふうな状況でございました。そのために、平成２９年、３４トンいうふうなこ

とで豊作になったというところで、２７年度からの累計を在庫として抱えるということは、なか

なか会社として営業が出来ないということで、調整をかけさせていただいたというところでござ

います。からりの方が買い取りをしない部分につきましては、申し訳ありませんが、農家さんの

方で処分をいただいたというふうに思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） それだけからりも加工、いろいろ調査研究されて、努力はされている

けどこれ以上は無理だということだったんだろうと思うんですが、私が言いたいのは、当時この

ように農村支援センターに携わっているセンター長が何年後にはこれだけのトン数できるよとい

うふうな見込みをちゃんと読まれているということですね。ですから、その頃に向けて多数の補

助制度を受けながら、新しい商品を開発し販売開発に力を注ぎますというふうに、せっかくここ

まで先を見通されていたということなんですよね。でもそれが現在このように生産は頑張って内

子の特産品にしようということで決めたのに、結局作っても半分に満たないものしか加工されな

かったり、それがどこかで売れればいいですけど、生産された方に目をつぶってどうにかされて

いるんでしょうというのは、やはり内子町として行政が特産品にしようと決めたのに、それじゃ

あ葉タバコに変わって生産された農家というのは販路が見えない。ですから販路も自分で開拓し

なさいと言うたってなかなか難しいと思うんですよ。こういった特産品については、当時は農村
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支援センター長がこれだということだったんですけど、町長にお尋ねしたいのは、例えばどこの

自治体もそうだと思うんですけど、町長に立候補されて選挙をして、私はこういう特産品にして

立候補しますというんじゃったらですけど、政策会議があって課長なり支援センター長が葉タバ

コに変わるものはこれだというのはどういうふうに決めておられるのですか。じゃばらになった

経緯というのもついでに聞かせていただきたいんですけど。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 当時、葉タバコがああいう状況でございましたから、それに代わるもの

ということでじゃばらであったら和歌山県の北山村ですかね、でおもしろい取り組みをされてい

ると。それは多様な加工ができるということ。それから１回植えておけば、それは永年木ですか

ら量が増えてくるだろうというふうなこと等があって、これはいいんじゃないかというふうに判

断したと思うんですね。一番は多様な加工ができるということは果汁も使える、皮も使えるとい

うことなんですけど、今、ドリンク剤は果汁が原料ですね。ピールは皮のところなんです。これ

は大きくなった成熟した部分です。ところが健康で使うというのは、ナリルチンという成分は実

は青果の所が一番成分が多いんです。だいたい約２０％くらいあるんです。大きくなった奴は５％

くらいしかないんです。ですから、健康面でサプリメントとして使うということであれば、青い

段階でとると。これが大量に出してたら全部青い段階で全部取ってしまわないといけない。そう

すると今までドリンクで提供していた居酒屋さんで出していたものは、これはちょっと待って下

さいねと言わざるを得ない状態が起こるかもしれないということですから、商品と生産量と加工

の割合をどういうふうにバランスをとっていくか。バランスがとれなくて、もし健康な方に全部

特化していくということだったら、それの裏付けをしっかりとって青い段階から全部取っていく

ようにするのか。今、その模索をやっていく段階にさしかかっているんではないかなと思ってお

ります。細かい話で申し訳ないんですけど、そういう状況です。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） そこらは十二分に調査していただいて言われるように、数年前から６

０トンは見込んでいるのだからその中で、この部分は果汁にするとか、この分は青い時に摘果し

てそういう成分にする。それらも各農家の生産していただく方にお宅の２０％は先取りしますよ

とか、あと４０％は加工品に回しますとかいう、それらの販路のことを考えた中での難しいんで

しょうけれども、これは十分に考えていかないと特産品というのはつながってくるんではないか

と思っております。あと、先ほどの答弁の中で、課長が言われた常にずっと産業課の方でもずっ

と取り組んで大阪や東京に新しく商品として使ってもらったり、スカッシュの材料にしていただ

いていると思うんですけど、からりの営業部と行政側とがすぐに分からんかもしれんですけど、

金額的にどの程度のウエイトで販路の金額でいうたら営業がされているというのが把握できてい

ますか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） ご質問の件でございますが、おのおの独自の営業成果というふう
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な数字までは申し訳ございません。把握できておりません。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） あくまでもスタートした時点が行政と第３セクのからりとが一緒になっ

てやりましょうというのが始まりなんで、からりが指定管理したからそこだけで、やらすのでは

なく、常に特産品として、やっていくように決めたんですから、先ほど言いましたように、住民

も理解をして利用促進に向けて協力もせんといけんと思いますし、先ほどの飲料組合なんかでも

私思いますけど、熊本、鹿児島なら酒といえば芋焼酎。沖縄だったら酒といったら泡盛が出てく

るというふうに、例えば内子の飲料組合でそういったものを言うと、内子はこれが当然ですよと

じゃからのサイダー割がでてくるとかいう、それくらい住民がそういう気持ちを持ってくれたら

と思います。例えば、「かんきつのジュースで、ジュース下さい」といったら、「オレンジジュー

スですか、何にしますか」というけど、「内子でジュースというたら、じゃからのサイダーです。

内子でジュースといったらこれだけなんですよ」とかそういうふうな風潮になるくらいの気持ち

をもっていかなければ、なかなか先ほどの宮崎のマンゴーではないですけど、贈答用に送ってい

たら自然に住民が宣伝していった結果がこういうふうになったということではございますので、

そういう取りくみが大事なのかなと思っております。また、町長の答弁の中で北山村ですかね、

そこらの取り組みを読んでみますと、住民に対する健康調査等も取り組んでおられるんですけど、

そういったこともここにも広報に書いてあるんですけど、一人一人の声が町の特産品を育てると

いうことでそういったモニター販売を開始しますということになっておるんですよ。じゃばら酒

と同じく３０％のじゃばらドリンクのモニター販売を行っています。期間は花粉症のピークが過

ぎる４月末までです。他の加工品も近日中にモニター販売を開始する予定です。その後、アンケー

トを元にさらに改良を加え、一日も早い正式販売を目指しますということでなっているんですけ

ど、やはりこういった結果というのは過去のことなんですけど、課長の方では把握されています

か。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 申し訳ございません。把握はできておりません。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） じゃからについては、そういうことも含めて町長を先頭としてまた推

進して花粉症対策につながるようにやっていただいたらと思います。 

あと農産加工場についてなんですが、課長の説明でほとんどわかったんですけど、この施設自

体がこういうものに対しての補助金があるから、とりあえず建てようという形がどうも先走って

やってしまっているところが多いと思うんですけど、今後の取り組みについて農産加工部として

は、じゃばら商品の販売の強化を図るとか、衛生管理や品質管理を徹底し、無事故で営業する。

これはどこでも事故があったらいけませんので。あと３番に在庫の管理や在庫調整をして適時適

正な在庫を目指すとなっているんですけど、加工場についての先ほどの機材とか加工場自体の利

用についての前向きな取り組みというのがちょっと見えてないようなんですけど、特別今のとこ
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ろないということなんですか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） これにつきましては、からりの方の営業商品というふうなところ

で、特に重点をおくものというふうなところで、今のじゃばらであったり、トマト、それからも

ち麦、よもぎというふうなところに販売に力を入れるというところで、そこに重きをおいて加工

施設ということで利用をしておるというところでございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） じゃばら関係の商品はかなり使っていただいていると思うんですけど

全然動いてない機械の割合は分かるものですか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） これにつきましては、会社の方にも確認は致しましたが、割合的

には分からないということでございましたのでご理解賜ったらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） これからも一生懸命研究調査していただいて、住民にも呼び掛けてい

ただいて加工施設もどんどん使って、「内子にはじゃばらよ」というふうに言われるようなまちづ

くりを目指して課長やセンター長が変わるたびに内容が変わってはいけませんので、ぜひともそ

こらを推進していただき、質問を終わります。 

○議長（森永和夫君） ここで暫時休憩をします。１４時３０分から再開します。 

 

午後 ２時１６分 休憩 

 

午後 ２時３０分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

午前中の大西議員の一般質問に対し、間違った答弁を行っており、訂正したい旨の申出があり

ました。これを許可し、理事者の再答弁を許します。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 失礼します。午前中の大西議員のご質問に対しまして、トビムシ

の経営参画の説明と成果ということで、トビムシ役員を社外取締役と報告いたしましたが、取締

役の誤りでございましたので、ここに訂正させていただいたらと思います。よろしくお願いいた

します。 

○議長（森永和夫君） ただ今の答弁に対し、大西議員の再質問を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（森永和夫君） 次に、関根律之議員の発言を許します。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） ２番、関根律之です。それでは通告に従いまして、一般質問をさせてい

ただきます。２つありまして、１つ目は、幼児教育無償化に対応する保育園の課題です。（１）１

０月からの幼児教育無償化により、保護者にとって３歳児以降の保育園がより一層利用しやすく

なります。一方で来春からの保育園希望者が増える可能性や、町外でも保育士のニーズが高まり

町内から若い保育士の流出も考えられ、保育士不足が加速することが考えられます。保育士不足

は、保育士が一人当たりでみる子どもの数が多くならざるを得ない状況を招き、保育士の負担が

増えるだけでなく、保育の質の低下も懸念されるところであります。保育士確保のために、町独

自で検討されていることはあるでしょうか。近隣市町と比べて、内子町の保育士の処遇の水準に

ついてどのように認識されておりますでしょうか。 

（２）保育園では一人一人に新たに副食材料費の請求書を出す業務が発生し、免除対象者には

請求しないなど複雑な対応が求められます。説明、請求、徴収管理などの負担が、新たに保育所

や保育士にかかってくることになり、長時間・過密労働に拍車をかけることが懸念されます。事

務負担軽減のため、行政による新たな支援や人員配置は検討できないでしょうか。 

 ２番目に高校生年齢の子育て支援についてです。全国すべての自治体が実施している子どもの

医療費助成制度の拡充が年々進んでおり、厚生労働省の２０１８年度調査で、高校卒業まで助成

している市区町村は、通院・入院ともに全体の３割を超えました。医療費助成を中学卒業までと

している自治体数は２００９年では３４５でしたが、２０１９年には１００７に。同じく高校卒

業までとしている自治体は２００９年ではわずかに２つでしたが、２０１９年には５４１自治体

にまで広がっております。県内では鬼北町が高校生までの入院・通院での医療費窓口負担を無料

にしています。内子町では中学卒業までの医療費の窓口負担金を無料にしています。子どもが高

校生年齢に達すると通学費をはじめ部活動の費用、大学・専門学校等への入学準備金の積み立て

等、これまでより一層お金がかかります。にもかかわらず、医療費の支援が打ち切られることで

保護者の負担感が大きいという声を多数聞きます。今年度は子ども・子育て支援事業計画の次期

計画の策定年度となっていますが、高校生年齢の子育て支援についても検討する時期にきている

と考えます。 

（１）高校卒業までの医療費窓口負担を完全無料化にした場合、また入院のみを対象とした場

合、所得制限を設けた場合など様々な助成段階が考えられますが、実施した場合の予算規模の試

算を検討できないでしょうか。 

（２）内子町独自での大学等への奨学金制度の利用者の実態について、昨年度募集人数に対し

て何人の応募があったか。採用決定者の男女別内訳は。 

（３）採用要件として奨学金内子町奨学金貸与条例では、優秀な学生または生徒であって経済

的理由により就学困難な者に対し、貸与するとあります。採用条件として優先されるのは、保護

者の経済状況と成績優秀のどちらでしょうか。採用決定にあたり、基準の透明性はどのように担

保されていますでしょうか。 
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（４）として、高校や大学卒業後、本町に居住し続けて就業した場合の奨学金返済の一部を免

除する制度を検討できないでしょうか。以上で、一括質問を終わります。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私の方からは幼児教育無償化に対応する保育園の課題につい

てお答えしたいと思います。現在、３歳から５歳児の子どもの保育園、幼稚園の利用者の割合は、

全体で９６．２７％と、ほとんどの子どもさんが保育園又は幼稚園を利用されていらっしゃいま

す。そのことから、無償化による入園児数の増加は限定的ではないかと考えているところでござ

います。保育士確保対策でございます。現在まで行っております対策も紹介させていただいたら

と思います。まずは保育士の転職、流出を防ぐため、処遇改善が急務であると考えているところ

でありまして、これまで実施をしてきた対策と致しましては、保育園の民営化が挙げられます。

平成２０年度の内子町の保育園に勤務する保育士の正職員の比率は、全体で３７％でした。町で

は雇用の安定化を一気に加速させるため、平成２１年度より内子保育園とくるみ保育園を内子町

社会福祉協議会へ移管をしました。その後、平成２５年に五城保育園、平成２８年度に大瀬保育

園を内子町社会福祉協議会へ移管し、社会福祉協議会での正規職員化により、現在、社協の正職

員比率は７３．３％となりました。公立の保育園の正職雇用も順次進めており全体で７５％まで

増加をしたところでございます。これにより保育士の安定雇用、処遇改善が図られたというふう

に考えております。現在、おこなっております、保育士確保対策と致しましては、愛媛県保育協

議会が主催する教育・保育施設の就職・転職説明会へ園長や児童福祉係が出向き、就職希望者へ

直接、内子町の保育士求人情報を説明できる機会を設けております。また今年新たな取り組みと

しましては、内子町独自で職員募集説明会を２日間、松山市で開催したところでございます。こ

れらにあわせて、保育の日々の事業の中で保育日誌など整備が義務付けられている各種記録の様

式の簡素化等などにより、保育士の日々の業務負担軽減にも順次取り組んでいるところでござい

ます。保育士の処遇水準についてでございますが、近隣市町との比較はおこなっているのかとい

うご質問ですが、内子町では近隣市町との比較はおこなっておりません。内閣府が公表している

保育士幼稚園教諭の勤続７年目の平均賃金と比較した場合の職員の年間給与額は、ほぼ同額程度

となっておるところでございます。続いて、幼児教育無償化に対応する保育園の課題の中で、保

育の無償化により新たに発生する副食費の実費徴収についてございますが、ご指摘のとおり、現

場である保育園の負担が若干増加すると思われます。内子町社会福祉協議会が運営する保育所に

つきましては、事務職員雇上加算を受け、社会福祉協議会事務局に１名の保育事務専従の職員が

配置されておるところでございます。保育園の経費でありますとか、負担金の請求事務などにあ

たっております。副食費の徴収事務についても費用の受け取りにつきましては、各園で行うこと

となる見込みでございますけれども、それ以外の事務につきましては、専従職員が担当すること

から、一定程度負担を軽減できると思われておるところでございます。町立のこばと保育園につ

いては、児童福祉係が支援を行うことで、負担が過重とならないようにしてまいりたいと考えて

おります。 
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続いて、高校生年齢の子育て支援でございます。高校卒業までの医療費の試算でございますけ

れども、国保の医療費の支出状況をベースとして算出することは可能じゃないかと思っておりま

す。私の方からは以上です。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） それでは、私の方からは高校生年齢の子育て支援の（２）大学等

への奨学金制度の利用者の実態についてからでございますけれども、平成３１年度大学奨学生の

募集状況につきましては、内子町奨学資金制度では、募集人数８名に対して応募者数２名、採用

２名でございます。性別につきましては、男性２名ということでございます。高畑奨学資金につ

きましては、募集人数２人に対して応募者無しという状況でございました。 

次に、採用条件でございますけれども、奨学金選考委員会規定及び内規によりまして、内子町

奨学生選考委員会におきまして、学業成績並びに経済的所得を総合的に判断して決定をされてお

ります。 

次に、奨学金返済の一部免除制度についてでございますけれども、既に平成２５年度から制度

化をしております。大学奨学生が、返還期間中の５年間、引き続き内子町に居住し、町民税の滞

納がない場合には、返還額のうち１０万円を免除し、最大１０年間で２０万円の免除を受けるこ

とができる制度を創設致しております。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） それでは、幼児教育無償化について、保育園の課題ということで丁寧に

答弁いただきました。保育士の処遇についても正社員化をはかるということで、一定程度処遇の

改善が図られたということがよく分かりました。そして、保育園への利用者の希望が増えるとい

うことについても９６％以上利用しているので限定的だということなんですけど、ちょっと少し

気になる点がいくつかあるんですけど、五十崎幼稚園と、こばと保育園が認定保育園化になると

いうことで、０歳児から２歳児まで受入枠を増やすという目的だとお聞きしておりますけれども、

新たに保育士の募集とかがあるのではないかと思うんですけど、その求人の予定とか人数とかそ

の影響が今の保育士さん、社協さんの保育士さんがそちらに応募する可能性がないのかどうか、

お聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 保育士の募集につきましては、町の広報でお示しした通りで

ございまして、来年度に向けて募集をしたところでございます。社会福祉協議会立の保育園から

町立の保育園に向けて保育士の流入があるのではないかということですけどそれは、可能性はあ

ると思います。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 募集人数までは把握してなかったですけど、社協からの募集、社協です
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でに働いている方が認定保育園の方に募集される可能性はあるということですけど、その人数な

どからいって保育士不足全体への影響は限定的というお考えでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 来年度に向けての採用のことでございますので、この場でご

説明がしにくい部分がございますので、控えさせていただきたいと思いますが、保育士の確保は

いずれにしましても町にとりまして最重要課題であります。現在も十分確保できているかと言わ

れますと十分できていないのが現状でございます。これからもしっかり確保対策は進めて参りた

いと考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） ちょっと蓋をあけてみないと分からないようなところもあると思うので、

そのあたりは、丁寧に保育士不足というのは課題だということは十分に認識されているという答

弁をお聞きしまして安心したところですけれども、これからもですね、１０月以降、保育所での

質の低下ということがないようにですね、十分にみていただくよう、お願い致しまして、次に移

りたいと思います。 

 副食費材料の請求に関して、保育所での事務負担が増えると認識はされているということで今

でも社協さんで専属の事務職員がいらっしゃるということである程度その部分で対応はできるん

ではないかということで、対応されているということでその辺は様子を見ながら、またどうして

も保育園の負担がかなり大きいということでしたら、随時その辺りまた方策を検討していただけ

そうだということを理解しました。 

 それからですね、奨学金に関してですけれども、私が２年前にも同じような一般質問を２０１

７年の９月議会でたしかしているんですけど、その時は募集も十数名で応募者ももうちょっと多

かったのではないかと思うんですが、定員が８名で、２名しか応募がなかったということで、２

名だけ採用という答弁だったと思うんですけど、ちょっと意外だった気がするんですけど、今の

若い人達は、奨学金を利用されている割合が高いということを社会的には報道もされております

し、一般的に利用されている国では有利子での奨学金が多いというふうにも聞いていました。一

方で給付型奨学金も住民税非課税者に対して始まっているというところですけど、そのあたりも

含めて応募人数が少ないということについて何か考えられている要因などがありましたら教えて

いただけますか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 只今のご質問ですけど、今の高校生、奨学金ですけど、ほぼ日本

学生支援機構の奨学金を借りられている生徒さんが多いわけですけど、この支援機構の制度につ

きましては、受付開始、また決定時期が町の奨学金制度より早いというところが一点あるのかな

と。そして、また学生支援機構の制度につきましては、借りる奨学金の額を選択できたり、また、

返済が仮に困った場合等の保証人を人的保障であったり、期間保障にするかというそういう選択

もできるような制度仕組みになっております。それともう一つ考えられますのが、保育士であっ
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たり、歯科衛生士等の確保のために、それぞれ組織が奨学金制度等を創設をして卒業した際には、

当該職種に赴けば何年か後には、奨学金を免除しますよとそういったふうな奨学金制度の多様化

も原因としてあげられるんではないかなというふうに推測をしております。以上です。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） ２名という採用でしたけれども、私の聞き方がよくなかったかもしれな

いですが、２名というのは中学から高校に上がるにあたっての採用奨学生ではないかと受け取っ

たんですけど、高校から大学生になる方の奨学金制度の利用者っていうのは、今お答えいただけ

ますでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 高校から大学に上がる応募者数ということでございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 了解しました。人数が少なかったので採用基準とかどうなのかっていう

ところの再質問を考えていたんですけど、ちょっと再質問しにくくはなったんですけど、一応、

聞いておきます。その辺の透明性ということがですね、やはり町から採用したということで大事

ではないかというふうに考えるんですけど、適正に委員会を開いてされているということなんで

すけど、監査委員さんにお聞きしてみたいんですけど、監査の対象として採用というものをみて

いただいたとか、見ていただく可能性はあるんでしょうか。 

○代表監査員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 赤穂代表監査委員。 

○代表監査員（赤穂英一君） 監査基準を設けておりますので、決算審査、定例監査、例月の出

納検査とさまざまな監査、検査がございますので、こういった問題となっておる事項とかそうい

うのは、監査としての項目として取り上げてみることはできるかと考えております。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） ちょっと分かりにくかったんですけど、今は監査基準の対象にはなって

いないけれども、そういう監査基準の対象ということで決まればそういうことも監査の対象とな

り得るということで理解でよろしいでしょうか。 

○代表監査員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 赤穂代表監査委員。 

○代表監査員（赤穂英一君） 監査の際には行政監査も織り込んでおこなっておりますので、そ

ういった意味合いで、いろんなさまざまな行政されておりますから行政監査の一環としては、項

目としてみることはできるかと思います。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 官僚の方でその地位を利用して不正入学等のことも報道されたりしてい
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ますので、監査で採用を決定したところも基準に入れてみるということもぜひ検討していただけ

たらと思います。 

 それと奨学金返済の一部を免除する制度ということですけど、すでにおこなっているという答

弁だったんですが、私がお聞きした意味はですね、内子町の奨学金を受け取った人の返済を免除

をするということではなくて、一般に日本学生支援機構ですとかそういった方が町内に居住して

就業した場合、そういう制度を設けている自治体が、実は２年前私が一般質問した時には宇和島

市でやっているということだったんですけど、インターネットで調べてみますと、新居浜市や愛

南町、伊方町、宇和島市とこの４町が毎年２０万円まで上限ですね、それを最大５年間１００万

円ですとか、６０万円総額というような上限がありましたけど、そこまでしてこの事業をやって

いるところが増えたということなんですけど、これにはやっぱり人口減少対策で定住促進をする

必要があるということで、２年前からこれだけ自治体が奨学金返済に対して補助をするというこ

とで、増えているんですけど、内子町の定住促進対策を見てみますと、うちこんかいのホームペー

ジのリニューアルですとか、一定の努力はしているということは、わかるんですけれども、なか

なか空き家が増えないですとか、いうところが大きいのかなと思うんですけど、なかなか周りの

県内の市町に比べて移住者も増えていないのかなという感想をもっています。この奨学金返済の

一部を免除する制度というのは、Ｉターン者だけでなくてＵターン者を戻す、そういう大きなイ

ンセンティブになり得ると思うんですけれども、今、制度がある他の市町にですね、効果がどう

なのかとかそういうのを調査研究されているのかどうか。ぜひそのあたりを定住促進策として研

究していただけたらと思うんですが、そのあたりの考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 今のご質問ですけれども、２年前に関根議員がご質問い

ただいた時にもご返答したと思うんですけど現在ですね、内子町で奨学金の返還補助金について

検討委員会を設けて検討しているところでございます。先ほどのご質問のお答えにも関連するん

ですけど、奨学金の申し込み件数が少ないというのは、以前にも申しましたかもわかりませんけ

ど、奨学金とは別にですね、それぞれの家庭の親御さんの考え方にもよると思うんですけど、大

学卒業までは親が面倒みるという考え方のご家庭もあって奨学金じゃなくて金融機関の教育ロー

ンを借りられている方も多くいらっしゃいます。その方の件数っていうのがこれが昨年度調べて

いる件数なんで、今年度と若干数字が違ってきているかもわからないですけど、郵便局の方は個

人情報ということで件数とか金額についてはお教えいただけませんでした。伊予銀行の方が、７

７件で約１億３，０００万円。愛媛銀行の方が２９件、平均が約９２万５，０００円となってお

ります。それから愛媛たいき農協の方が３４件、平均で２３６万円となっております。こういっ

た事情もありまして、奨学金返還補助金を検討する場合に、奨学金を借りている人だけじゃなし

に、教育ローンをかりている方もいらっしゃいますし、自力でバイトしながら、行かれている方

もいらっしゃいます。そういったことも鑑みて公平性を持たせるために、底辺のところで定住促

進であるとかそういった意味合いで町の方から奨学金なり、なんなり、内子町の方に帰ってきて

就業した場合には、定額で他の新居浜とか大洲市とかいろんなところで定住促進の補助金を出さ

れていますけど、そういったところを設けてさらに、例えば内子町の企業に就職した場合に、そ
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の企業が独自の奨学金補助金、例えば、ここの会社に入ったらうちの会社は２００万円は、あな

たの奨学金の補助金の免除をしますよというような仕組みづくりというのを今、庁舎内で検討し

ているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 安心しました。定住促進策を町でも考えていただいて、民間の銀行にも

調べていただいて。教育ローンを準備されている親御さんもかなりの件数あるということで非常

に教育熱心、教育が大事だと考えている方も多いんだなという感想も持ちましたけれども、ぜひ

定住促進策総合的にですね、考えられているということで、そういった情報も町民の方に早めに

情報を出していただいて、みんなで定住促進を盛り上げていけるようにこれからもやっていただ

きたいというふうに要望致しまして、私の再質問を終わります。以上です。 

○議長（森永和夫君） 以上で、一般質問を終わります。 

 本日の議事日程はすべて終了致しました。 

明日４日は、午前１０時から本会議を開きます。日程は全議案に対する審議であります。 

 本日はこれをもって散会致します。 

午後 ３時０３分 閉会 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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令和元年９月第１０５回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   令和元年９月３日（火） 

○開会年月日   令和元年９月４日（水） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

  １５番  中 田 厚 寬 君     

 

○欠 席 議 員   なし 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会 計 管 理 者  稲 葉   勉 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課課長  林   愼一郎 君     産業振興課長  入 海   孝 君 

小 田 支 所 長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  松 岡 裕 樹 君      

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第１１号） 

令和元年９月４日（水）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 
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日程第 ３ 報告第１０号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する書類の

提出について 

日程第 ４ 報告第１１号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

日程第 ５ 報告第１２号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類の提出

について 

日程第 ６ 報告第１３号 健全化判断比率の報告について 

日程第 ７ 報告第１４号 資金不足比率の報告について 

日程第 ８ 報告第１５号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

日程第 ９ 議認第 ６号 平成３０年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１０ 議認第 ７号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議認第 ８号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１２ 議認第 ９号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第１３ 議認第１０号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１４ 議認第１１号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１５ 議案第３９号 平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１６ 議認第１２号 平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１７ 議案第４０号 平成３０年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１８ 議認第１３号 平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

日程第１９ 議案第４１号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例について 

日程第２０ 議案第４２号 内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第４３号 内子町税条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第４４号 内子町へき地保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第４５号 内子町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

日程第２４ 議案第４６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例について 

日程第２５ 議案第４７号 内子町立公民館利用条例の一部を改正する条例について 

日程第２６ 議案第４８号 五十崎特産センターの指定管理者の指定について 

日程第２７ 議案第４９号 内子町成留屋地区まちづくり施設の指定管理者の指定について 

日程第２８ 議案第５０号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第２９ 議案第５１号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第３０ 議案第５２号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
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日程第３１ 議案第５３号 平成３１年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第３２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３３ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３４ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３４ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（森永和夫君） ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

  日程第 １  会議録署名議員の指名 

○議長（森永和夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１９条の規定により、議長において、１４番、寺岡 保議員、１５番、中田 厚寬議員

を指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 日程第２ 議事日程通告をします。本日の「議事日程」は、お手元に配

布しております、議事日程第１１号のとおりであります。 

 これから議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） みなさんおはようございます。提出致しております議案の修正をお願い

したいというふうに思いますので、ご提案を申し上げさせていただきたいと思います。報告第１

１号、小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出についてでございます。お手元

の資料の２でございますが、この資料の小田まちづくり株式会社のところ、黄色い表紙がありま

すが、そこを開けていただきたいと思います。この黄色い表紙の１ページでございます。一番上

の第１号議案の第１８営業報告貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分（案）の承認についてで

ございますが、（案）、この（案）を削除させていただきたいというふうに思います。 

それから、１０ページでございます。１０ページの一番上の行でございます。第２号議案、第

１９営業費事業計画（案）、この（案）、それから、及び収支予算書（案）、この（案）、この２つ

の（案）も削除をさせていただきたいと思います。 

それから１２ページでございます。一番上でございます。２の収支予算書（案）、この（案）こ

れも削除をさせていただきたいと思います。実は８月の２８日に小田まちづくり株式会社の株主

総会がございまして一応議決されているということでございますので、（案）を削除させていただ

きたいと、議長の方でお取り扱いをよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（森永和夫君） 只今、町長より申し入れがありましたとおり、経営状況を説明する事項
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について修正、削除することにご異議はありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 

  日程第 ３ 報告第１０号 株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明する

書類の提出について 

○議長（森永和夫君） 「日程第３ 報告第１０号 株式会社内子フレッシュパークからりの経

営状況を説明する書類の提出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１０号「株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を説明

する書類の提出」につきましては、その内容を産業振興課長に説明致させますので、よろしくご

審議の程、お願い申し上げます。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

〔入海孝産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（入海孝君） それでは、報告第１０号、「株式会社内子フレッシュパークからり」

の経営状況についきましてご説明させていただきます。 

資料ナンバー２でございます。ピンクの表紙、おめくりいただいて、１ページをご覧いただき

たいと思います。第２２期（平成３０年度）の事業報告でございます。１ページの下段、「会社全

体」の項目のところからご説明させていただきます。第２２期、総売り上げの目標を税込み、６

億７，２５０万円を掲げ、営業を展開してまいりましたが、実績は、対前年度比５．１％減とな

る６億５，１６８万円で、目標額に対しまして、９６．９％の達成率でございます。主な要因と

して、西日本豪雨災害による影響と天候不順による農産物の不振、直売所改修に伴います仮店舗

での営業により、集客力の低下が大きく影響したと考えられます。 

２ページをご覧いただきたいと思います。１行目でございます。今期の会社全体の売上、税抜

きでございますが、こちらは対前年度比５．３％減の３億７，２３８万円となりました。本年度

は、先ほどの直売所改修によります、売り上げの減少を見込みまして人件費など各部門の繁閑の

管理などをおこなうことにより、経費抑制を図るとしておりましたが、仮店舗及び新店舗におけ

ます整備費用の増加や豪雨によります集客の減少も加わり、税引前当期純損失は、６９３万円と

なったところでございます。改行されております８行目でございます。西日本豪雨では、「ＪＲの

運休」、「愛媛たいき農協関連施設の被災」などによりまして、会社営業にも大きな影響を受けま

した。一方では、直売所の工事に伴いまして、研修ホールや中庭での営業というふうなところで、

通常、施設の奥に位置します、パン工房、それから燻製工房、レストランというふうなところの

誘導にも一役かったというふうなこととなっております。各部門ごとの販売実績につきましては、

２ページ下段の表に記載されておりますが、表の右から２番目、「実績増加率」では、「あぐり亭」、
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「農産加工」の部門で、前年度に比べ微増となりましたが、それ以外の部門は前年度を下回る結

果になっております。各部門ごとの営業状況につきましては、３ページから７ページにかけて、

記載しておりますが、本年度の概要を報告させていただいたらと思います。 

まず、３ページの「特産物直売所」でございます。こちらについては、直売所の改修に伴いま

して、お客様それから出荷者の方に大変不便をお掛けしましたが、店舗案内などの工夫によって

影響を最小限度に抑えられたというふうに考えております。 

４ページの中ほどでございます。「宅配料や飲料など」という行があろうかと思います。販売額

と致しましては、前年度に比べ４．３％減の３億８，８４６万円となりましたが、目標３億９，

０００万円の目標に対しては９９．６％を確保したところでございます。工事中におけます仮店

舗への誘導や、それから松山三越などの堅調な出店事業によりまして、ほぼ、目標の額を達成す

ることができました。リニューアルされた直売所の集客効果は既に現れておりまして、生産者の

方と協力し、新たな取り組みを展開しながら、新規顧客の獲得に努めて参りたいというふうに考

えております。 

次に、４ページ下段のレストランでございます。７月豪雨の影響でお弁当を提供致します、「伊

予灘ものがたり」が運休、被災 7週間後に運転再開となりました。また、豪雨によりまして、ツ

アーの団体客のキャンセルや個人の利用も低迷し、前年度に比べまして、７．１％減の７，８７

４万９，０００円となったところでございます。災害の復旧によりまして、安定した売り上げと

なっております。引き続き、伊予灘ものがたりや応用した弁当事業を継続して伸ばして参りたい

というふうに思います。 

次に、５ページ上段のシャーベット工房でございます。シャーベット工房は、豪雨によりまし

て、集客が落ち込み大きな影響を受けております。その後は、回復致しまして、夏場の売り上げ

は安定したところでございますが、販売額は、前年度に比べまして、３．８％減の３，３５５万

７，０００円となったところでございます。業務用のギフトアイスが安定した取引となっている

ほか、冬場のクッキーなども好評を得ておるところでございます。移転されました、たこ焼きそ

れから大判焼きのブースと相乗効果が期待されるところでございます。 

次に、５ページ下段のパン工房でございます。パン工房、人材確保によりまして製造体制が安

定をいたしました。豪雨の影響もございましたが、人気商品であります、ブレットに加えてスイー

ツの販売も本格化し、販売額は前年度に比べ１．６％減の７，２３０万９，０００円と大きな影

響は避けられたというふうに思われます。引き続き、ブランド商品を維持しながら、新しい商品

の開発を進めて参りたいというふうに考えております。 

次に、６ページ上段の燻製工房でございます。ＪＡ施設が豪雨により被災し入荷が途絶えたと

いう状況がございました。その時期が、お中元の最盛期を迎える直前であったため、ハム・ソー

セージセットの提供ができず、販売額は前年度に比べまして、２０．３％減の３,８７４万円と大

幅な売り上げ減となったところでございます。施設復旧後は、安定した供給を受けておりますの

で、引き続き、イベントにも積極的に参加し、売上を伸ばしていきたいというふうに思っており

ます。 

次に、６ページ下段、あぐり亭でございます。ＪＡのライスセンターが被災し、生産者が預け

ていた「もち麦」が冠水して入荷ができないという状況がございましたが、在庫によりまして営
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業することができたというところでございます。もち麦につきましては、リピーターの多さや旬

な食材を取り入れたメニューの提供によりまして、販売額は前年度に比べ約１％増、１，４８７

万５，０００円と前年度の販売額を確保することができたということでございます。引き続き、

飽きのこない田舎の素朴な味として提供して参りたいというふうに考えております。 

次に、７ページ上段の農産加工場でございます。こちらもあぐり亭と同様、「もち麦」の入荷が

行えず販売に影響がでております。一方、じゃばらにつきましては、じゃばらに含まれる成分が

花粉症などアレルギーへの効果・期待が報じられたことから、問い合わせの注文が多く寄せられ

たところでございます。販売額は前年度に比べまして、２．１％増の２，４９９万４，０００円

と目標の達成ができたというところでございます。ドレッシングなど「じゃばら」を使った新商

品の開発にも取り組んでおり、花粉症や認知症の抑制など「じゃばら」がもつ秘めた効能が報告

されており、引き続き、販路拡大を進めて参りたいと思います。 

最後に、営業本部でございます。３０年３月より本格的に活動を開始しております。出荷者の

確保については出荷者協議会と連携し、１５名の新規入会者を確保致しました。また、からりト

ルテをリニューアルにあわせ、商品化・販売を開始しておるところでございます。引き続き、新

商品の開発・販路開拓を行い、「からり」のオリジナルブランドを構築して参りたいと思います。

以上が、２２期の事業報告の概要でございます。 

次に、決算の内容につきましてご報告をさせていただいたらと思います。決算報告書を１４ペー

ジに記載しております。まず、初めに１６ページの損益計算書をご覧いただきたいと思います。

１６ページ、上段の右端でございます。売上高、３億７，２３８万１，４５０円。それから、期

首棚卸高と仕入及び原材料費の合計額から、期末棚卸高を差し引いた売上原価は、１億４，７４

６万４，１４３円となり、売上高から売上原価を差し引いた売上総利益は、２億２，４９１万７，

３０７円でございます。そこから営業に係る費用でございます。販売費、及び一般管理費を差し

引いていただいた営業損失は９５３万７，２４６円となっております。この営業損失に下段でご

ざいます、営業外収益、２７４万４，３７０円を加え、営業外費用、４，７２０円を差し引いた

計上損失は、６７９万７，５９６円でございます。この額に特別利益、１０万円を加え、固定資

産を除却致しました、特別損失２３万４，６８３円を差し引いた税引前当期純損失は、６９３万

２，２７９円となり、未払いの法人税等２０万３，５００円を差し引いた当期純損失は、７１３

万５，７７９円となってございます。損益計算書に記載されました販売費それから一般管理費の

内訳につきましては、１７ページのとおりでございますので、お目通しを賜ったらというふうに

思います。 

次に、お戻りいただいて、１５ページをご覧いただきたいと思います。期末の「貸借対照表」

でございます。先ほどご説明させていただきましたとおり、直売所の改修や仮店舗の整備に伴い

しまして、固定資産が減少したことなどから、表の左端、下段でございます。流動資産と固定資

産とあわせた、資産の部の合計は１億２，８７７万２，０９１円でございます。 

次に、表の右側の下段でございます。純資産の部のうち、一番下の段でございます。「繰越利益

剰余金」は、前期の繰越剰余金、先ほどご説明いたしました「損益計算書」の「当期純損失」７

１３万５，７７９円を差し引き、期末残高は、５８３万９４７円となりました。純資産の部の合

計は、８，５９８万９４７円でございます。表の右側下段でございます。負債の部と純資産の部
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の合計は、先ほどご説明致しました資産の部の合計と同額ということで決算ということになって

おります。 

次に、株主に帰属する部分でございます。株主資本の各項目の変動事由を報告する諸表１８ペー

ジをご覧いただきたいと思います。株主資本等の変動の計算書でございます。ページの中ほど、

繰越利益剰余金でございます。こちらの方は、純損失を計上致しましたため、当期の期首残高か

ら、同額を差し引き、当期末残高は５８３万９４７円となっております。今期につきましては、

純損失を計上したということで、６月２８日開催の定時株主総会におきまして、本年度は、「剰余

金の配当はしない」旨、承認されたところでございます。以上が、２２期の決算報告でございま

す。 

それでは、本年、第２３期の事業計画等の概要をご説明させていただいたらと思います。１２

ページにお戻りいただいたらと思います。ページ上段でございます。第２３期の事業計画でござ

いますが、リニューアルした直売所の効果、実績が既に現れ好スタートを切っているという状況

でございます。 

これを踏まえ、ページ中ほどの表に記載しておりますとおり、会社全体の総売上を前期と比べ

ますと約８％増となる、７億２，６００万円、会社収支では３００万円の黒字の目標を掲げてお

ります。変動する社会に呼応しながら、時代に合わせた「進化」・「飛躍」の一年となるよう、社

員一丸となって、営利努力する所存でございますので、ご了解賜りますようお願いを申し上げ、

経営状況の報告とさせていただきます。 

○議長（森永和夫君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は、報告事項であります。よって、報告のとおり受理することと致します。 

 

日程第 ４ 報告第１１号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

○議長（森永和夫君） 「日程第４ 報告第１１号 小田まちづくり株式会社の経営状況を説明

する書類の提出について」を議題とします。 

提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１１号「小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提

出」につきましては、その内容を小田支所長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願

い申し上げます。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大森小田支所長。 

〔大森豊茂小田支所長登壇〕 

○小田支所長（大森豊茂君） それでは、報告第１１号小田まちづくり株式会社の経営状況につ
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いて、ご報告いたします。 

説明資料２の黄色い表紙からになります。小田まちづくり株式会社の第１８営業期経営状況に

つきましては、去る８月２８日に、定時株主総会が開催され、承認されたところでございます。 

１ページをお開き下さい。第１８営業期の営業報告でございますが、事業期間は、平成３０年

７月１日から令和元年６月３０日となっています。今期は、昨年７月に西日本を襲った集中豪雨

による甚大な災害の影響もあり、特産品販売施設「せせらぎ」の７月の売上げが２０％ほど落ち

込みましたが、８月以降は、概ね前期を上回る売り上げとなっており、軽食堂「かじか亭」とと

もに、来場者数と販売額とも前期を上回っています。小田の郷せせらぎの売上げ状況としまして

は、特産品販売施設「せせらぎ」の利用客数８万１，９４３人、対前期比１０３％、売上額６，

７２６万６，８８７円で、対前期比１０５％となっています。また、軽食堂「かじか亭」の来客

者数は１万５，９６７人で、対前期比１０８％、売上額は１，２８３万６，９００円で、対前期

比１１４％と増加致しております。今期は、せせらぎとかじか亭を合わせた売上額が、営業開始

以来、初めて８，０００万円を超えたものとなっています。 

２ページをお開き下さい。せせらぎへの農産物等の出荷者は、１２４名で前期より２名減って

います。売上額別の出荷者数は、表のとおりでございます。年間の１人当たりの売上平均額は、

約５４万２，０００円、対前期比１０７％、お客様１人当たりの売上単価が８２１円で、前年よ

り２０円上がっています。 

次に、３ページの事業報告でございます。今期は、毎月行うせせらぎデーの開催の他、町内外

のイベントに１１回、延べ２８日間参加して、「オダメイド」やせせらぎの商品販売と合わせて、

おだの郷せせらぎのＰＲ活動を行っております。 

次に、決算状況について、ご説明致します。５ページの貸借対照表をお開き下さい。まず、左

側の資産の部でございますが、Ⅰの流動資産が、現金及び預金、売掛金、棚卸資産等合わせまし

て２，３１６万４２５円でございます。Ⅱの固定資産の合計が、９０２万３，４４０円。その内

訳は、有形固定資産８８０万９，３３４円。無形固定資産２１万３，９０６円などとなっており

ます。Ⅲの繰延資産として１８１万６，２０１円を計上致しております。これは、前期までの研

究開発やホームページのデザイン作成に要した費用の自己負担分を繰延資産としたものでござい

ます。資産の部の合計は、３，４００万６６円となっております。 

次に、右側の負債の部ですがⅠの流動負債は、買掛金、未払い金など合わせて５１５万５，４

７０円となっております。Ⅱの固定負債はございません。 

次に、純資産の部につきましては、１の資本金３，５３５万円に、３の利益剰余金、マイナス

６５０万５，４０４円を加えた純資産の部合計は、２，８８４万４，５９６円となっています。

負債・純資産の部の合計は、３，４００万６６円となっております。 

続きまして、６ページの損益計算書です。Ⅰの売上高の合計が、２，６２６万１，５６２円。

内訳は、町からの指定管理料、急速充電維持管理などの業務委託及び受託収入として３６７万９,

６０１円。ＪＡ商品、ソフトクリームなど直接販売商品の売上が、1，３７９万５,０８０円、出

荷者から手数料をいただいて販売している商品の販売手数料が８７８万６,８８１円となってい

ます。Ⅱの売上原価の合計、１，０４３万３，９７５円を差し引き、期末棚卸高９３万９，０４

２円を加えました売上総利益は、１，６７６万６，６２９円でございます。Ⅲの販売費及び一般
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管理費が、１，５８０万８，８５８円、これの内訳は７ページにございます。売上総利益から、

この販売費及び一般管理費を差し引きました９５万７，７７１円が、今期の営業利益でございま

す。この営業利益に、預金利息・雑収入等の営業外収益１７万１，７３０円を加えて、繰延資産

償却・雑損失等の営業外費用７９万７，６４７円を差し引きました経常利益が３３万１，８５４

円でございます。次に、第１８期は特別利益、特別損失はありませんでした。法人税等の税額１

８万３，５００円を差し引きました１４万８，３５４円が当期の純利益となっております。 

７ページには、先ほど申し上げました販売費及び一般管理費の内訳がございます。お目通しを

いただいたらと思います。 

８ページでございます。８ページは、株主資本等変動計算書となっており、今期を含めた利益

剰余金は、マイナス６５０万５，４０４円となっております。 

９ページは、個別注記表、1０ページからは第１９期の事業計画及び収支予算書となっています。

内容につきましては、お目通しをいただいたらと思います。第１９営業期は、せせらぎ施設全体

の売上を、前期比３％増を目標としまして、良質な農産物や匠の木工品など小田地区ならではの

特産品の出荷を促し、店内を充実させます。また、高齢化が進む生産出荷者の出荷物集配等のサ

ポートや新しい生産出荷者の開拓など、取締役会・生産出荷組合・町との意思疎通を図りながら、

一体的な取り組みによって、地域への来訪者増を図り、健全経営に努めていくことと致しており

ます。以上、第１８営業期における小田まちづくり株式会社の経営状況の報告とさせていただき

ます。 

○議長（森永和夫君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 先ほど報告があったからりの直売所にも関係することなんではあるんです

が、本年のせせらぎの事業計画の中にも掲げられておるんですが、消費税１０％にもう１か月足

らずで上がるわけですが、店舗のレジのそれに対する対応がもうできているのか。報道によりま

すと全国一斉ですので、機器の調達あたりが難しいというような報道もありよるんですが、８％

のものと１０％のものの仕分けをしていかんといけんと思うんですが、店舗のレジスターの機器

の対応はもうすでにできておるんでしょうか。 

○小田支所長（大森豊茂君） 議長。 

○議長(森永和夫君)  大森小田支所長。 

○小田支所長（大森豊茂君） まず、せせらぎのレジ対応でございますが、ちょうど昨日の晩、

役員会がございました。その中でレジ対応については、１０月１日間に合うように現在進めてい

るというところで報告を受けております。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） からりにつきましても、取締役会の中で社長の方から準備整えて

おるということで報告を受けております。直売所については、軽減税率の関係で店内で食べるも

のの取り扱いもあるんですが、基本的にはお持ち帰りをいただく商品だというふうな表示で８％

対応するということでございます。 
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○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。よって、報告のとおり受理することと致します。 

 

日程第 ５ 報告第１２号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する書類

の提出について 

○議長（森永和夫君） 「日程第５ 報告第１２号 公益財団法人内子町国際交流協会の経営状

況を説明する書類の提出について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１２号「公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明する

書類の提出」につきましては、その内容を自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審

議の程、お願い申し上げます。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 報告第１２号、公益財団法人・内子町国際交流協会の経営状

況につきまして、ご報告させていただきます。資料ナンバー２の後ろの方のオレンジ色の紙の次

のページ、１ページをご覧下さい。 

 まず、事業報告でございますけれども、国際交流協会は、平成３０年度におきましても、国際

的な視野と実践力を備えた人材を育成し、もって活力ある地域社会の形成に寄与することを使命

といたしまして、各種事業を行いました。主なものをご報告させていただきます。大きいⅠ番の

「交流促進事業」についてでございますけれども、１の「意識啓発・情報発信事業」につきまし

ては、毎月１回、機関紙「ゆうてぃあ」を「広報うちこ」へ掲載したほか、ホームページやＦａ

ｃｅｂｏｏｋにより協会の活動を広く国内外に発信いたしております。２の「各種講座運営事業」

につきましては、（１）の国際理解講座といたしまして、７月２３日に愛媛県国際交流協会イン

ターン生を講師に迎え、小学１年生から６年生を対象に「ハワイの生活を知ろう」を開催し、２

５名にご参加をいただきました。（２）の外国語講座につきましては、一般の住民の方を対象にし

た英会話３コース・ドイツ語２コースを開催したほか、小学校低学年を対象に「英語であそぼう」

を月１回開催致しました。 

次に２ページをお開きください。３の「交流イベント・体験事業」につきましては、（２）の「国

際交流の集い」事業と致しまして、「子どもフェスティバルへの出展やドイツフェスタの開催協力、

また３ページの真ん中より少し上のところでございますが、第１４回駅伝大会にも参加をいたし

ました。 

次に、３ページの下のところですけれども、大きいⅡ番の「助成事業」につきましては、１の
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青少年海外派遣事業と致しまして、２４回目となる派遣を１１月１５日から２４日の１０間の日

程で、１０名の中高生をローテンブルク市とノルウェーのオスロへ派遣致しました。なお、ライ

オンズクラブ様及び昭和刷子株式会社様からそれぞれ 1名分の協会負担分派遣費用をいただいて

おります。 

次に、４ページの２番から４番の「助成事業」につきましては、平成３０年度は、申請はござ

いませんでした。次に、４ページ中段になりますけれども、大きいⅢ番の「法人管理」の 1番、

「寄附金」につきましては、町内各企業、団体などへ寄附のお願いを行ったほか、平成２８年度

に創設致しました賛助会員制度に基づき、会員拡大に努めました。 

次に、５ページになります。２の「理事会・評議員会」、３の「特定資産運用管理委員会」、そ

して、６ページの４の「研修・会議等への出席」につきましては、ご覧のとおりとなっておりま

す。お目通しいただければと思います。 

次に、６ページの５の職員の状況についてでございますけれども、職員１名を雇用致しており

ましたが、３月３１日付けをもって退職致しました。なお、４月１日より後任の職員を雇用致し

ております。次に、６の役員の状況につきましては、お目通しをいただければというふうに思い

ます。 

それでは次に、収支決算書類について、ご報告致します。まず、８ページをお開きください。

貸借対照表でございますけれども、縦の欄の真ん中あたりの「当年度（Ａ）」の欄をご覧ください。

科目の大きいⅠ．資産の部で、１番の流動資産合計が、１，１５８万８，３０８円で、２番の固

定資産のうち、（１）の特定資産の合計が、２億１，０３５万４，８８０円、流動資産と固定資産

を合わせた「資産合計」が、２億２，２２８万６，６２８円です。 

次に、大きいⅡ番、負債の部の中の１番の流動負債は、未払金・前受金・預り金を合わせた負

債合計１９万６，５２５円でございます。大きいⅢ番、正味財産の部で１の指定正味財産の合計

が、２億２，６５１万６，６０８円。正味財産の合計は、２億２，２０９万１０３円で、一番下

の「負債及び正味財産合計」が、２億２，２２８万６，６２８円となっております。 

次に、９ページの正味財産増減計算書でございます。会社でいう損益計算書にあたるものでご

ざいます。縦の欄の真ん中どころの「当年度(Ａ)」の欄をご覧下さい。まず、大きいⅠ番、一般

正味財産増減の部の中の、１番、経常増減の部、（１）経常収益の特定資産運用益は１７７万１，

７９６円でございます。受取会費でございますけれども、２８万４，０００円、事業収益の外国

語講座及び各種事業会費等の合計が、７０万１，３００円、内子ライオンズクラブなどからの寄

付金や指定正味財産からの振替を含めます受取寄付金等が５６７万２，０００円など、経常収益

合計が、８４７万７，８７９円でございます。次に、（２）の経常費用の事業費の主なものと致し

まして、人件費が４２１万８，７０６円、青少年海外派遣助成金が１０３万円、経費の旅費交通

費、７０万４，６６０円、これには、青少年海外派遣事業の団長・引率の旅費が含まれておりま

す。経常費用合計が、７３９万１２５円となっております。 

 続きまして、１０ページに続きます。評価損益等調整前当期経常増減額が１０８万７，７５４

円、そして、特定資産評価損益等がマイナス１８５万９，５４４円となっておりまして、その結

果、当期の経常増減額がマイナス７７万１，７９０円となっております。そして、その結果、一

般正味財産期末残高が、マイナス４４２万６，５０５円となります。次に、大きいⅡ番の指定正
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味財産増減の部の当期指定正味財産増減額が、マイナス３００万５，６０２円となっており、指

定正味財産期末残高が、２億２，６５１万６，６０８円となっております。以上のことによりま

して、「大きいⅢ番、正味財産期末残高は、２億２，２０９万１０３円となっております。 

続いて、１１ページに財産目録を掲載致しております。これは、貸借対照表にあります「資産

並びに負債」の内容について掲載したものですので、お目通しをいただければと思います。 

最後に、１２ページから１５ページにかけましては、平成３１年度の事業計画を、それから、

１６、１７ページが平成３１年度の収支予算書となっておりますので、ご参照いただければと思

います。以上、報告第１２号、公益財団法人・内子町国際交流協会の経営状況ついての報告とさ

せていただきます。よろしくお願い致します。 

○議長（森永和夫君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 事業報告で各種講座運営事業で国際理解講座ハワイの生活を知ろうとい

うふうな企画をやられたりとか、外国語講座で英会話とドイツ語の２コースがあるということな

んですけど。 

○議長（森永和夫君） 関根議員、マイクをもっと寄せてください。 

○２番（関根律之君） 内子町への観光客の国別でどういう国の方が多いのかということを改め

てお聞きしたいのと、私が認識している範囲で中国とか韓国とか台湾とかアジアの国がかなりの

多いのではないかというふうに思うんですけれども、国際交流協会の活動を見ていると欧米にか

なり重きを置くというのは一般的にも分かるんですが、やはりもうちょっとアジアの国への国際

理解ということもやはり町民にとっては必要ではないかというふうに思うんですけど、その辺の

アジアの国の国際理解ということを今後の活動計画に生かすような計画があるのかどうかお聞き

したいと思います。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議員ご指摘のとおりアジアからの観光客の方、大変多くなっ

ております。国際交流協会と致しましてもこういった方々への理解を促進する対応していくとい

うことは非常に重要なことだというふうに考えております。国際交流協会の歴史から致しまして、

現在までドイツローテンブルクを中心として交流活動をおこなってまいりましたけど、今後にお

きましてはそういったアジアの国々との交流、また理解を進めていく、そういった方々への対応、

そういったことも必要だというふうに考えておりまして、国際理解講座などを通しまして理解を

進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） ローテンブルクと友好都市契約してお互いに子どもたちの行き来をし

ながら交流を深めておりますけど、聞くところによるとホストファミリー、内子の分の受け入れ

先がだいぶ苦慮しているんじゃないかなということを聞くんですが、その辺はどのように対応さ
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れているか。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 交流の際のホストファミリーですが、内子だけに限らず、ロー

テンブルク側も一週間程度参りますので受入のホストファミリーについてはお互いに探しても

らっている、内子町側もドイツ側も探していただいて見つけていただいている。その中でかなり

の苦労があるというのは現状でございます。内子町におきましては国際交流協会の中にいろいろ

なボランティア組織がございます。その中でホストファミリーのボランティアもありますので、

そこら辺を有効に活用していきながらさらにローテンブルクとの交流によって外国のつながりが

できた方々、そういった方に受入ボランティアでホストファミリーになっていただくような働き

かけもしておるところでございます。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。よって、報告のとおり受理することと致します。 

 

  日程第 ６ 報告第１３号 健全化判断比率の報告について 

  日程第 ７ 報告第１４号 資金不足比率の報告について 

○議長（森永和夫君） 「日程第６ 報告第１３号 健全化判断比率の報告について」及び「日

程第７ 報告第１４号 資金不足比率の報告について」以上の２件を一括議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１３号「健全化判断比率の報告について」、報告第１４号「資金不

足比率の報告について」、この２件の報告案件につきましては、その内容を総務課長に説明致させ

ますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から、議案書１の６ページ、報告第１３号「健全化

判断比率の報告」についてと、議案書１の７ページ、報告第１４号「資金不足比率の報告」につ

いてご説明致しします。本案件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律によ

り、財政の健全化判断、財政の早期健全化判断、財政の再生判断を示す指標につき、監査委員の

審査に付し、その意見をつけて議会への報告及び公表が義務付けられているものでございます。

健全化判断比率、すなわち実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の

４つの指標を、６ページに、報告第１３号の一覧表で示しております。 

また企業会計におきましては、７ページの報告第１４号の一覧表に示しているように、資金不
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足の比率を示す指標ということになります。これらの５つの指標によって、財政運営の健全化等

を示すことになっています。 

まず、議案書１の６ページ、報告第１３号「健全化判断比率の報告について」ご説明致します。 

平成３０年度における「実質赤字比率」及び「連結実質赤字比率」は黒字となっているため該当

ございません。「実質公債費比率」は３．１％でした。平成２９年度と比較し、０．９％低下して

おります。実質公債費比率が１８％を超えますと、新たな財政計画や起債発行に当たって国・県

の許可が必要となり、更に２５％を超えると地方債の発行が制限されます。「将来負担比率」も該

当ございませんので、前年度と同様に基準値内となってございます。それぞれの項目にある括弧

の数字「早期健全化基準」をいずれかの項目で超えますと、健全化判断比率を公表した年度の末

日までに「財政健全化計画」を策定しなければならないということになっております。 

続いて、議案書１の７ページでございます。報告第１４号「資金不足比率について」ご説明致

します。平成３０年度における「資金不足比率」は、２つの事業会計におきまして資金不足は発

生していません。なお、参考数値イエローカードにあたる経営健全化基準の数字が入ってござい

ます。以上、報告第１３号、及び報告第１４号は、７月２３日役場本庁会議室におきまして、赤

穂代表監査委員、山本監査委員の審査を終えましたので、別冊資料８の８月１６日付審査意見を

付して、本日、内子町議会９月定例会に報告するものでございます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。 

○議長（森永和夫君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。よって、報告のとおり受理することと致します。 

 ここで暫時休憩します。午前１１時５分より再開致します。 

 

午前１０時５３分 休憩 

 

午前１１時０５分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第 ８ 報告第１５号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

○議長（森永和夫君） 「日程第８ 報告第１５号 内子町教育委員会の点検・評価の書類の提

出について」を議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１５号「内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出」につきま

しては、その内容を学校教育課長に説明致させますので、よろしくご審議の程、お願い申し上げ
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ます。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） それでは、報告第１５号、内子町教育委員会の点検・評価の書類

の提出について、ご説明を申し上げます。お手元の資料ナンバー３をご準備ください。内子町教

育委員会では、毎年、教育行政の管理、執行状況について自己点検及び報告を行い、その結果に

関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しているところでございます。 

 点検・評価の対象となります事業でございますが、平成３０年度中に実施を致しました学校教

育課関連の２３事業、５ページから２７ページ、また、自治・学習課関連につきまして１８事業、

２８ページから４５ページでございます。内容につきましては、お目通しいただければと思いま

す。今後におきましても、「学校教育の方針と施策」「社会教育の方針と目標」「人権・同和教育基

本方針」を基に、教育や文化、スポーツの推進に努めて参りたいと思いますので、何卒よろしく

お願いいたします。 

 以上、内子町教育委員会の点検・評価の報告とさせていただきます。 

○議長（森永和夫君） ただいまの報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

本件は、報告事項であります。従って、報告のとおり受理することと致します。

 

  日程第 ９ 議認第 ６号 平成３０年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１０ 議認第 ７号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

  日程第１１ 議認第 ８号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の 

認定について 

  日程第１２ 議認第 ９号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第１３ 議認第１０号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

  日程第１４ 議認第１１号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第９ 議認第６号 平成３０年度内子町一般会計歳入歳出決算の

認定について」「日程第１０ 議認第７号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について」「日程第１１ 議認第８号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」「日程第１２ 議認第９号 平成３０年度内子町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１３ 議認第１０号 平成３０年度内子町介護保険

サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「日程第１４ 議認第１１号 平成３０年



令和元年 9 月第 105 回内子町議会定例会 

‐ 60 ‐ 

度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上の６件を一括議題

とします。 

本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 「議認第６号、平成３０年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」、「議認第７号、平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議認

第８号、平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議認第

９号、平成３０年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議認第１０号、

平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議認第１１

号、平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」につき

ましては、一般会計が、歳入額で１０５億２，３５６万４，５５０円、歳出額が９９億９，３９

５万８，７２６円となっております。特別会計を含めた全会計では、歳入総額が１５４億９，２

３８万２，１６７円、歳出総額が１４８億２，９６３万７，０２８円となっております。その内

容につきましては、会計管理者に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご認定を賜ります

ようお願い申し上げます。 

○会計管理者（稲葉勉君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲葉会計管理者。 

〔稲葉勉会計管理者登壇〕 

○会計管理者（稲葉勉君） それでは、議認第６号から議認第１１号までの「平成３０年度一般

会計及び特別会計」の「決算」について、ご説明致します。 

各会計の決算につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の審査に付

した決算及び意見を議会に提出し、議会の認定をいただくものでございます。では、議認第６号

「平成３０年度一般会計歳入歳出決算」についてご説明いたしますので、資料ナンバー４「一般

会計決算書」の３ページをご覧下さい。 

まず歳入です。１款「町税」の収入済額は、１４億６，１０１万６，４３１円で、歳入全体に

占める割合は１３．９％です。税目別の増減を見ますと、町民税・軽自動車税・町たばこ税で増

額、固定資産税は減額となっております。不納欠損額３５７万円余りは、１０３名分の処理をし

たものです。収入未済額２，５３０万円余りは、８４７名分の滞納額でございます。 

 また、調定額に対する収入率は、９８．１％です。その詳細は、資料ナンバー７決算資料の５

ページから７ページで、後ほどご確認いただきたいと思います。 

８款「地方交付税」の収入済額は、４８億９，５８６万５，０００円で、対前年度比９，６０

０万円余りの減となりましたが、「平成３０年 7月豪雨」の災害で、「特別交付税」の増額があり

ましたので、地方交付税全体で見ますとその減額が抑えられた形となっています。歳入全体に占

める割合は、４６．５％になります。なお地方交付税は、平成２７年度から３１年度にかけて、

合併特例措置の段階的な減額が継続しているところでございます。１０款１項「分担金」の収入

未済額３９４万円は、道路橋梁新設改良費及び公共土木・農林業施設の災害復旧事業費に係る分
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担金の繰越によるもので、２項「負担金」の収入未済額１８０万円余りは、保育料の未納額です。

１１款「使用料及び手数料」の収入未済額１，９３０万円余りは、そのほとんどが町営住宅・駐

車場使用料の未収分です。その詳細につきましては、資料ナンバー７の９ページで、後ほどご確

認いただきたいと思います。 

次に４ページ、５ページをお開き下さい。１２款「国庫支出金」の収入未済額２億３９８万円

余りは、社会資本整備総合交付金、学校施設環境改善交付金、公共土木施設災害復旧の補助金に

関する事業繰越です。１３款「県支出金」の収入未済額６億２，７５４万円余りは、農山漁村地

域整備交付金事業、がけ崩れ防災事業、農林業施設災害復旧事業等の繰越でございます。１５款

「寄附金」の収入済額２，１９７万円余りは、ふるさと応援等の寄附金でございます。１９款「町

債」の収入済額は、１１億４，３７１万円余りで、対前年度比３億１，２００万円余りの増となっ

ております。収入未済額２億３，２６０万円は、農林水産業債、土木債、教育債、災害復旧事業

債の事業繰越でございます。一番下の収入済額合計は、１０５億２，３５６万４，５５０円で、

対前年度比８億３３３万円余り、率にして７．１％の減となっています。 

 次に６ページ、７ページをお開きください。歳出の主なものをご説明致します。２款「総務費」

の支出済額は、１０億７，９５７万５，８８６円で、対前年度比４億８，１１１万円余りの減で

す。３款「民生費」の支出済額は、２４億８，８６４万５，３７３円で、対前年度比４億１，０

９１万円余りの減となっております。６款「農林水産業費」の支出済額は、７億２，３７５万４，

４７８円で、対前年度比 1億８，９４５万円余りの減となっております。繰越は、農業振興費及

び林業施設費の事業でございます。８款「土木費」の支出済額は、１０億４０８万８，８３７円

で、対前年度比１億６，４３３万円余りの増です。繰越は、道路橋梁費、河川及び防災費、内子

運動公園費の事業でございます。 

 次に８ページ、９ページをお開きください。１０款「教育費」の支出済額は、１４億９３５万

１，９８６円で、対前年度比１億２，３２９万円余りの増となっております。繰越は、学校諸費

及び学校給食費の事業です。１１款「災害復旧費」の支出済額は、４億１，３１７万１，７９７

円で、対前年度比２億３，１１８万円余りの増となりました。繰越は、農林業施設及び公共土木

施設の災害復旧事業でございます。一番下の支出済額合計は、９９億９，３９５万８，７２６円

で、対前年度比１０億２，０１６万円余り、率にして９．３％の減となっております。 

次に決算書の１６８ページをご覧ください。物品の所有状況でございます。取得価格が５０万

円以上の「重要物品」につきまして、年度内の増減を一覧表に掲載しております。詳細につきま

しては、後ほどご確認いただきたいと思います。 

次に１６９ページをご覧ください。債権です。奨学資金貸付金の状況ですが、貸付金が８６６

万４，０００円、返済金は９６１万５，０００円で、年度末の貸付現在高は６，６９２万３，０

００円になっております。 

次に１７０ページ、１７１ページをお開きください。基金の決算です。主なものを説明いたし

ます。３番「地域福祉基金」の６２５万円余りは、積立でございます。３，１４３万円余りの減

につきましては、愛媛大学寄付講座に充てるための２，２００万円とリハビリ用健康機具購入に

９４０万円余りを繰出したものでございます。７番「公共施設整備基金」です。債権の欄 1億６

６０万円余りを預金に変更し、利息を含めた 1億７３０万円余りを積立てております。また、債
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権の欄、１億８，２２０万円余りは、余剰金を積立てたものでございます。 

１７１ページに移りまして、１９番「エコロジータウン内子ふるさと応援基金」は、寄附金と

その利息で１，１７５万円余りが増となっており、寄附金の返礼品と学校図書購入のため６９３

万円余りを繰出ししております。２２番「教育振興基金」は、一般の方からの寄附金６００万円

余りが増となっており、減につきましては内子運動公園プール開園の記念行事、日露交歓コンサー

ト等の事業に１４４万円余りを繰出ししております。一番下の右、基金の年度末現在高合計額は、

６３億３，０７１万円余りです。 

次に、資料ナンバー７の９７ページをご覧いただきたいと思います。公有財産の異動でござい

ます。土地につきましては、「新深山荘」の用地取得等で、３，１００㎡余り増えております。 

 次に右側の建物でございます。消防団詰所、からり直売所、自治会館等の解体・建築の増減で、

延面積５２０㎡増えております。以上で、議認第６号「平成３０年度一般会計決算」の説明とさ

せていただきます。 

 続きまして、議認第７号から議認第１１号までの「各特別会計歳入歳出決算」につきましてご

説明いたしますので、資料ナンバー５特別会計決算書の２ページ、３ページをご覧ください。小

田高校寄宿舎特別会計です。まず、歳入です。１款「寄宿舎事業収入」の収入済額は４７５万２，

６００円、これにつきましては部屋の使用料です。その使用料は月２万６，７００円で、寮生の

数は最も多い時で１８名でございました。３款「諸収入」の１１３万円余りは、部屋の光熱水費

代でございます。歳入合計は、一般会計繰入金３８５万３５８円を含め、９７３万４，７２５円

です。 

次に、１０ページ、１１ページをお開き下さい。歳出です。寄宿舎の一般管理費２６９万円余

りと、施設管理費２０２万円余り、寮生の給食費５００万円余りとなっています。歳出合計は、

９７３万４，７２５円でございます。 

 次に、１４ページ、１５ページをお開き下さい。国民健康保険事業特別会計でございます。こ

の事業は、これまで各市町単位で運営してまいりましたが、運営そのものを安定させようと、平

成３０年度から愛媛県と各市町とで共同運営をスタートさせています。そのため予算の一部が県

に移行となり、町の予算規模及び構成は若干、縮小されております。まず、歳入です。１款「国

民健康保険税」の収入済額は、３億４，４０６万３，５５８円で、対前年度比６，３５０万円余

りの減です。また、調定額に対する収入率は、９１．２％です。不納欠損額は、３４名分の１７

８万円余り、保険税の収入未済額は、３，１３７万円余りとなっております。歳入合計は、２０

億６，７８１万４３５円で、対前年度比５億３，５８５万円余りの減となっています。 

次に１６ページ、１７ページをお開き下さい。歳出です。２款の「保険給付費」１４億５５９

万円余りが主なものでございます。歳出合計は、１９億９，１８８万８４７円で、対前年度比４

億９，２６１万円余りの減となっています。 

次に４０ページ、４１ページをお開きください。介護保険事業特別会計です。この事業は、財

源の半分を担っています介護保険料の負担を安定させるため、３年ごとに負担率を改定しており

ます。人数が増えている 1号被保険者の負担率を上げ、減少している２号被保険者の率を下げる

調整が続いているところでございます。まず、歳入です。１款「保険料」の収入済額は、４億３，

２１６万７，３００円で、その保険料を納めていただく６５歳以上の１号被保険者数は、年度末
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現在で６，４４２名です。また、不納欠損額が７９万円余り、収入未済額は、１，３５４万円余

りとなっております。その詳細につきましては、資料ナンバー７の６８ページで、後ほどご確認

いただきたいと思います。１０款「繰入金」は、一般会計からの繰り入れで、３億７，２５７万

円余りとなっております。歳入の合計は、２６億４，１５３万３，４４５円で、対前年度比７，

２０２万円余りの増でございます。 

次に４２ページ、４３ページをお開き下さい。歳出です。主なものは、２款の「保険給付費」

で２４億２，７９０万２，３０３円になっております。なお、要支援・要介護者数は、年度末現

在で１，３３１名です。歳出合計は、２５億８，８０４万５，６６８円で、対前年度比７，１２

２万円余りの増となっております。 

次に７８ページ、７９ページをお開き下さい。介護保険サービス事業特別会計でございます。

まず歳入です。１款サービス収入は、利用者１９３名のケアプラン作成にかかる収入９５１万１，

３００円でございます。２款「繰入金」は、一般会計からの繰入金８１９万４，３５３円で、歳

入合計は１，７７０万円余りとなっております。 

 次に８０ページ、８１ページをお開き下さい。歳出です。１款、総務費の支出済額は１，０６

５万５３円で、そのほとんどが人件費です。２款、事業費は、ケアプランの外部委託等の経費７

０５万５，６００円でございます。歳出合計は１，７７０万円余りとなっております。 

次に、９２ページ、９３ページをお開き下さい。後期高齢者医療保険事業特別会計でございま

す。まず歳入です。１款、後期高齢者医療保険料の収入済額は、１億３，６６６万１，２７２円

で、年度末の被保険者数は３，７６８名となっております。収入未済額は、４８万１，２８０円

です。３款「繰入金」の９，０３８万５，７０７円は、一般会計からの繰入れで、歳入合計は２

億３，２０３万円余りとなっております。 

最後に、９４ページ、９５ページをお開き下さい。歳出です。その主なものは、２款「後期高

齢者医療広域連合納付金」で、２億２，５２１万３９０円、歳出合計は２億２，８３１万円余り

となっております。以上で、議認第６号から議認第１１号「平成３０年度一般会計決算及び特別

会計決算」の説明とさせていただきます。ご審議の上、認定賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） 監査委員から、審査意見書が、提出されておりますので、報告を求めま

す。 

○代表監査員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査員登壇〕 

○代表監査員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。 

 お手元の資料８のピンクの仕切紙の後にあります、「平成３０年度一般会計・特別会計決算審査

意見書」の２７ページをご覧ください。総括意見としてまとめさせていただいております。地方

自治法第２３３条に基づく、平成３０年度における一般会計・特別会計の歳入歳出決算審査は、

代表監査委員の私、赤穂、議員選出の監査委員である山本議員及び監査委員事務局により、会計

課作成の「決算資料」を中心に、内子町監査基準に掲げる行政監査の考えを取り入れ実施致しま

した。その結果、各会計の決算書及び関係調書等は予算並びに関係法令に準拠して作成されてお

り、誤りのないものと認めました。全体的には、評価できることも数多く見受けられましたが、
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今後、検討あるいは留意されたい事項も見受けられましたので、具体的な意見は、次のとおりで

ございます。 

まず、１番、一般会計予算額に対する不用額についてです。不用額は、歳出予算現額から支出

済額及び翌年度繰越額を控除し残ったお金であり、見方によっては、無駄な予算執行と言われて

いる予算の使い切りを行っていないことでもあります。大切なことは、不用額発生の原因です。 

良い不用額の発生事例としては、事業の効率的な執行の節約、競争原理を生かした入札による残

金、予見し難いため万一に備え余裕を持たせた予算などが挙げられます。今回の決算審査では、

いずれの事例も見受けられました。一方、良くない事例としては、予算編成時の調査・検証不足

による過大見積もり、予算執行上の管理不足など、多様な理由が挙げられますが、今回の決算審

査では、このような事例は見受けられませんでした。新たに、執行管理票を活用するなど、的確

な予算の執行管理ができていました。引き続き、予算執行事務管理の徹底や、早めの決算見込み

と不用額の把握に努め、補正予算での対応、あるいは、将来のための基金として活用するなど、

限られた財源の最大限の活用に努めていただきたいと思います。 

次に、２番、一般会計委託料及び工事請負費についてであります。競争性、透明性、経済性の

確保についてですが、驚くほど多くの業務が外注で執行されており、これは、民間の活性化や事

務の効率化に繋がり評価できることでもあります。大切なことは、この財源が税金であることに

鑑み、「より良いものをより安く調達しているか」で、最少の経費で最大の効果を挙げるという地

方自治法の精神と趣旨がいかに生かされているかであります。今回の決算審査では、競争性・透

明性・経済性を踏まえ、更には地元業者の受注機会の確保を図る地域要件を考慮した競争入札、

比較見積もりが行われており、適正な予算執行が行われていました。特に、昨年７月に発生した

豪雨災害対応に追われる中にあっても、適正に執行されており、評価できるものです。また、三

業者以上の見積もりによる随意契約については、指名競争入札に改善した事例も見受けられまし

た。近年、入札・契約制度は多様化しています。それぞれのメリット・デメリットを念頭に、そ

れぞれの事業に見合った最良の方法を検討され、引き続き、適正な契約執行に努めていただきた

いと思います。 

２８ページをご覧ください。留意事項についてですが、不正に繋がりやすい随意契約、あるい

は複数年契約となる長期継続契約については、法的根拠が重要です。執行伺い決裁書類には、根

拠となる条項、理由の記載漏れがないように留意願います。今回の決算審査では、契約の内容は

適正で根拠となる条項は確実に記載されているものの、理由の記載漏れ事例が一部の部署で散見

されました。なぜこの条項に該当するのか、その理由の明確な記載を徹底願います。加えて、電

算、システム関連の委託費用については、当初のシステム等の導入時に入札を行った以後におい

ては、ほとんどの場合、当初の落札業者との随意契約となりますが、常に「サービスの対価」で

あることを念頭に置き、引き続き、必要性と契約金額の妥当性を十分に検討願います。工事の現

地検査についてですが、多くの工事から抽出した工事について、「内子町監査基準」による工事検

査の着眼点を参考に書類検査と現地検査を実施しました。着眼点としては、契約と執行は適正か。

設計書どおりに工事が施工されているか。設計・金額・工期、変更理由は適正かであります。 書

類検査と現地検査の結果、それぞれの工事ともに適正に執行されていました。特に変更について

は、事前に目視でき予測できる場合や関連する設備の経過年数の確認など、十分な調査と準備に
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より、適正な執行に努めていただきたいと思います。また、工事の各段階や竣工時の検査におい

ては、発注仕様書のとおりの成果・効果が出ているかという観点からも厳正な検査を行うよう留

意願います。 

次に、３番、滞納についてであります。町税をはじめ、国民健康保険税、貸付金、負担金、使

用料等の全体の滞納は、次の「滞納額の推移」のとおり、平成２２年度以降は減少傾向が継続し

ており、平成３０年度は、対前年度比で１，３１６万３，０００円の減少となっています。これ

は、厳しい経済と高齢化の状況下で、職員の皆様方が長期にわたり、日々頑張られた成果である

と思います。また、税務課主導の「内子町債権管理対策会議」等による緊密な連携によるもので

あり、高く評価できるものであります。徴収事務は、自主財源の確保、公平な負担、行政の信頼

につながるものです。滞納については、今後とも、法令に基づき、初期対応に積極的に取り組み、

現年分の徴収が収入未済とならないよう努めるとともに、過年分を含め、その解消に一層努力し

ていただきたいと思います。 

同じく２９ページの中ほどをご覧ください。町税の徴収率は、次の「町税の徴収率の推移」の

とおりで、平成３０年度は徴収率９８．０５％となっています。具体的には、法令に基づく厳正・

的確な滞納整理、高額・悪質事案の愛媛県地方税滞納整理機構への引継ぎ、振替納税の利用勧奨

などの結果であり、高く評価できるものです。２９ページの一番下をご覧ください。一方、全体

的に滞納が減少している中、徴収率の低い町営住宅・駐車場使用料、住宅新築資金等貸付金につ

いては、引き続き、必要に応じて、専門家とも相談し、滞納者はもとより連帯保証人にも接触し、

厳正な対応をしていただきたいと思います。 

次に、４番、資金運用についてです。資金の運用については、歳計現金のこまめな定期預金運

用、数年前から長期債券、国債による積極的運用を行っています。今後とも、関係課との緊密な

連携のもと、安全確実を旨とした運用に努めていただきたいと思います。ここで大事なのは、「そ

の時に、最も効率的で、安全であろうと判断」した「意思決定の過程」を記録しておき、説明責

任を果たせるようにしておくことです。地方自治体は、もうけ主義ではなく、安全確実な運用が

重要であります。 

 次に、５番、情報化、ＩＣＴ化対応についてです。社会保障・税番号制度の導入や更なる情報

化、ＩＣＴ化が進展しています。ここで重要なのは、個人情報及びデータの保護は適正に行われ

ているか、職員への情報管理やシステムの周知・研修・監査・点検が十分に行われているかであ

ります。平成３０年１０月に初めて実施された担当部署による監査や例年の研修は、大変有効で

あります。情報管理の徹底、セキュリティの確保に引き続き、厳格な対応をお願い致します。 

 最後に、内子町の財政は、健全財政です。これは、短期で成し遂げたものではなく、これまで

の議会及び理事者の皆様方の地道な改革と改善に取り組まれた成果であると思います。今後も、

過疎化と人口減少、少子・高齢化の進行など、厳しい地域の現状が続くと思われます。加えて、

７ページにも記載しております、第８表で示しておりますとおり、一般会計における自主財源は

約２２％、依存財源は約７８％の状況でございます。これまで同様に補助金制度の積極的な活用、

基金の適正な積立と活用により、事業の選択と適時適切な実施に努めていただきたいと思います。

内子町の更なる進展を望み、決算審査報告と致します。 

○議長（森永和夫君） 議認第６号から議認第１１号までの平成３０年度 各会計歳入歳出決算
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認定について、の説明と報告が終わりました。これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。「議認第６号」から「議認第１１号」までの決算認定６件は、予算決

算常任委員会に付託し、開会中に審査することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議認第６号」から「議認第１１号」の決算認定６件は、予算決算常任委員会に付託し

することに決定致しました。 

ここで暫時休憩を致します。午後１時から再開致します。 

 

午前１１時５０分 休憩 

 

午後 １時００分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  日程第１５ 議案第３９号 平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１６ 議認第１２号 平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１５ 議案第３９号 平成３０年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について」及び「日程第１６ 議認第１２号 平成３０年度内子町水道事業会計決算の認

定について」以上の２件を一括議題とします。 

本案について説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第３９号「平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の処分」につい

て、議認第１２号「平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定」につきましては、その内容を

建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定・ご認定賜りますようお

願い申し上げます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 「議案第３９号、平成３０年度内子町水道事業会計剰余金

の処分について」、「議認第１２号、平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定について」につ

きましては、関連がございますので、一括して説明をさせていただきます。資料につきましては、

議案第３９号は議案資料１の１５ページから、また議認第１２号は資料６の決算書でございます。 
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まず、議案資料１の１５ページをお開きください。平成３０年度内子町水道事業会計では、利

益剰余金が生じましたので、その処分につきまして議会の議決を求めるものでございます。水道

事業剰余金処分につきましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定によりまして、毎事業年

度生じた利益の処分は、条例の定めるところにより、議会の議決を経て行わなければならないこ

ととなっております。 

次の１６ページに処分計算書を記載しております。未処分剰余金３，００２万３，３８７円を

処分額といたしまして、その処分先でございますが、企業債の償還に充てる目的の減債積立金に

２，００２万３，３８７円。欠損金を埋める目的の利益積立金に１，０００万円を積み立てまし

て、処分するものでございます。 

次に議認第１２号、平成３０年度内子町水道事業会計決算認定についてご説明致します。資料

につきましては、別冊資料６でございます。 

２ページをお開き下さい。まず収益的収入でございます。１款の事業収益が、４億５，３７７

万５，８３９円で前年度に比べ１．９７％の減額となっております。１項の営業収益は、２億７，

５３４万８，９９６円で給水収益でございます。２項の営業外収益は、一般会計補助金、雑収入

等で１億７，８３７万９，３５５円となっております。 

次３ページの支出でございます。１款の水道事業費用におきましては、４億１，１２８万１，

３６０円で前年度と比べ８．３６％の減となっております。１項の営業費用におきましては、３

億６，５５４万９，６０７円で、２項の営業外費用は４，５５４万２，７５３円でございます。 

続いて、４ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございま

すが、1 款資本的収入におきまして、総額で３億７７７万９，５９６円でございます。対前年度

比６２．６９％の減額となっております。 

続きまして、５ページの支出でございます。１款資本的支出総額４億３，４９２万８６０円で

対前年度比５７．５５％の減額となっております。収入支出とも減額となったことは、簡易水道

事業の統合に伴う上水道事業第７次拡張事業のうち、満穂地区の整備が完了したことが要因と

なっております。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、１億２，７１４万１，２６

４円につきまして、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度消費税等資本的収支調整額

で補填しております。詳細につきましては、６ページに記載しておりますので、お目通しをお願

いします。 

続きまして、７ページをお開きください。損益計算書でございます。まず、営業収益でござい

ますが、給水収益から加入金まで合わせまして２億５，５００万３，９１５円でございます。次

に営業費用でございますが、原水及び浄水費からその他の営業費用まで合計で３億５，６７４万

６，７５４円でございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業損失は、１億１７４万

２，８３９円となっております。続きまして、営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益ま

での合計で、１億７，７６５万７，３６７円でございます。営業外費用が４，５７４万６，１１

２円となっており、このことによります経常利益は、３，０１６万８，４１６円となっておりま

す。これに特別利益、特別損失を考慮しまして、当年度純利益は３，００２万３，３８７円でご

ざいます。従いまして、平成３０年度未処分利益剰余金は３，００２万３，３８７円となります。

この剰余金処分につきましては、議案第３９号でご説明いたしましたが、内子町水道事業の利益
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及び資本剰余金の処分等に関する条例第２条第１項のとおり、処分するものでございます。８ペー

ジから９ページには剰余金計算書を、１０ページには、剰余金処分計算書の案を記載しておりま

すのでお目通しをお願い致します。 

 １１ページから１３ページには、平成３１年３月３１日現在の内子町水道事業貸借対照表を記

載しており３１年３月３１日現在では、資産及び負債・資本とも合計７２億１，８３８万４，１

２８円となっております。１６ページには、キャッシュ・フロー計算書を、１７ページ以下には、

事業報告などの関連資料を記載しておりますので、お目通しをお願い致します。 

 以上、簡単ですが、議案題３９号平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の処分について及び、

議認第１２号平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定についての説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） 監査委員から、審査意見書が、提出されておりますので、報告を求めま

す。 

○代表監査員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査員登壇〕 

○代表監査員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。お手元の資料８のブルーの仕切紙の後にあ

ります「平成３０年度内子町公営企業会計決算審査意見書」の３ページをご覧ください。地方公

営企業法第３０条に基づく平成３０年度内子町公営企業決算審査は、代表監査委員の私、赤穂、

議員選出の監査委員である山本議員及び監査委員事務局により、実施致しました。４番に記載し

ております、審査の結果のとおり、審査に付された決算報告書、財務諸表、事業報告書及び附属

明細書は、関係法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿等と符合し正確であり、当事業の経

営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認めました。また、運営状況についても、地方

公営企業法の趣旨に沿って経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう効率的な運営

がなされているものと認めました。 

 １４ページをご覧ください。公営企業のうち、水道事業に係る具体的な意見をまとめさせてい

ただいております。まず、１番、経営状況についてです。平成２８年４月１日付で全ての簡易水

道事業と統合して、３年目の経営状況であり、その状況を示す「損益計算書」では、水道事業の

正常な収益力を示す経常利益は３，０１６万８，４１６円、当年度未処分利益剰余金は３，００

２万３，３８７円となっており、良好であります。 

次に、２番、財政状態についてです。財政の状態を示す「貸借対照表」による財政比率は、次

のとおりで、良好であります。固定資産対長期資本比率は、９２．６６％となっています。流動

比率は、２３８．６３％となっています。負債比率は、６２．８７％となっています。 

次に、３番、資本的収入及び支出における不足額の取扱いについてであります。資本的収入及

び支出では、第７次拡張事業のうち満穂地区の整備が完了したため、企業債借入、国庫補助金の

受給、建設改良費等が前年度に比べ減少しています。収入総額が支出総額に対して１億２，７１

４万１，２６４円の不足額が生じておりますが、この不足額は、過年度分損益勘定保留金、減債

積立金、当年度消費税等資本的収支調整額で適正に補てん処理が行われていました。 

次に、４番、工事請負契約及び業務委託契約についてであります。工事請負、委託業務の契約
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にあたっては、競争原理を生かした経済性のある適正な入札契約が行われていました。 

次に、５番、資金運用についてであります。水道事業の資金の運用については、平成２７年以

降、内子町水道事業資金管理方針規定に基づき、内子町水道事業資金運用会議を設置し、歳計現

金のこまめな定期預金運用、近年、長期債券、外国債、メキシコ国債やフランス社債による積極

的運用を行っています。先ほどの一般会計・特別会計決算審査意見の繰り返しになりますが、今

後とも、関係課との緊密な連携のもと、安全確実を旨とした運用に努めていただきたいと思いま

す。ここで大事なのは、「その時に、最も効率的で、安全であろうと判断」した「意思決定の過程」

を記録しておき、説明責任を果たせるようにしておくことであります。 

次に、６番、今後の経営についてあります。人口減少に伴い料金収入の伸び悩みが予想される

中、簡易水道事業との統合で、施設の老朽化等による修繕及び更新、耐震化、水道料金等、多く

の課題が考えられます。特に、近年、有収率の低下が懸念されます。具体的な数値は、平成３０

年度が７１．００％、平成２９年度が７２．１７％、平成２８年度が７５．２１％、平成２７年

度が７７．４２％となっており、簡易水道との統合後、低下が顕著となっております。参考とし

て、平成２９年度の類似自治体の全国平均有収率８０．９９％を大きく下回っております。有収

率の減少は、送水・配水管の老朽化による漏水が一つの原因と考えられ、計画的に漏水調査を実

施し早期対応を行い、安定した給水のため、漏水件数を減らす努力を行っているところですが、

更なる効果的な取組が必要です。令和２年３月末に完了予定の耐震化計画等策定業務委託及び内

子町水道事業経営戦略策定支援業務委託の結果を踏まえ、引き続き、長期的な展望に立って課題

解決に取り組み、統合の目的である広域的受益の均衡化、経営の効率化と基盤の強化を図り、安

心で安全な水道水の安定供給に、一層努められることを願い、水道事業の決算審査報告と致しま

す。 

○議長（森永和夫君） 議案第３９号及び議認第１２号の説明と報告が終わりました。これより、

質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。それでは、お諮りしま

す。「議案第３９号」及び「議認第１２号」の２件は、予算決算常任委員会に付託することにした

いと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第３９号」及び「議認第１２号」の２件は、予算決算常任委員会に付託すること

に決定しました。 

 

  日程第１７ 議案第４０号 平成３０年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１８ 議認第１３号 平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

○令和議長（森永和夫君） 「日程第１７ 議案第４０号 平成３０年度内子町下水道事業会計

剰余金の処分について」及び「日程第１８ 議認第１３号 平成３０年度内子町下水道事業会計

決算の認定について」以上の２件を一括議題と致します。 
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 本案について説明を求めます 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４０号「平成３０年度内子町下水道事業会計剰余金の処分」につ

いて、議認第１３号「平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定」につきましては、その内

容を建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定・ご認定賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議案第４０号、平成３０年度内子町下水道事業会計剰余金

の処分について、議認第１３号、平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定につきましては、

関連がございますので、一括して説明をさせていただきます。資料につきましては、議案第４０

号は議案資料１の１８ページからでございます。資料につきましては、資料番号６の決算書の中

程になりますが、あさぎ色の仕切りからございます。よろしくお願いします。内子町下水道事業

会計決算書からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議案資料１の１８ページをお開きください。平成３０年度内子町下水道事業会計で、

利益剰余金が生じましたので、その処分につきまして議会の議決を求めるものでございます。下

水道事業剰余処分につきましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定よりまして、毎事業年

度生じた利益の処分は、条例の定めるところにより、議会の議決を経て行わなければならないこ

ととなっており、次の１９ページに処分計算書を記載しております。未処分剰余金７８万９，５

７１円を処分額といたしまして、その処分先でございますが、企業債の償還に充てる目的の減債

積立金に積み立てまして、処分するものでございます。 

次に、議認第１３号、平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定についてご説明致します。

資料につきましては、別冊資料６のあさぎ色の所から内子町下水道事業会計決算書でございます。 

２ページをお開き下さい。まず収益的収入でございます。1 款の事業収益が、２億７，７９２

万２，７４１円となっております。１項の営業収益は、８，０９４万７，１８１円で下水道使用

料でございます。２項の営業外収益は、一般会計補助金、雑収入等で、１億９，６９６万９，５

６０円となっております。 

次に３ページの支出でございます。１款の下水道事業費用におきましては、２億７，７０５万

６，９１３円となっております。内訳と致しましては、１項の営業費用は、２億４，５９１万５，

１７７円で、主なものは、委託料、減価償却費でございます。２項の営業外費用は３，１０２万

３，２６８円となっており、主に企業債利息でございます。 

続いて、４ページをお願いします。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございま

すが、1款資本的収入におきまして、総額で８，０３９万７，４６２円でございます。 

続きまして５ページの支出でございます。１款資本的支出総額１億４，１２６万６，６１７円

となっており、主なものは、第２項の企業債償還金でございます。資本的収入額が資本的支出額
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に対し不足する額６，０８６万９，１５５円につきまして、当年度分損益勘定留保資金、当年度

消費税等資本的収支調整額で補填しております。詳細につきましては６ページに記載しておりま

すのでお目通しをお願いします。 

続きまして７ページをお開きください。損益計算書でございます。まず、営業収益でございま

すが、下水道使用料、その他営業収益を合わせまして７，４９８万１，２７３円でございます。

次に営業費用でございますが、官渠費からその他の営業費用まで合計で２億４，０３３万３，４

４０円でございます。営業収益から営業費用を差し引きました営業損失は、１億６，５３５万２，

１６７円となっております。続きまして、営業外収益は、他会計補助金から雑収益までの合計で、

１億９，６９７万１３円でございます。営業外費用が３，０７２万４，１４０円となっており、

このことによります経常利益は、８９万３，７０６円となっております。これに特別利益、特別

損失を考慮致しまして、当年度純利益は７８万９，５７１円となっております。従いまして、平

成３０年度未処分利益剰余金は７８万９，５７１円となります。この剰余金処分につきましては、

議案第４０号でご説明致しましたように、内子町下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関

する条例第２条第１項のとおり、処分するものでございます。８ページ、９ページには剰余金計

算書を、それから１０ページにおきましては、剰余金処分計算書の案を記載しておりますのでお

目通しをお願い致します。 

 １１ページから１３ページにつきましては、平成３１年３月３１日現在の内子町下水道事業貸

借対照表を記載しておりまして、平成３１年３月３１日現在では、資産及び負債・資本とも合計

で４４億５，１１８万５，４７２円となっております。１６ページには、キャッシュ・フロー計

算書、１７ページ以下には、事業報告などの関連資料を記載しておりますので、お目通しをお願

い致します。以上、簡単ですが、議案第４０号平成３０年度内子町下水道事業会計剰余の処分に

ついて及び、議認第１３号平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定についての説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） 監査委員から、審査意見書が、提出されておりますので、報告を求めま

す。 

○代表監査員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 赤穂英一代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査員登壇〕 

○代表監査員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。お手元の資料８のブルーの仕切紙の後にあ

ります「平成３０年度内子町公営企業会計決算審査意見書」の３ページをご覧ください。４番の

審査の結果につきましては、先ほど水道事業の報告の方でも申し上げましたが、審査に付された

決算報告書、財務諸表、事業報告書及び附属明細書は、関係法令に準拠して作成され、計数は関

係諸帳簿等と符合し正確であり、当事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認

めました。また、運営状況についても、地方公営企業法の趣旨にそって経済性を発揮するととも

に、公共の福祉を増進するよう効率的な運営がなされているものと認めました。 

続いて、２７ページをご覧ください。公営企業のうち、下水道事業に係る具体的な意見をまと

めさせていただいております。 
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まず、１番、経営状況についてです。平成２９年４月１日から地方公営企業法を適用して、地

方公営企業に移行し、経営状況の明確化・適切な施設管理など効率的な事業運営を目指すととも

に、使用料金の改定を行っております。移行２年目の経営状況は、「損益計算書」で見ると、下

水道事業の正常な収益力を示す経常利益は８９万３，７０６円、当年度未処分利益剰余金は７８

万９，５７１円となっております。また、維持管理費の経費回収率は、９２．３４％と平成２９

年４月の料金改定以降、必要とされる１００％に近づいてきております。 

２番、財政状態についてであります。財政の状態を示す「貸借対照表」による財政比率は、次

のとおり、厳しい項目もあり、一般会計からの多額の繰り入れで賄っている状況にあります。固

定資産対長期資本比率は、１０２．５６％。流動比率は、３６．２９％となっています。負債比

率は、４６．１９％となっています。 

次に、３番、資本的収入及び支出における不足額の取扱いについてです。資本的収入及び支出

では、企業債償還金が大きな要因として６，０８６万９，１５５円の不足額が生じております。

また、不足額は、当年度分損益勘定保留金、当年度消費税等資本的収支調整額で適正に補てん処

理が行われておりました。 

次に、４番、工事請負契約及び業務委託契約についてであります。工事請負、委託業務の契約

にあたっては、競争原理を生かした経済性のある適正な入札契約等が行われていました。 

最後、５番、今後の経営についてであります。人口減少に伴い下水道使用料収入の伸び悩みが

予想される中、８５．５８％に留まっている水洗化率のアップ、施設利用率を参考とした施設の

適正規模の在り方の検討、施設の老朽化を見据えた長寿命化対策、汚水処理費の低減化、使用料

金等、多くの課題が考えられます。令和２年３月末に完了予定の内子町下水道事業経営戦略策定

支援業務委託の結果を踏まえ、引き続き、長期的な展望に立って課題解決に取り組み、安定的な

サービスの提供、維持可能な下水道事業の経営の効率化を図るため、一層努められることを願い、

下水道事業の決算審査報告と致します。 

○議長（森永和夫君） 「議案第４０号」及び「議認第１３号」の説明と報告が終わりました。

これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

それでは、お諮りします。「議案第４０号」及び「議認第１３号」の２件は、予算決算常任委

員会に付託することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第４０号」及び「議認第１３号」の２件は、予算決算常任委員会に付託するこ

とに決定致しました。 

 

  日程第１９ 議案第４１号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例について 
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○議長（森永和夫君） 「日程第１９ 議案第４１号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の

抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４１号「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革

を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」に

つきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律の施行に伴い、関係する条例の一部を一括改正するものでございます。 

その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方からご説明を致します。 

議案書１の２１ページをお開きください。本案については、平成２８年１１月１８日に成立し

た「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係する条例の一部を一括改正する条例

となっております。今年の１０月 1日より、消費税が８％から１０％に引き上げられることに伴

い、施設の使用料等を改正するとともに、それに合わせて、現在の施設の使用実態等に基づく利

用区分等の改正等も行っております。今回、本条例で一部を改正する条例は、第 1条の内子町手

数料徴収条例外３０条例でございます。各条で、関係する条例の一部を改正する形となっており

ます。それでは、条例案につきましてご説明を申し上げます。議案書１の２２ページから４１ペー

ジにかけて条例案を掲載させていただいております。また、議案説明資料１０の１ページから２

８ページにかけまして、新旧対照表を掲載しております。議案説明資料１０の新旧対照表では、

改正箇所を分かりやすく朱書きとしておりますので、説明にあわせまして、改正内容並びに改正

後の金額等をご確認いただけたらと思います。第１条では、内子町手数料徴収条例の一部改正を

行います。租税特別措置法の規定に基づく優良宅地造成の認定申請手数料の改正です。第２条で

は、御祓生活改善センター条例の一部改正を行います。２階和室、調理室の使用料と、「別表（第

９条関係）」を「別表（第１０条関係）」に改正しております。第３条では、内子町参川地区体育

館条例の一部改正を行います。体育等の区分に、新たに「町内」と「町外」を設け、利用時間・

利用目的毎に使用料を改正しております。合わせて、「別表（第７条関係）」を「別表（第８条関

係）」に改正しております。第４条では、内子町立学校施設の開放に関する条例の一部改正を行い

ます。天神小学校と内子中学校の屋内運動場において、２面を使用する際の使用料を改正してお

ります。第５条では、内子町共生館条例の一部改正を行います。各室の利用時間毎の基本使用料、

結婚式場及び披露宴会場としての１回の基本使用料を改正しております。合わせて、「別表（第９
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条関係）」を「別表（第１０条関係）」に改正しております。第６条では、内子町文化交流センター

スバル条例の一部改正を行います。各室の使用時間ごとの使用料、設備・備品毎の使用料を改正

しております。第７条では、内子町森の里研修センター条例の一部改正を行います。各室の使用

料及び表記の改正、並びにトレーニングルームについては、「町内」「町外」の区分を新たに設け

る改正をしております。第８条では、今生集会所条例の一部改正を行います。集会所の利用方法

に応じた使用料並びに表記を改正しております。第９条では、内子町城の台公園条例の一部改正

を行います。各施設における利用区分・時間ごとの使用料を改正しております。なお、体育館の

アリーナ、舞台の体育行事以外の利用の町内料金を改正しております。第１０条では、内子町交

友館条例の一部改正を行います。夜間における施設使用料を改正しております。第１１条では、

内子町社会体育施設条例の一部改正を行います。屋外の各夜間照明施設の使用料を改正しており

ます。第１２条では、内子町五十崎体育館条例の一部改正を行います。利用時間・区分毎の使用

料を改正しております。第１３条では、内子町民会館条例の一部改正を行います。各室の利用時

間毎の基本使用料と、結婚式場及び披露宴会場としての 1回の基本使用料を改正しております。

第１４条では、内子町文化伝習センター条例の一部改正を行います。各施設・室、利用時間ごと

に、普通の場合、宴会の場合の使用料を改正しております。第１５条は、内子町就業改善センター

条例の一部改正を行います。２階の項を削除し、３階各室の時間区分毎の料金を改正しておりま

す。第１６条では、内子町農村活性化センター条例の一部改正を行います。使用区分・利用時間

ごとの使用料を改正しております。第１７条では、内子町村前ふれあいセンター条例の一部改正

を行います。使用区分・利用時間毎の使用料を改正しております。第１８条では、内子フレッシュ

パークからり条例の一部改正を行います。各施設の利用区分・目的・時間毎などの利用料金と、

備考中の表記を改正しております。第１９条では、内子町農村交流施設条例の一部改正を行いま

す。上川交流施設、立石交流施設における、利用方法毎の利用料金を改正しております。第２０

条では、内子町林業センター条例の一部改正を行います。各室の利用時間毎の使用料と、結婚式

場及び披露宴会場としての使用料を改正しております。第２１条では、内子町護国駐車場条例の

一部改正を行います。大型の一般駐車使用料（日額）、小型の定期駐車使用料（月額）を改正して

おります。第２２条では、内子町八日市・護国町並保存センター条例の一部改正を行います。時

間区分ごとの使用料を改正しております。第２３条では、五十崎特産センター条例の一部改正を

行います。当施設の区分に応じた利用料金を改正しております。第２４条では、内子町内子スポー

ツセンター条例の一部改正を行います。時間区分・利用区分ごとの利用料金を改正しております。

第２５条では、内子町小田深山観光施設条例の一部改正を行います。種別ごとの利用料金を改正

し、テニスコートの項を削除しております。第２６条では、内子町下町駐車場条例の一部改正を

行います。有料分の月額使用料を改正するものでございます。第２７条では、内子町都市公園条

例の一部改正を行います。利用区分、利用者区分、利用時間ごとの使用料及び摘要中の表記の改

正を行っております。第２８条では、内子町飲料水供給等施設条例の一部改正を行います。第３

条第２項中、「別表第３に定める額に１００分の１０８」を「別表第２に定める額に１００分の１

１０」に、第１４条中、「１００分の１０８」を「１００分の１１０」にそれぞれ改正しておりま

す。第２９条では、内子町下水道条例の一部改正を行います。第１６条に規定する使用料につい

て、一般汚水については基本料金、超過料金を、湯屋汚水については、排除汚水量１立方メート
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ルの料金を改正しております。第３０条では、内子町道路占有料徴収条例の一部改正を行います。

第２条第２項中、「１．０８」を「１．１０」に改正しております。第３１条では、内子町公共物

管理条例の一部改正を行います。第５条関係別表備考中、「１００分の１０８」を「１００分の１

１０」に改正しております。なお、最後の附則につきまして、附則１におきましては、本条例の

施行期日は令和元年１０月 1日とし、附則２において、経過措置を定めております。 

 以上で説明とさせて頂きます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

これより、「議案第４１号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

めの消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について」の

採決を行います。 

本案を原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第２０ 議案第４２号 内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２０  議案第４２号内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４２号「内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例」に

つきましては、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでござ

います。その内容につきましては、住民課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願い致します。 

○住民課長（二宮善徳君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 二宮住民課長。 

〔二宮善徳住民課長登壇〕 

○住民課長（二宮善徳君） 議案第４２号内子町印鑑登録証明事務条例の一部改正についてご説

明申し上げます。資料ナンバー１の議案書では４２ページから、資料ナンバー１０の議案説明書

では２９ページからになります。内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例を別紙のよ

うに定めることにつき、議会の議決を求めるものでございます。主な改正事項の提案理由と致し
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ましては、市町村が行う印鑑登録事務について準拠すべき事項を定めた印鑑登録証明事務処理要

領の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。この事務処理要領の改正は男

女共同参画、女性活躍推進の観点から住民基本台帳法施行令などの改正をされ、令和元年１１月

２日から申請をした方に限り、住民票や個人番号カードに旧氏、いわゆる旧姓のことですが、現

在の氏と併記する取り扱いが開始されることになります。この取り扱いに伴い、旧氏、旧姓によ

る印鑑登録も行うことができるようにするため、印鑑登録証明事務処理要領が改正されました。

具体的な町の条例と致しましては、議案説明資料２９ページ、中ほどですが、登録できる印鑑と

して第５条第２項第１号及び第２号、登録事項としては、第６条第３号に旧氏を追加することに

なります。 

次の３０ページ、第１２条１号及び第１５号については、旧氏が追加されることにより、必要

な改正をおこなうものです。また、今回の条例改正に合わせて性別に関わりなく自分らしく生き

ることができる男女共同参画社会の実現に向けて、性同一性障害などの性的マイノリティの方に

配慮するため、印鑑登録証明書に男女の別を記載しないこととするため、説明資料では２９ペー

ジの下の方になりますが、現行の第６条第５号及び、３０ページの中ほど、第１２条第３号の男

女の別の項目を削除しております。以上、議案第４２号の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご決定賜わりますようよう、お願いを申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。                                 

 お諮りします。「議案第４２号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第４２号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

  日程第２１ 議案第４３号 内子町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２１ 議案第４３号 内子町税条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４３号「内子町税条例の一部を改正する条例」につきましては、

地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものでござい

ます。その内容につきましては、税務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い致します。 

○税務課長（𠮷川博徳君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 𠮷川税務課長。 

〔𠮷川博徳税務課長登壇〕 

○税務課長（𠮷川博徳君） それでは、議案第４３号内子町税条例の一部を改正する条例につき

まして、ご説明申し上げます。 

議案書１の４４ページをお開き下さい。地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の

議決を求めるものでございます。「内子町税条例の一部を改正する条例」の条文は４５ページです。 

次に、議案説明資料１０の３１ページをお開きください。今回改正の「内子町税条例の新旧対

照表」となっております。税条例の改正の概要につきましては、説明資料でその内容を説明させ

ていただきます。軽自動車税の環境性能割の非課税の特例第１５条２の３です。改正の理由につ

きましては、令和元年１０月１日の消費税率１０％への引き上げに伴い、自動車取得税が廃止さ

れ、新たに軽自動車税に環境性能割が導入されます。この環境性能割は町の税ですが、賦課徴収

の特例により、当分の間、県が賦課徴収することになります。県が賦課徴収を行う間における軽

自動車税環境性能割の非課税について、県と同一の取り扱いをするためのものです。軽自動車税

環境性能割の非課税とは、日本赤十字社が所有する軽自動車が該当致します。以上で、議案第４

３号「内子町税条例の一部を改正する条例」の説明と致します。よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第４３号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第４３号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

ここで暫時休憩します。午後２時５分より再開します。 

 

午後 １時５３分 休憩 

 

午後 ２時 ５分 再開 

 

○議長（森永和夫君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第２２ 議案第４４号 内子町へき地保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（森永和夫君） 「日程第２２ 議案第４４号 内子町へき地保育所保育料徴収条例の一

部を改正する条例について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４４号「内子町へき地保育所保育料徴収条例の一部を改正する条

例」につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴う保育料の見直しのため、条例の一部を改正

するものでございます。 

内容につきましては、保健福祉課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願いいたします。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） それでは、議案書１の４６ページをお開きください。議案第

４４号「内子町へき地保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について」でございます。幼

児教育・保育の無償化に伴う保育料見直しのため、内子町へき地保育所保育料徴収条例の一部を

改正するものでございます。 

 改正条例案につきましては４７ページ、そして、議案書１０の議案説明資料の３２ページ、そ

ちらに新旧対照表を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。石畳へき地保育園につきま

しては、内子町独自の保育施設として開設をしております。本年１０月より開始される幼児教育・

保育の無償化で国が示す無償化の対象施設にはなっておりません。町では、他の保育施設同様に

利用料を無償化することとし、条例の第２条を「保育料は、特定教育・保育施設等の利用者負担

額を基準として町長が定める。ただし、町長が必要と認めた時は、これを減額し、または免除す

ることができる。」と改めるものでございます。保育園・幼稚園の利用者負担額につきましては、

内子町子ども子育て支援法施行規則において規定をされておりまして、その規則につきましては

無償化に対応するため規則の一部改正を１０月１日付で行う予定としておるところでございます。

今回、この条例の一部改正により無償化対象施設と同様に石畳へき地保育園の３歳以上児の利用

料を無償化させるための改正でございます。以上、議案第４４号の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。                                 

 お諮りします。「議案第４４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。 

  これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第４４号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

日程第２３ 議案第４５号 内子町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 
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○議長（森永和夫君） 「日程第２３ 議案第４５号 内子町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４５号「内子町水道事業給水条例の一部を改正する条例」につき

ましては、水道法及び水道法施行令改正並びに、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、条例の一部を改正する

ものでございます。 

その内容につきましては、建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願いいたします。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議案第４５号内子町水道事業給水条例の一部改正について

ご説明申し上げます。議案書１の４８ページからでございます。議案説明資料の１０は３３ペー

ジからでございます。 

それでは、議案書の１の４８ページでございますが、提案理由と致しましては、水道法及び水

道法施行令改正並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、内子町水道事業給水条例の一部を改正するもので

ございます。詳細につきましては、説明資料１０の３３ページからの新旧対照表でご説明致しま

す。まず８条の第４項につきましては、税率の改正に伴う改正でございまして、１００分の１０

８を１００分の１１０に改めるものでございます。次の１１条第４項の第５条から第６条の改正

は、上位法の改正に伴うものでございます。 

３４ページの第１９条第２項は、１８９０円を１９８０円へ改めるものでございます。第２６

条第１項は税率の改正に伴いまして、１００分の１０８を１００分の１１０に改めるものでござ

います。付則の第７項につきましては、元号の改正並びに税率の改正に伴い、１００分の１０８

を１００分の１１０に改めるものでございます。別表第１の文言の改正は他の条文との整合を図

るための改正でございます。また、別表第２の改正につきましては、上位法の改正に伴うもので

ございます。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第４５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。 

これに、ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第４５号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第２４ 議案第４６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２４ 議案第４６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止す

る条例について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４６号「内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例」につき

ましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行による幼児教育・保育の無償化に

伴い、条例を廃止するものでございます。その内容につきましては、学校教育課長に説明致させ

ますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） それでは、議案書１の５０ページをお開きください。議案第４６

号、内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例についてご説明を申し上げます。 

内容につきましては、議案説明資料１０の３５ページからでございます。本年１０月１日から

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行による幼児教育・保育の無償化に伴いまして、

関係条例を廃止するものでございます。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第４６号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第４６号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

日程第２５ 議案第４７号 内子町立公民館利用条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２５ 議案第４７号 内子町立公民館利用条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４７号「内子町立公民館利用条例の一部を改正する条例」につき

ましては、平成３０年１２月２１日付け社会教育法に係る文部科学省総合教育政策局地域学習推

進課事務連絡及び、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、条例の一部を改正するものでございます。その内容

につきましては、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

ようお願い致します。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） それでは、議案第４７号「内子町立公民館利用条例の一部を

改正する条例について」ご説明申し上げます。 

資料１議案書の５２ページをお開きください。この件の改正条文につきましては、５３から５

６ページに改正条文を、また、資料１０の議案説明資料の４０から４４ページに新旧対照表など

を添付をさせていただいております。内容につきましては、「資料１０議案説明資料」の新旧対

照表などによりご説明させていただきます。まず、新旧対照表の４０ページに掲載しております

条文をご覧ください。公民館利用条例第１条第１項第３号の「直接又は間接を問わず営利を伴う

行事のために利用するとき」を削り、第４号を第３号に、また、第５号を第４号とするものでご

ざいます。 

改正の根拠につきましては、４４ページをお開きください。４４ページの上の段に掲載してお

ります、社会教育法の第２３条でございますけれども、「公民館は次の行為を行ってはならない」

と定め、その第１項第１号で「もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館

の名称を利用させその他営利事業を援助すること」とされており、この条文によりまして、内子

町公民館利用条例では、第１条第１項第３号において、営利を伴う利用を禁止してまいりました。

しかし、同じ４４ページ中段の事務連絡では、社会教育法第２３条第１項の解釈と致しまして、

「本規定の趣旨は、公民館が法第２０条に掲げる目的を没却して専ら営利のみを追及することや、

特定の営利事業に対して、使用回数や使用時間、使用料等に関して優遇するなど特に便宜を図り、

それによって当該事業に利益を与えることを禁止するもので、公民館が営利事業に関わることを

全面的に禁止するものではない」と示されていることから、この解釈と、営利を伴う利用を禁止

する条例の間に矛盾が生じることから、今回条例を改正するものでございます。 

次に、説明資料の４０から４３ページの別表第１から第４の新旧対照表でございますけれども、

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する

等の法律の施行に伴い、公民館利用条例第３条に規定する自治センター・自治会館の使用料を別

表第１から第４のとおり改正するものでございます。なお、４１ページの上の方に、内子自治セ

ンターの大会議室がございますが、このたびこの部屋の飲食を禁止と致したく、宴会の場合の金
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額を削除致しております。以上、議案第４７号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の

上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りまします。「議案第４７号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第４７号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

日程第２６ 議案第４８号 五十崎特産センターの指定管理者の指定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２６ 議案第４８号 五十崎特産センターの指定管理者の指定

について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４８号、五十崎特産センターの指定管理者の指定につきまして

は、去る８月７日に開催しました内子町公の施設指定管理者選定委員会の審査結果報告に基づく

指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定より、議会の議決を求める

ものでございます。 

 その内容につきましては、産業振興課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い致します。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

〔入海孝産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（入海孝君） それでは、議案第４８号、五十崎特産品センターの指定管理者の

指定につきましてご説明させていただいたらと思います。「資料１議案書」では５７ページ、「資

料１０議案説明資料」では４５ページをご覧いただきたいと思います。 

議案書５７ページでございますが、平成２６年１０月１日から「五十崎特産センター」の指定

管理者として「有限会社しあわせの黄色いハンカチ」を指定しておりましたが、指定期間が本年

９月３０日までとなっております。そのため、公の施設指定管理者選定委員会に諮り、７月５日

から７月２６日の間、公募致しましたところ、１団体より応募がございました。８月７日開催の

指定管理者選定委員会へ諮問答申を頂き、決定したものでございます。地方自治法第２４４条の

２第６項の規定によりまして、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものでございます。

議案書中ほどでございます。「1 指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地」でござい
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ますが、名称は五十崎特産センター、所在地は内子町五十崎甲１７６０番地１でございます。施

設の位置及び写真につきましては、議案説明資料の４５ページに記載をしておりますので、ご覧

をいただきたいと思います。続いて、「２ 指定管理者に指定する団体の住所及び名称」でござい

ます。住所は、内子町五十崎甲１７６０番地１、団体の名称は、有限会社しあわせの黄色いハン

カチで、代表取締役は沖見善嗣さんでございます。指定の期間については、３に記載をしており

ますとおり、令和元年１０月１日から令和６年９月３０日までの５年間とするものでございます。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑にはいります。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 選定委員会の中で有限会社しあわせの黄色いハンカチでございますが、

５年がだいたい期間になってますけど、決算報告書のようなものが選定委員さんに配布されてそ

の中で適任であるというふうな決め方をされているのか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 選定に際しましては、会社の総会資料、決算の時の資料も併せて

添付をさせておりまして、その中で決定をいただいているということでございます。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 今回、指定管理に指定する団体、有限会社しあわせの黄色いハンカチ、こ

の会社の所在地が指定管理をしようとする施設の住所になっているんですが、施設は町有の施設

で管理を委託するんですが、同じ住所に指定しようとする団体の住所があるということに対して

は特に問題はないんでしょうか。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） この施設、管理をする際、会社創設というところで会社の方は出

来上がっております。その際、今の町が委任致します施設の所在地ということで会社謄本、会社

登記ということがなされております。管理上、これを指定から外れるということであれば、また

そちらの方は変更していただくようになろうかと思いますが、現在の委任というところでは支障

がないというふうに理解をしております。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第４８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。 

これに、ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、「議案第４８号」は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

  日程第２７ 議案第４９号 内子町成留屋地区まちづくり施設の指定管理者の指定に 

ついて 

○議長（森永和夫君） 「日程第２７ 議案第４９号 内子町成留屋地区まちづくり施設の指定

管理者の指定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第４９号、内子町成留屋地区まちづくり施設の指定管理者の指定に

つきましては、去る８月７日に開催致しました内子町公の施設指定管理者選定委員会の審査結果

報告に基づく指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定より、議会の

議決を求めるものでございます。 

 その内容につきましては、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願い致します。 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 黒澤自治・学習課長。 

〔黒澤賢治自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（黒澤賢治君） それでは、議案第４９号 内子町成留屋地区まちづくり施設

の指定管理者の指定についてご説明させていただきます。資料１議案書の５８ページ、それか

ら、資料１０議案説明資料の４６ページに位置図及び現況写真をお示し致しておりますので、お

目通しいただければと思います。 

議案書５８ページでございますが、平成２６年１０月１日から「内子町成留屋地区まちづくり

施設」の指定管理者として「村役場を活かす会」を指定しておりましたが、指定期間が本年９月

３０日までとなっております。そのため、公の施設指定管理者選定委員会に諮り、７月５日から

７月２６日まで公募致しましたところ、１団体より応募があり、８月７日開催の公の施設指定管

理者選定委員会へ諮問、答申をいただき、決定したものでございます。地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものでございます。議案

書中ほど、１番の指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地でございますけれども、（１）

の名称は大瀬の館。所在地は、内子町大瀬中央４６１０番地１。そして（２）の名称が大瀬の米

蔵。所在地は、内子町大瀬中央４５９１番地でございます。施設の位置及び写真につきましては、

資料１０議案説明資料の４６ページでございます。ご覧をいただければと思います。 

続きまして、２の指定管理者に指定する団体の住所及び名称でございますけれども、住所は、

内子町大瀬中央４６１０番地１、団体の名称は村役場を活かす会で、会長は、折本正範さんでご

ざいます。指定の期間につきましては、３に記載のとおり、令和元年１０月１日から令和６年９
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月３０日までの５カ年間とするものでございます。以上、説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第４９号」は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第４９号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定致しました。 

 

  日程第２８ 議案第５０号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

  日程第２９ 議案第５１号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号）について 

  日程第３０ 議案第５２号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号）について 

  日程第３１ 議案第５３号 平成３１年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）に 

ついて 

○議長（森永和夫君） 「日程第２８ 議案第５０号 平成３１年度内子町一般会計補正予算

（第３号）について」「日程第２９ 議案第５１号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）について」「日程第３０ 議案第５２号 平成３１年度内子町介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）について」「日程第３１ 議案第５３号 平成３１年度内子町

水道事業会計補正予算（第２号）について」以上４件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 補正予算関係資料９をご用意ください。議案第５０号「平成３１年度内

子町一般会計補正予算（第３号）」について、議案第５１号「平成３１年度内子町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）」について、議案第５２号「平成３１年度内子町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）」について、議案第５３号「平成３１年度内子町水道事業会計補正予算（第

２号）」について、一括してご説明を申し上げます。 

まず、水色の仕切りでございます。議案第５０号、平成３１年度内子町一般会計補正予算（第

３号）についてご説明致します。１ページをご覧下さい。平成３１年度内子町一般会計補正予算

（第３号）は、歳入歳出それぞれ３億８，２７４万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を１０２億７，５１２万４，０００円とするものでございます。前年度の９月補正後予算と比較

して１０億６，４５６万６，０００円、９．４％の減額となっております。 
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１０ページをお願いします。表の右下でございます。補正額の財源内訳合計欄に示しておりま

すように、一般会計補正予算（第３号）に充当致します財源は、国県支出金が３，２０５万５，

０００円、地方債が２億２，５００万円、一般財源として２，３１５万６，０００円としており

ます。 

まず、主な歳入をご説明申し上げます。１１ぺージでございます。１０月からの幼児教育の無

償化に伴い、７款２項１目、子ども・子育て支援臨時交付金として９６２万４，０００円、１０

款２項２目、民生費負担金は、１，８１０万４，０００円の減額、１２款１項１目、民生費国庫

負担金として１，３１７万１，０００円。 

１２ページでございます。１３款１項２目、民生費県負担金として６５８万５，０００円など

の補正を致しております。そのほかの歳入補正としましては、１２ページの下段でございます。

防災行政無線戸別受信機整備事業の財源として、１６款１項１目、基金繰入金として公共施設整

備基金繰入金１億１，０００万円。 

１３ページでございます。１９款１項７目、消防債として、消防詰所新築事業財源を含む消防

施設整備事業債２億２，５００万円の補正をおこなっております。 

これらの特定財源で不足する額につきましては、１２ページの下段でございますが、財政調整

基金から２，９６０万４，０００円の繰り入れを行うことと致しております。 

 次に、主な歳出をご説明致します。１４ページでございます。２款１項８目 安全安心まちづ

くり推進費、１９節の負担金、補助及び交付金として、自治会及び区が管理する防犯灯をＬＥＤ

防犯灯へ改修する経費の一部を補助する防犯灯改修補助に６６万３，０００円同じく１４ページ

の下段でございます。２款１項９目、企画費、１５節の工事請負費として、町に寄贈していただ

いた元二宮家に付属している老朽化した建物の解体・撤去整備工事に５３５万７，０００円。 

１６ページの中段でございます。３款２項２目、保育園費、２０節の扶助費として認可外施設

利用者の無償化に伴う「子どものための施設等利用給付費」に３４８万円。 

１７ページの中段でございます。６款２項２目、林業振興費、１９節の負担金、補助及び交付

金として、まず、林業事業体における職員の労働安全対策の充実、技術及び技能の向上、福利厚

生の充実を図ることを目的とした森林整備担い手確保育成対策事業補助に５２３万５，０００円。

鳥獣被害防止総合対策事業・緊急捕獲活動支援事業補助に４５２万７，０００円など９８１万２，

０００円でございます。１７ページの下段でございます。８款２項２目、道路橋梁維持修繕費、

１５節の工事請負費として、県道坊屋敷小田線災害復旧工事完了に伴う迂回路撤去工事に４００

万７，０００円。１７ページの下段でございます。８款３項１目、河川及び防災費、１９節の負

担金、補助及び交付金として、本年１２月７日、８日に内子町で開催予定のシクロクロス全日本

選手権実行委員会補助として２００万円。 

１８ページの中段でございます。８款４項１目、都市計画総務費、１５節の工事請負費として、

龍王球場夜間照明施設の制御盤老朽化に伴う改修工事に１５２万９，０００円。続いて、下段で

ございます。９款１項３目、消防施設費、１５節の工事請負費として、天神５部詰め所新築工事

に１，３７１万円。９款１項４目、防災費、１５節の工事請負費として、近年多発する自然災害

発生時に迅速かつ確実な情報伝達を行うため、住民から要望のある防災行政無線戸別受信機整備

費に３億２，３２１万３，０００円。 
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１９ページでございます。９款１項４目、防災費、１９節の負担金、補助及び交付金として、

地域防災力の更なる向上を図ることを目的とした自主防災組織活性化支援事業補助に１２０万円。

続いて、中段でございます。１０款１項３目、教育諸費、１９節の負担金、補助及び交付金とし

て、幼稚園の無償化に伴う公立幼稚園等食材料費、副食費負担金に、１０８万円などを計上して

おります。 

続きまして、オレンジ色の仕切りでございます。「議案第５１号」、平成３１年度内子町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）でございます。１ページをご覧下さい。平成３１年度内

子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳出それぞれ７，１７８万６，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を２１億６，４０４万８，０００円とするものでございます。

内容につきましては、７ページに記載しております。 

７ページをご覧ください。平成３０年度の繰越金の確定にともない、歳入の補正とあわせまし

て、平成３０年度普通交付金の年度末処理として、愛媛県国民健康保険団体連合会より町へ返還

された２月診療分の差額を、本年１０月末までに愛媛県に返還する償還金を計上致しておるとこ

ろでございます。 

続きまして、ピンク色の仕切りでございます。「議案第５２号」、平成３１年度内子町介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）でございます。１ページをご覧下さい。平成３１年度介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出それぞれ３，２０６万９，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を２６億８９４万６，０００円とするものでございます。内容は７ページ、８

ページをご覧ください。ここに記載しておりますとおり、平成３０年度の繰越金の確定にともな

いまして、歳入の補正とあわせまして、介護給付費等の確定に伴う国・支払基金への返還金を計

上しておるところでございます。 

最後に、浅黄色の仕切りでございます。「議案第５３号」、平成３１年度内子町水道事業会計補

正予算（第２号）でございます。９ページの附属資料、補正予算説明書をご覧下さい。平成３１

年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）は、収益的支出におきまして、検針員の減により、

委託料から臨時雇賃金への組み替えをおこなっております。 

１０ページをご覧下さい。資本的収入及び支出におきましては、有価証券の売却益及び購入の

ため、それぞれに１億円の増額補正をおこなっております。以上で、補正予算の説明を終わりま

す。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 防災行政無線の戸別受信機が希望者に今回設置されると思うんですけ

ど、第１回目だけの希望で計画されていると思うんですけど、これもまたいろいろとメール配信

されだして、あれで十分分かるじゃないかという人もおったり、全体の放送は聞けても個別の放

送は聞けないから戸別受信機は申請しとった方がよかったとかいろんな言う人がいると思うんで

すけど、旧内子とか旧五十崎にどこの地域にどのくらいの要望があったかということがもし分か

るようでしたら教えていただいたらと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 
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○議長（森永和夫君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今回、戸別受信機の整備ということで、予算要求をさせていただいて

おります。その内訳を申し上げますと、全部で２，５９９個の整備を考えてございます。こちら

旧町単位でまとめておりますが、まず、内子地区につきましては、１，０８４台。五十崎地区に

つきましては、６９９台。小田地区につきましては、６６３台。その他主要事業所等１３３台分

を計画をしてございます。こちらにつきましては昨年のちょうどこの頃でございましたでしょう

か、要望調査をおこなったところでございます。あわせて、各主要施設にも当然、避難所として

利用する施設にも必要だろうということでその必要分を計画をしております。今回、要望させて

いただいている個数でございますが、調査に基づく個数を要望させていただいておりますけれど

も、メール配信システムも少しずつではありますけれども普及はしておりますが、今、若干伸び

が止まっているような状況。それからメール配信ソフトがあったら、戸別受信機は要らないのか

という考え方については、そういうふうにはならないというふうに考えておりますし、特に今回、

戸別受信機を整備する箇所につきましては、土砂災害の警戒エリアとか浸水警戒区域、このあた

りに位置する場所につきましては、９１％の場所が該当をしております。当然、我々としては必

要な箇所数だろうというふうに判断して今回は、２，５９９台要求させていただいておりますけ

れども、当然、今後におきましても多少増減あろうと思います。その時につきましては、柔軟な

対応で対応していかなければいけないと考えておりますけれども、今後、大規模な設置にはなら

ないだろうと考えておりまして、今後は一般財源でできる限り対応していくというような形で対

応していきたいと思います。それから貸与という形になりますので、必要なくなった世帯につい

ては返却をいただくということも考えられますので、今後増減ということについては当然、起こ

り得るというふうに考えております。 

○議長（森永和夫君） 他にありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

お諮りします。「議案第５０号」から「議案第５３号」までの４議案は、予算決算常任委員会

に付託することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第５０号」から「議案第５３号」までの４議案は、予算決算常任委員会に付託

することに決定致しました。 

 

  日程第３２ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第３２ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 
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〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」でございます。人権擁護委員である﨑本修一氏が、令和元年１２月３１日で任期満了を迎え

るため、その後任として、竹内優司氏を人権擁護委員候補者に推薦致したく、議会の意見を求め

るものでございます。竹内氏は、昭和２８年８月８日のお生まれでございまして、内子町寺村２

５５８番地１にお住まいでございます。農協職員として長く職務に精励された後、会社役員を歴

任されるなど、人格、識見共に優れておられます。一方で、人権問題にも関心が高く、様々な事

象への対応能力にも長けておられ、人権擁護委員に適任であると存じます。よろしくご審議の上、

ご同意賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

 お諮りします。「諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は、

これを適任とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員であります。よって本案は、これを適任とすることに決定致し

ました。 

 

  日程第３３ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第３３ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」でございます。人権擁護委員である向井清氏が、令和元年１２月３１日で任期満了を迎える

ため、その後任として亀井勝氏を人権擁護委員候補者に推薦致したく、議会の意見を求めるもの

でございます。亀井氏は、昭和２６年３月２６日のお生まれで、内子町本川２７２０番地にお住

まいでございます。小田町役場、内子町役場職員として、人権・同和教育に長年携わり、地域住

民の多様な問題に関わった経験から、人権問題解決の知識と教養を持ち備えておられます。現在

は、少年警察協助員、駐在所連絡協議会員を務められるなど、様々な事象への対応能力にも長け

ておられ、人権擁護委員に適任であると存じます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお

願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 
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 お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

 お諮りします。「諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は、

これを適任とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員であります。 

よって、本案はこれを適任とすることに決定致しました。 

 

日程第３４ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（森永和夫君） 「日程第３４ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」でございます。人権擁護委員である名本高成氏が、令和元年１２月３１日で任期満了を迎え

るため、引き続き名本高成氏を人権擁護委員候補者に推薦致したく、議会の意見を求めるもので

ございます。名本氏は、昭和２３年８月１２日のお生まれで、内子町城廻２７０番地１にお住ま

いでございます。愛媛県立高等学校教諭在職中は深く人権教育に携われ、また、愛媛県教育委員

会人権同和教育課にも出向され、人権同和教育の普及啓発に努められました。平成２２年９月か

ら平成２９年３月まで、うちこ福祉館館長を務められ、現在は大洲地区人権擁護委員協議会会長

として、人権問題の解決や地域福祉向上に向け積極的に取り組まれておられ、人権擁護委員に適

任であると存じます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い致します。 

○議長（森永和夫君） これより、質疑にはいります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件でございますので、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

 お諮りします。「諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」は、

これを適任とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員であります。 

よって、本案はこれを適任とすることに決定しました。 

 

○議長（森永和夫君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了致しました。本日、各常任委員会

及び予算決算常任委員会に付託しました、議案の審査報告については、９月１８日の本会議でお

願いします。次の本会議は、９月１８日、午後３時に開会致します。 

 本日は、これをもって散会致します。 
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午後 ３時０２分 閉会 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 

 

 



令和元年 9 月第 105 回内子町議会定例会 

‐ 92 ‐ 

  



令和元年 9 月第 105 回内子町議会定例会 

- 93 - 

令和元年９月第１０５回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   令和元年９月 ３日（火） 

○開会年月日   令和元年９月１８日（水） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君  

８番  大 木   雄 君         ９番  山 本   徹 君 

１０番  才 野 俊 夫 君        １１番  下 野 安 彦 君 

 １２番  林     博 君        １３番  山 崎 正 史 君 

  １４番  寺 岡   保 君        １５番  中 田 厚 寬 君         

 

○欠 席 議 員   ７番  泉   浩 壽 君 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  𠮷 川 博 徳 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会 計 管 理 者  稲 葉   勉 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課課長  林   愼一郎 君     産業振興課長  入 海   孝 君 

小 田 支 所 長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  松 岡 裕 樹 君      

教 育 長  山 岡   晋 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  黒 澤 賢 治 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  和 氣  啓 介 君 

 

○議事日程（第１２号） 

令和元年９月１８日（水）午後 ３時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議認第 ６号 平成３０年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議認第 ７号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第 ５ 議認第 ８号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ６ 議認第 ９号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ７ 議認第１０号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ８ 議認第１１号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ９ 議案第３９号 平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１０ 議認第１２号 平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定について 

日程第１１ 議案第４０号 平成３０年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

日程第１２ 議認第１３号 平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

日程第１３ 議案第４２号 内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第４３号 内子町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第４４号 内子町へき地保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第４５号 内子町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第４６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例について 

日程第１８ 議案第４７号 内子町立公民館利用条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第４８号 五十崎特産センターの指定管理者の指定について 

日程第２０ 議案第４９号 内子町成留屋地区まちづくり施設の指定管理者の指定について 

日程第２１ 議案第５０号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第２２ 議案第５１号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第２３ 議案第５２号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２４ 議案第５３号 平成３１年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第２５ 議員派遣の件 

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２７ 

 

午後 ３時００分 開会 

○議長（森永和夫君） 只今、出席議員１４名であります。欠席届が泉 浩壽議員から提出され

ております。それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

  日程第 １  会議録署名議員の指名 
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○議長（森永和夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１９条の規定により、議長において、１番、大西 啓介議員、２番、関根 律之議員を

指名します。 

 

  日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（森永和夫君） 日程第２ 議事日程通告をします。本日の「議事日程」は、お手元に配

布しております、議事日程第１２号のとおりであります。 

まず、「平成３０年度内子町下水道事業会計決算書」について、理事者から発言を求めたい旨の

申し出がありましたので、これを許可し、理事者に説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 去る９月４日の本会議におきましてご提案申し上げました「議認第１３

号 平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定について」でございますが、議案資料６の「平

成３０年度内子町公営企業会計決算書」中、「平成３０年度内子町下水道事業会計決算書」の６

ページに掲載しております「補てん財源明細書」につきまして、記載内容に誤りがございました。

これは、担当部局の確認不足によるもので、調整前の資料を誤って製本したことによるものでご

ざいます。なお、６月２１日から７月２９日にかけて実施された決算審査には、間違いのない資

料を提出し、監査委員の審査を受けておるところでございます。去る９月９日の予算決算常任委

員会におきましてその旨をご説明申し上げ、議員各位にはご理解を頂き、「補てん財源明細書」を

差し替えさせて頂いたところでございます。これまでも、議会資料につきましては十分に注意し、

さらにチェックを重ね、誤りなきようにと再三に渡り指導をしておりますが、今回このような事

態を招きましたことにつきまして、私の指導、監督が不十分であったということで、議員の皆様、

そして監査を頂きました赤穂代表監査委員、山本監査委員に対しまして、心からお詫びを申し上

げる次第でございます。本当に申し訳ございませんでした。今後は、資料のチェック体制を今一

度見直し、決裁の仕組みを強化することで、このようなミスが二度と起きないよう万全を期す所

存でございます。誠に申し訳ございませんでした。 

○議長（森永和夫君） 只今の町長の説明に対する質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これから議事日程に従って提出議案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 議認第 ６号 平成３０年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第 ４ 議認第 ７号 平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

  日程第 ５ 議認第 ８号 平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

  日程第 ６ 議認第 ９号 平成３０年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
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  日程第 ７ 議認第１０号 平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

  日程第 ８ 議認第１１号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第３ 議認第６号 平成３０年度内子町一般会計歳入歳出決算の

認定について」から「日程第８ 議認第１１号 平成３０年度 内子町後期高齢者医療保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」までの６件を一括議題とします。予算決算常任委員長に

審査の経過並びに結果について報告を求めます。 

中田委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長(中田厚寬君) 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田厚寬予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長(中田厚寬君)  ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、予

算決算常任委員会に付託されました、「議認第６号 平成３０年度内子町一般会計 歳入歳出決

算の認定について」から、「議認第１１号 平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」の６件について、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等

につきましては、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議認第

６号」から「議認第１１号」までの６件は「原案のとおり認定すべきもの」とするものでござい

ます。去る９月９日、１０日、１１日の３日間の日程で委員会を開催し、平成３０年度各会計の

決算について、「歳入歳出決算書」、「決算資料」、「わが町の家計簿」、および各課で作成された説

明資料等に基づき、「事業執行において、どのような効果があったのか。住民の福祉の向上にどう

寄与しているのか。」を基本として審査を行いました。審査における経過及び主な質疑等について

ご報告を致します。 

まず、一般会計決算からご報告致します。総務費関係では、「移住希望者に対して、町営住宅の

活用を考えてみては。」との質問に対し、「町営住宅の入居には所得制限などもあり、設置目的が

違う。移住希望者には、それぞれの状況にあった対応をしていきたい。」との答弁がありました。

「ふるさと納税は、返礼品だけではなく、どのように町で有効に使われたか、が大事なことだと

考えるが、基金の今後の活用は。」との質問に対し、「内子町を応援したいという納税者のお気持

ちを大事にしながら検討していきたい。」との答弁がありました。 

徴税費関係では、「軽自動車税では、車検を受ける年だけ納税する人もいるのではないか。」と

の質問に対し、「延滞金も含め２年分納税しないと納税証明書を出していない。」との答弁があり

ました。農林水産業費関係では、「新規就農者の支援のための農業次世代人材投資資金が今年度か

ら大幅に減額されたと聞くが。」との意見に対し、「県と市町との政策連携の協議の中で、国に対

し予算確保の申し入れをすることになっている。」との答弁がありました。 

民生費関係では、「五十崎地区には隣保館が無いが、どのようにして人権相談業務を行っている

のか。」との質問に対し、「生活相談員が自宅へ出向いて相談を受けている。」との答弁がありまし

た。「保育所費負担金について、給料の差し押さえをした内容についての説明を。」との質問に対

し、「差し押さえは最終的な手段であり、法令にもとづいておこなっている。また、生活費は一定
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程度確保した中で可能な範囲で実施している。」との答弁がありました。「子どもの人口が増えて

いる要因に、内子が住みやすい、子育てがしやすい、というような理由があるのか。」との質問に

対し、「はっきりとした理由はわからないが、各課横断的に調査を実施して、次の総合計画の後期

計画に反映させるようしていきたい。」との答弁がありました。「重度心身障がい者の方の保護者

が亡くなった場合の町の対応は。」との質問に対し、「心身障害者扶養共済制度などの経済的な援

助、また成年後見制度や介護保険施設の利用など、一人一人の状況に合わせて対応していきたい。」

との答弁がありました。 

土木費関係については、「町営住宅使用料の滞納額が増えているが、その対策は。」との質問に

対し、「生活困窮者もおり対応に苦慮しているが、文書督促や戸別訪問、連帯保証人との連絡など

で徴収率を上げていきたい。」との答弁がありました。 

商工費関係では、「旧深山荘解体後の跡地にコンクリート擁壁が残っているがその経緯は。」と

の質問に対し、「国からの借地であるが、今後も駐車場として活用していきたいと考えており、コ

ンクリートが見えないよう景観に配慮したい。」との答弁がありました。「ダイニングアウトの継

承イベントの開催は。」との質問に対し、「内子版ダイニングアウトというものを実行委員会の中

で開催する方向で検討している。」との答弁がありました。 

衛生費関係では、「増え続ける不法投棄への対策は。」との質問に対し、「今年、龍宮堰へ監視カ

メラを設置したが、効果が出にくい。」との答弁がありましたが、「設置したアピールをもっとす

べきではないか。」との意見がありました。 

教育費関係では、「通級指導教室の設置について、その見通しは。」との質問に対し、「県教委の

判断になるため見通しは立っていないが、内子エリアへの設置を要望していきたい。」との回答が

ありました。「首都圏での小田高校のＰＲ活動の成果は。」との質問に対し、「まだ実績はないが、

小田高校と同じような状況の学校が情報連絡を取り合う「地域みらい協議会」へ参加し、共同で

取り組むことによって、成果を上げたい。」との答弁がありました。「運動公園のプール改修が終

わったが、利用促進のための何か計画はあるのか。」との質問に対し、「現在、内子運動公園全体

は改修中であるが、来年には日本スポーツマスターズ軟式野球の会場に決まっており、様々なイ

ベントを通して周知を図っていきたい。」との答弁がありました。５つの特別会計については、そ

れぞれ質疑はありましたが、福祉や社会生活など住民サービスに直結する事業であり、今後も健

全な運営を続けていただきたいと思います。特に介護保険事業特別会計では、「高齢者虐待相談の

内容は。」との質問に対し、「介護認定を受けた高齢者に対する妻の暴言や年金を家族が搾取した、

金銭面での虐待事例があった。」との答弁がありました。また小田高校寄宿舎特別会計では、「工

事請負費にあるＷｉ－Ｆｉ工事の内容は。」との質問に対し、「すべての寮棟に設置した。」との答

弁がありました。以上、審査状況について報告を致しました。 

採決の結果、平成３０年度における各会計決算は、予算の議決目的及び施策に基づき、執行さ

れていると認められ、よって「議認第６号」から「議認第１１号」は「原案のとおり認定すべき

もの」と決定いたしました。それぞれの事業において、各担当課長より説明を受け、議決した予

算に対し、その執行状況の適否を確認することができました。厳しい財政状況ではありますが、

今後においても健全な財政運営をお願いするものであります。なお、今回の審査において各委員
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から出された意見、要望等については十分検討のうえ、今後の町政運営と来年度の予算編成に反

映させていただきたいことを申し添え、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

中田委員長、席にお戻りください。 

「議認第６号」から「議認第１１号」までの６件は、一括して討論、採決を行いたいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議認第６号」から「議認第１１号」までの６件は、一括して討論、採決を行うこと

に決定致します。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。「議認第６号」から「議認第１１号」に対する委員長報告は「認定」とするも

のです。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議認第６号」から「議認第１１号」までの決算認定６件は、委員長報告のとおり認

定されました。 

 

  日程第 ９ 議案第３９号 平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１０ 議認第１２号 平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第９ 議案第３９号 平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」及び「日程第１０ 議認第１２号 平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定

について」以上の２件を一括議題とします。予算決算常任委員長に審査の経過並びに結果につい

て報告を求めます。 

中田委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長(中田厚寬君) 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田厚寬予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長(中田厚寬君)  ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、予

算決算常任委員会に付託されました「議案第３９号 平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の

処分について」、「議認第１２号 平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定について」、の２議

案の審査結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第３９号」、及び「議認第１２

号」は「原案のとおり可決及び認定すべきもの」とするものでございます。議案ごとに、説明を

受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。 
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「議案第３９号 平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づき、

剰余金の処分については「議会の議決を得るもの」とされています。水道事業で生じた利益剰余

金は、３，００２万３，３８７円です。減債積立金に２，００２万３，３８７円を積立し、企業

債の償還に備えるものです。また、残りの１，０００万円を将来の欠損金を埋めるための積立と

して利益積立金に積み立てるものであります。いずれも、法に基づいた適切な処分であると判断

いたしました。採決の結果、「議案第３９号」は、全会一致で可決すべきものと決定致しました。 

「議認第１２号 平成３０年度水道事業会計決算について」は、委員より「監査委員の意見に

もあった有収率の低下について、どのように対策していくのか。」との質問に対し、「漏水調査を

逐次行い、漏水工事をしていく努力を続けたい。」との答弁がありました。予算議決のとおり、

いずれも適正に執行されており、公営企業として安定した経営を行っており、特に問題はなく、

採決の結果、原案のとおり認定すべきものと決定致しました。今後、より一層の企業努力を期待

して、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。 

中田委員長、席にお戻りください。討論、採決は１件ずつ行います。「議案第３９号 平成３０

年度内子町水道事業会計剰余金の処分について」討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第３９号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議認第１２号 平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定について」討論を行いま

す。討論はありませんか。 

これにて討論を終結します。採決を行います。本案に対する委員長報告は「認定」とするもの

です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議認第１２号」は、委員長報告のとおり認定されました。 

 

  日程第１１ 議案第４０号 平成３０年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について 

  日程第１２ 議認第１３号 平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１１ 議案第４０号 平成３０年度内子町下水道事業会計剰余

金の処分について」及び「日程第１２ 議認第１３号 平成３０年度内子町下水道事業会計決算

の認定について」以上の２件を一括議題とします。予算決算常任委員長に審査の経過並びに結果

について報告を求めます。 

中田委員長、登壇願います。 
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○予算決算常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田厚寬予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました、「議案第４０号 平成３０年度内子町下水道事業会計剰

余金の処分について」、「議認第１３号 平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定につい

て」、の２議案の審査結果をご報告申し上げます。審査結果については、「議案第４０号」及び

「議認第１３号」は「原案のとおり可決及び認定すべきもの」とするものでございます。議案ご

とに、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。 

「議案第４０号 平成３０年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について」は、条例に基づ

き、剰余金の処分については「議会の議決を得るもの」とされています。下水道事業で生じた利

益剰余金は、７８万９，５７１円です。減債積立金に全額を積立し、企業債の償還に備えるもの

です。いずれも、法に基づいた適切な処分であると判断致しました。 

採決の結果、「議案第４０号」は、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

「議認第１３号 平成３０年度下水道事業会計決算について」は、予算議決のとおり、いずれ

も適正に執行されており、公営企業として安定した経営を行っており、特に問題はなく、採決の

結果、原案のとおり認定すべきものと決定を致しました。 

今後、より一層の企業努力を期待して、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 報告が終わりました。委員長報告に対する質疑は省略します。採決は議

案ごとに行います。 

 中田委員長、席にお戻りください。討論、採決は１件ずつ行います。「議案第４０号 平成３０

年度内子町下水道事業会計剰余金の処分について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長報告は「可決」です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第４０号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、「議認第１３号 平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定について」討論を行い

ます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。採決を行います。本案に対する委員長報告

は「認定」とするものです。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議認第１３号」は、委員長報告のとおり認定されました。 
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  日程第１３ 議案第４２号 内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１３ 議案第４２号 内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました、「議案第４２号 内子町印鑑登録証明事務条例の一部を

改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付い

たしております審査報告書のとおりであり、審査結果について、「議案第４２号」は「原案のとお

り可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等に

ついてご報告をいたします。今回の改正は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、内子

町印鑑登録証明事務条例の一部を改正するものです。委員の質疑においては、「印鑑登録証明書に

旧氏が表記されるにはどうすればよいのか。」との質問に対し、「住民基本台帳へ旧氏併記の手続

きをしていただいた後、印鑑登録を申請していただければできる。」との答弁でありました。採決

の結果、「議案第４２号」は、全会一致により「原案のとおり可決すべきもの」と決定いたしまし

た。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 久保委員長、席にお戻りください。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 「議案第４２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第４２号」

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

 よって、「議案第４２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第４３号 内子町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１４ 議案第４３号 内子町税条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。久保総務文教常任委員長、登壇願い

ます。 
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○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました、「議案第４３号 内子町税条例の一部を改正する条例に

ついて」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたしております

審査報告書のとおりであり、審査結果について、「議案第４３号」は「原案のとおり可決すべきも

の」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を

いたします。今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条例の

一部を改正するものです。委員の質疑においては、「日本赤十字社の所有する自動車は内子町にあ

るのか。」との質問に対し、「該当する車両はない。」との答弁でありました。採決の結果、「議案

第４３号」は、全会一致により「原案のとおり可決すべきもの」と決定いたしました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

久保委員長、席にお戻りください。これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

「議案第４３号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第４３号」

は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第４３号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１５ 議案第４４号 内子町へき地保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例に 

ついて 

○議長（森永和夫君） 「日程第１５ 議案第４４号 内子町へき地保育所保育料徴収条例の一

部を改正する条例について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

大木産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、

産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第４４号 内子町へき地保育所保育料徴収条

例の一部を改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきまして

は、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議案第４４号」は「原
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案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに

質疑等についてご報告を致します。今回の改正は、幼児教育・保育の無償化に伴う保育料の見直

しのため、条例の一部を改正するものです。委員から、「石畳へき地保育所の子どもの数と今後の

見通しについて」との質問に対し、「入所園児数は現在５名である。４歳児が卒園すると２名にな

るが、その後の出生状況によって変わってくる。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第

４４号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告

申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 大木委員長、席にお戻りください。これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

「議案第４４号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第４４

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立、全員です。 

 よって、「議案第４４号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１６ 議案第４５号 内子町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１６ 議案第４５号 内子町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

大木産業建設厚生常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、

産業建設厚生常任委員会に付託されました、「議案第４５号 内子町水道事業給水条例の一部を

改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付い

たしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、「議案第４５号」は「原案のと

おり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等

についてご報告をいたします。今回の改正は、水道法及び水道法施行令改正並びに、社会保障の

安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の

施行に伴い、条例の一部を改正するものです。委員から、特に質疑はなく、採決の結果、「議案第

４５号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告

申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

大木委員長、席にお戻りください。これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

「議案第４５号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第４５

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第４５号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１７ 議案第４６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１７ 議案第４６号 内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止す

る条例について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。 

去る９月４日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました、議案第４６号「内子

町立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査

経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果について、

議案第４６号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明

を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。今回の改正は、子ども・子育て支援法

の一部を改正する法律の施行による幼児教育・保育の無償化に伴い、条例を廃止するものです。 

委員の質疑においては、「給食費、副食費の無償化の取り組みについても、内子町が愛媛県内

に先駆けて、実施してほしい。」との意見に対し、「現在のところ、財政的には厳しいという認識

である。」との答弁でありました。 

採決の結果、「議案第４６号」は、全会一致により「原案のとおり可決すべきもの」と決定い

たしました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） 久保委員長、席にお戻りください。これより、討論を行います。討論は

ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 
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「議案第４６号」の採決を行います。 本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第４６

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、「議案第４６号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１８ 議案第４７号 内子町立公民館利用条例の一部を改正する条例について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１８ 議案第４７号 内子町立公民館利用条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、

総務文教常任委員会に付託されました、議案第４７号「内子町立公民館利用条例の一部を改正す

る条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきましては、配付いたして

おります審査報告書のとおりであり、審査結果について、議案第４７号は「原案のとおり可決す

べきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご

報告をいたします。今回の改正は、平成３０年１２月２１日付け社会教育法に係る文部科学省総

合教育政策局地域学習推進課事務連絡及び、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、条例の一部を改正するもの

です。委員の質疑においては、「使用料を支払えば誰でも借りることが可能となるが、高齢者をだ

ますような業者に対しての対策は。」との質問に対し、「統一した内規を作成し、悪徳業者に対応

していきたい。」との答弁でありました。また、「今までは営利目的では借りれなかったが、今後

は入場料などとしてチラシに謳っても問題はないのか。」との質問に対し、「使用目的に問題が無

ければ、可能である。」との答弁でありました。採決の結果、「議案第４７号」は、全会一致によ

り「原案のとおり可決すべきもの」と決定致しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。久保委員長、席にお戻り

ください。 

 これより、討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 議案第４７号の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第４７号は

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（森永和夫君） 起立、全員です。 

 よって、議案第４７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 議案第４８号 五十崎特産センターの指定管理者の指定について 

○議長（森永和夫君） 「日程第１９ 議案第４８号 五十崎特産センターの指定管理者の指定

について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

大木産業建設常任委員長、登壇願います。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 大木委員長。 

〔大木雄産業建設厚生常任委員長登壇〕 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） ご報告申し上げます。 

去る９月４日の本会議において、産業建設厚生常任委員会に付託されました、議案第４８号「五

十崎特産センターの指定管理者の指定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等

につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、議案

第４８号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、五十

崎特産センターの指定管理者の指定をすることについて、議会の議決を求めるものです。委員か

ら、「指定管理者となる「しあわせの黄色いハンカチ」の経営内容は。」との質問に対し、「直近

の決算では黒字となっている。」との答弁がありました。採決の結果、議案第４８号は、全会一

致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告

を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。質疑はありません

か。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 只今、委員長から議案第４８号、全員一致で可決すべきものという報告を

受けたわけですが、今、報告の中で指定をしようとする法人の決算の報告も受けたということで

すが、常日頃、５６号線を走っておりましても車の出入りもあまり見ない、人の出入りも見にく

いというこの特産品センターですが、これから５年間指定をして特産品センターの運営が継続で

きるものかという検討はされたのでしょうか。 

○産業建設厚生常任委員長（大木雄君） お答えします。そういう議題は上がりませんでした。 

○議長（森永和夫君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 大木委員長、席にお戻りください。 

これより、討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

議案第４８号の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第４８号は

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

 よって、議案第４８号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２０ 議案第４９号 内子町成留屋地区まちづくり施設の指定管理者の指定に 

ついて 

○議長（森永和夫君） 「日程第２０ 議案第４９号 内子町成留屋地区まちづくり施設の指定

管理者の指定について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。 

久保総務文教常任委員長、登壇願います。 

○総務文教常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 久保委員長。 

〔久保美博総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（久保美博君） ご報告申し上げます。 

去る９月４日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました、議案第４９号「内子

町成留屋地区まちづくり施設の指定管理者の指定について」、審査の結果をご報告申し上げます。

審査経過等につきましては、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果につい

て、議案第４９号は「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、

説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、内子町成留屋地区まち

づくり施設の指定管理者の指定をすることについて、議会の議決を求めるものです。委員の質疑

においては、「大瀬の館では、観光客とお遍路さんで宿泊料に違いがあるのか。」との質問に対し、

「料金は同じで一人４，０００円となっている。お遍路さんの利用が大多数である。」との答弁で

ありました。採決の結果、議案第４７号は、全会一致により「原案のとおり可決すべきもの」と

決定いたしました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） これより、委員長報告に対する質疑をおこないます。質疑はありません

か。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 久保委員長、席にお戻りください。これより、討論をおこないます。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 議案第４９号の採決をおこないます。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第４９号は

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 
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 よって、議案第４９号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２１ 議案第５０号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第３号）について 

  日程第２２ 議案第５１号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号）について 

  日程第２３ 議案第５２号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）について 

  日程第２４ 議案第５３号 平成３１年度内子町水道事業会計補正予算（第２号） 

について 

○議長（森永和夫君） 「日程第２１ 議案第５０号 平成３１年度内子町一般会計補正予算

（第３号）について」から「日程第２４ 議案第５３号 平成３１年度内子町水道事業会計補正

予算（第２号）について」までの４議案を一括議題とします。 

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

中田予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 中田委員長。 

〔中田予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（中田厚寬君） ご報告申し上げます。去る９月４日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました４件の補正予算について、９月６日に全委員１５名出席の

もと、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。審査の結果につきま

しては、配付いたしております審査報告書のとおり、全４議案「原案のとおり可決すべきもの」

でございます。議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

議案第５０号、平成３１年度内子町一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出そ

れぞれ３億８，２７４万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０２億７，５１２万４，

０００円とするものです。一般会計補正予算（第３号）に充当する財源は、国県支出金３，２０

５万５，０００円、地方債２億２，５００万円、一般財源２，３１５万６，０００円となってい

ます。主な歳入については、１０月からの幼児教育の無償化に伴い、子ども・子育て支援臨時交

付金として９６２万４，０００円。民生費負担金は、１，８１０万４，０００円の減額、民生費

国庫負担金として１，３１７万１，０００円。民生費県負担金として６５８万５，０００円など

の補正をしています。そのほかの歳入補正として、防災行政無線戸別受信機整備事業の財源とし

て基金繰入金として公共施設整備基金繰入金１億１，０００万円。消防債として、緊急防災・減

災事業債２億１，３００万円の補正をしています。これらの特定財源で不足する額については、

財政調整基金から２，９６０万４，０００円の繰り入れを行うこととしています。主な歳出予算

ですが、２款総務費においては、工事請負費として、元二宮家住宅附属建物解体・撤去整備工事

に５３５万７，０００円が計上されています。委員から、「整備する駐車場について、利用者のた

めにしっかりと管理をしてほしい。」との質問に対し、「十分に気を付けたい。」との答弁がありま

した。３款・民生費においては、委員から、「保育園の副食費を公立のみ、国が負担するのか。」

との質問に対し、「副食費は実費負担だが、免除の方に限り、半年間国が負担するということであ
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る。」との答弁がありました。９款消防費においては、工事請負費として、災害発生時に迅速かつ

確実な情報伝達を行うための防災行政無線戸別受信機整備費に３億２，３２１万３，０００円が

計上されています。委員から、「戸別受信機の整備も大切だが、防災行政無線のメール配信の登録

者数を増やす努力をもっとすべきでは。」との質問に対し、「メール配信の重要性は認識しており、

啓発やイベントに出向いての登録サポートを実施している。情報の多重化を進めるうえで、さら

に取り組んでいきたい。」との答弁がありました。さらに委員から、「戸別受信機の整備のタイム

スケジュールは。」との質問に対し、「年度内には完了したいと考えており、地域づくり懇談会な

どで説明をしていきたい。」との答弁がありました。１０款教育費、教育緒費では、学力向上先進

地視察費として４２万８，０００円が計上されています。委員から、「どのような研修なのか。」

との質問に対し、「秋田県横手市を研修先に考えており、学力向上委員会の５名の先生を派遣した

い。」との答弁がありました。１０款教育費、文化財保護事業においては、委員から、「重岡氏肖

像画の評価鑑定の内容は。」との質問に対し、「東京文化財研究所は黒田清輝の専門的な研究を進

めており、美術品としての価値を鑑定してもらう。」との答弁がありました。その他、予算につい

て多くの質疑がなされました。採決の結果、議案第５０号、平成３１年度内子町一般会計補正予

算（第３号）は、原案のとおり、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

次に、特別会計２件についてですが、議案第５１号、平成３１年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）につきましては、歳入歳出それぞれ７，１７８万６，０００円を増額

し、総額を２１億６，４０４万８，０００円とするものです。平成３０年度の繰越金の確定にと

もない、歳入の補正をおこなっており、平成３０年度普通交付金の年度末処理として、愛媛県国

民健康保険団体連合会より町へ返還された２月診療分の差額を、本年１０月末までに愛媛県に返

還する償還金を計上しています。特に質疑はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決

定いたしました。 

次に、議案第５２号、平成３１年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、歳入歳出それぞれ３，２０６万９，０００円を増額し、総額を２６億８９４万６，００

０円とするものです。平成３０年度の繰越金の確定にともない歳入の補正をおこなっており、あ

わせて、介護給付費等の確定に伴う国・支払基金への返還金を計上しています。特に質疑はなく、

採決の結果全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 

最後に、事業会計１件についてですが、議案第５３号、平成３１年度内子町水道事業会計補正

予算（第２号）につきましては、収益的支出において、検針員の減により、委託料から臨時雇賃

金への組み替えをおこなっています。資本的収入及び支出においては、有価証券の売却益及び購

入のため、それぞれに１億円の増額補正をおこなっています。特に質疑はなく、採決の結果、全

会一致で可決すべきものと決定いたしました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（森永和夫君） 委員長報告に対する質疑を省略します。中田委員長、席にお戻りくださ

い。 

 討論、採決は議案ごとに行います。 

まず、「議案第５０号 平成３１年度内子町一般会計補正予算（第３号）について」の討論を

行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、議案第５０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、「議案第５１号 平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、議案第５１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、「議案第５２号 平成３１年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

 よって、議案第５２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 最後に、「議案第５３号 平成３１年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）について」の討

論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） これにて、討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森永和夫君） 起立全員です。 

よって、議案第５３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第２５ 議員派遣の件 

○議長（森永和夫君） 議員派遣の件を議題とします。 
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お諮りします。議員派遣の件については、お手元にお配りましたとおり、派遣することにした

いと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件については、お手元にお配りましたとおり、派遣することに決定致

しました。 

 

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（森永和夫君） 「日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題と

します。議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び

議長の諮問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出

がありました。 

お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査と

することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに、決定致しました。 

 

日程第２７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（森永和夫君） 「日程第２７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題としま

す。各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して調

査したい旨、申し出がありました。 

お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（森永和夫君） ご異議なしと認めます。 

 従って、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とすることに、

決定しました。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。会議を閉じます。 

ここで、稲本町長、ごあいさつをお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（森永和夫君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 令和元年９月議会定例会閉会にあたりまして、町長としてご挨拶を申し

上げます。議員各位におかれましては、大変お忙しい中、９月定例会にご出席いただきまして、

提案させていただきました議案につきまして、それぞれ慎重なご審議を賜りまして、すべてお認

めをいただきましたことに対してお礼を申し上げたいと思います。審査の過程で出されましたそ
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れぞれのご意見等につきましては、その執行の中でまた今後生かされるものについては、十分生

かせるように検討もしてまいりたいと思っております。お認めをいただきましたものにつきまし

ては、その目的、趣旨に添いまして適切に執行してまいりたいと思っております。今後ともどう

ぞよろしくお願いを申し上げます。さて、ここ２、３日、朝夕、秋の気配を感じるようになりま

した。しかし、日中はまだまだ残暑厳しい日が続いております。議員各位におかれましても、健

康には十分、ご留意いただきまして、引き続いて内子町発展のためにご尽力を賜りますよう、よ

ろしくお願いを申し上げまして、閉会にあたりましての挨拶にかえさせていただきます。ありが

とうございました。 

○議長（森永和夫君） 以上をもって、令和元年９月第１０５回内子町議会定例会を閉会しま

す。 

午後 ４時１０分 閉会 
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第１０５回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

 

１ 町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

報告 

１０ 

株式会社内子フレッシュパークからりの経営状況を

説明する書類の提出について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
受理 

報告 

１１ 

小田まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類

の提出について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
受理 

報告 

１２ 

公益財団法人内子町国際交流協会の経営状況を説明

する書類の提出について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
受理 

報告 

１３ 
健全化判断比率の報告について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
受理 

報告 

１４ 
資金不足比率の報告について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
受理 

報告 

１５ 
内子町教育委員会の点検・評価の書類の提出について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
受理 

議認 

６ 

平成３０年度内子町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
認定 

議認 

７ 

平成３０年度小田高校寄宿舎特別会計歳入歳出決算

の認定について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
認定 

議認 

８ 

平成３０年度内子町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
認定 

議認 

９ 

平成３０年度内子町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
認定 

議認 

１０ 

平成３０年度内子町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
認定 

議認 

１１ 

平成３０年度内子町後期高齢者医療保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
認定 

議案 

３９ 

平成３０年度内子町水道事業会計剰余金の処分につ

いて 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議認 

１２ 

平成３０年度内子町水道事業会計決算の認定につい

て 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
認定 
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議案 

４０ 

平成３０年度内子町下水道事業会計剰余金の処分に

ついて 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議認 

１３ 

平成３０年度内子町下水道事業会計決算の認定につ

いて 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
認定 

議案 

４１ 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につい

て 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
原案可決 

議案 

４２ 

内子町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例

について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

４３ 
内子町税条例の一部を改正する条例について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

４４ 

内子町へき地保育所保育料徴収条例の一部を改正す

る条例について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

４５ 

内子町水道事業給水条例の一部を改正する条例につ

いて 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

４６ 

内子町立幼稚園授業料徴収条例を廃止する条例につ

いて 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

４７ 

内子町立公民館利用条例の一部を改正する条例につ

いて 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

４８ 
五十崎特産センターの指定管理者の指定について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

４９ 

内子町成留屋地区まちづくり施設の指定管理者の指

定について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

５０ 

平成３１年度内子町一般会計補正予算（第３号）につ

いて 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

５１ 

平成３１年度内子町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

５２ 

平成３１年度内子町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

議案 

５３ 

平成３１年度内子町水道事業会計補正予算（第２号）

について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9.18 
原案可決 

諮問 

１ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
同意 
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諮問 

２ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
同意 

諮問 

３ 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

令和 

1. 9. 3 

令和 

1. 9. 4 
同意 

 

 

 


